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8 ．会議の顚末　

○局　長

　ご起立願います。（一同起立）礼。（一同礼）

○議　長

　おはようございます。傍聴の皆さん早朝から大変ご苦労さまでございます。昨日の

早朝、国民が待ち望んでいた 2020年夏季オリンピック・パラリンピックの開催都市が

東京に決まり、日本中が歓喜に包まれました。東京での開催は 1964年の東京オリン

ピック以来56年ぶり 2 回目、冬季オリンピックを含めますと 4 回目の開催となります

が、オリンピック開催の経済効果が地方にも波及することを期待いたします。さて、

今日から 2 日間一般質問であります。議員の皆さんには建設的で活発な論議と傍聴の

皆さんに分かりやすい質問、答弁を望みます。定足数に達しておりますので第 8 回定

例会第 8 日目の会議は成立いたしました。直ちに本日の会議を開きます。本日の議事

日程は一般質問であります。 3 日正午までに通告がありました、一般質問通告者10人

全員に対して質問を許可いたします。質問、答弁を含めて一人50分以内として、進行

してまいります。なお、ご覧のとおり本議会一般質問より「残タイマー表示灯」を使

用してまいります。制限された時間内での質問を許可します。また本議会一般質問も

町長等に反問権を許可いたしますのでご協力のほど、お願いをいたします。質問順位

は抽選により決定いたしました。只今から質問順位を申し上げます。

　質問順位　 1 番　　議席　11番　中谷　道文　　議員

　質問順位　 2 番　　議席　 2 番　成瀬恵津子  　議員

　質問順位　 3 番　　議席　 9 番　堀内　武男　　議員

　質問順位　 4 番　　議席　 1 番　宇治　徳庚　　議員

　質問順位　 5 番　　議席　12番　宮下　敏夫　　議員

　質問順位　 6 番　　議席　10番　船木　善司　　議員

　質問順位　 7 番　　議席　 5 番　岩田   清　　議員

　質問順位　 8 番　　議席　 4 番　三堀　善業　　議員

　質問順位　 9 番　　議席　 3 番　根橋　俊夫  　議員

　質問順位　10番　　議席　 8 番　永原　良子　　議員

　以上の順に質問を許可してまいります。質問順位 1 番、議席11番、中谷道文議員。
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【質問順位 1 番　議席11番　中谷　道文　議員】

○中谷（11番）

　皆さん、おはようございます。質問をただ今からいたします。今年は日本列島全般

に歴史的な残暑に見舞われ大変な夏でありました。ここ台風の到来とともに厳しかっ

た夏も終わり、深まり行く秋を感じさせられる今日このごろであります。本年は異常

気象のため日本各所で豪雨が発生しております。幸い、我が辰野町においては大きな

災害もなく、五穀豊穣の秋を迎えることを皆で心より感謝しておるところでございま

す。さて、 9 月議会招集についての町長挨拶でもありましたとおり、 4 期16年にわた

り町長を務め上げられた町長が今回引退されるということで、大変な町長の功績を残

しての引退でありまして私どももご苦労さまと申し上げるより仕方ありませんが、特

に病院をはじめ、町の発展のために多大な成果を挙げられたことに対して厚く御礼を

申し上げたいと思います。引退にあたり私ども議員としては一抹の寂しさを禁じえま

せん。議会は今回最後となるわけでありますけれども、今後とも我々議員の指導や町

の発展のために高所より種々のご指導、ご鞭撻をくださいますことを心よりお願い申

し上げておきます。今 9 月一般質問のトップバッターの役をただ今から務めさせてい

ただきます。なお、今回からは何とかタイマーというものが入りまして、非常に緊張

をしておりますが、よろしく、時間がもつようにご協力をいただきたいと思います。

　私は今回事前に通告してあります 2 点について質問させていただきます。まず 1 点

目でありますが、町天然記念物の天竜界の倒木事故に関する質問並びに提案でありま

す。私は竜東地区の出身でありこの出来事につきましては人一倍心を痛ましているも

のでございます。今後も起こりやすいことであり、皆で注意をして、こういう事のな

いように進めていかなきゃいけないということについて、これを機に二度と起こらな

いようにするための取り組みや、この対策についての質問並びに提案をさせていただ

くところでございます。 2 点目は最近よく区の関係者より「中谷さん、いろいろあっ

て困るよ」というようなことをお聞きしております。 「なんだい」と応えますと「新

しく町に転入してきた皆さんで区や耕地にも入っていただけない、そんな人が非常に

増加している」と。 「区費もいただけないし、区の行事にも参加してもらえず大変

困っている」といった苦情であります。町転入時点での指導や説明の実態について、

まずはお尋ねしたいと思います。なお、質問を続けてまいりますが全体を申し上げた

とおり時間の制限がありますので逐次、説明をいたしますので逐次お答えをいただく
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ような方式で順次ご回答のほどをよろしくお願いします。

　まず 1 点目の天然物の天竜界欅事故の件でありますが、私は町文化財保護条例が十

分に機能しておれば未然に何とかこの防止ができたではないかと、こんなに後になっ

て考えているものでございます。この欅の大木は樹高30メートル、目通 8 メートルと

いう非常に大きなものでありまして、しかも推定 450 年以上を経過しているとお聞き

しております。そんな見事な樹形が町天然記念物指定の言われと聞いております。 10

年ほど前にも大きな太い枝が落ちて話題になったことがあります。この欅も古木とな

り自然の摂理で枝を落としたり、ひこばえを出したり、直幹を出したり自分の寿命を

感じていたのではないかと思えてなりません。樹医さん等に定期的にみていただいて

おれば何とかなったと、未然に防げたのではないかとこんなことを思ってなりません。

そこで、少しお伺いをしたいことが 4 件ほどあります。 1 点目は町文化財保護条例の

うちの 4 項目の実態についてお尋ねをしたいわけでありますけれども、 1 つは教育委

員会と文化財保護審議委員会との関連で規定では教育委員会は諮問をすると、それで

その諮問に対して審議会は具申または答申をすると、こういう形が定義付けられてお

ります。 2 つ目は、所有者は教育委員会の指示に従い文化財の管理をしなければなら

ないと規定されております。教育委員会が指示をする、管理について、とこういう規

定でございます。これは 10条であります。また次に教育委員会は所有者に管理や保護、

公開についての必要な指示を行うことを義務付けております。これは第15条です。ま

た続いて16条並びに細則についてはその管理、保存に対する経費のことが謳われてお

りまして管理や経費、その他、保存に要する経費の一部を予算の範囲内で助成する。

天然記念物の樹木についてそのような、実績はどのようになっていたかというような

この 4 点につきまして実態についてお尋ねをいたします。お答えをお願いいたします。

○町　長

　皆様おはようございます。 9 月決算定例会。今日は一般質問、今日、明日と続くわ

けでございますが、大変にご苦労さまでございます。また傍聴の皆様方にも早い時間

帯からお越しいただきまして町政に関心を積極的に持っていただきますこと、心から

厚く御礼を申し上げます。また、中谷議員におかれましては私の16年の総括等など、

お褒めの言葉をいただきましたことを厚く御礼申し上げる次第でございます。さて、

私も11月11日まで任期でございますので、普段と変わらず、また行政は一刻も休むこ

とができませんので、命がけで一生やるようなつもりで11月11日まで頑張っていきた
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いとこんなように思いますので、ご協力方お願いを申し上げます。それでは質問 1 番

の町の天然記念物であります天竜界様の欅につきましての倒木事故等を捉えました質

問でございます。私どももこの事故で亡くなられた方に対しましては、心から哀悼の

意を表し、またこのようなことが 2 度と起こらないように、またお互いに教育委員会、

担当審議会とも誓い合っているところでございます。心からご冥福をまずはお祈りを

申し上げます。これらの件につきましての問題でございますけれども、辰野町は文化

財の保護条例第15条によりまして、所有者または保護団体に対しまして必要な指示、

助言を行うということになっておりますし、今、ご指摘の教育委員会も同じように樹

木医、樹医とも言いますけれども樹木医、この樹木医も 1991 年に林野庁で財団法人、

この緑化センター、緑化文化センターって言うんですか、日本緑化センター、非常に

これは行政的な権威のある所でありまして、それらの講習、あるいは試験によって選

ばれる、あるいはまた合格するものでありまして、樹木医等の資格に対しては非常に

権威のあるものと、このように判断をいたしております。したがいまして、そういっ

た樹木医等を教育委員会としましても診断を実施して現在おるところでございます。

ご指摘の天竜界様の欅につきましては平成24年 3 月に樹木医にみていただきました。

その時の見解は「樹勢がよろしい」と。木の勢い、葉っぱから何から全部みてそうい

う判断をいただきまして、まさかこのようになるということは誰をも思わなかったと

ころでございます。なおまた、町の文化財審議委員会、審議委員といたしましても定

期的な巡視を現在行っておりまして、現在町には指定木が13本、そしてまた保存木と

しては 38本、計51本を保存するという形の中で指定するものでございます。しかし危

険である限りその指定は解除になる、あるいはまた指定した時のような様相を呈して

なければ解除するということもまた審議委員会の仕事でもあるわけであります。天竜

界様に対しましては、大変残念ながら指定のままの中でああいった倒木事故が起きた

と、非常に残念なことだとこのように心を痛めながら町としましても、今後二度とそ

のことが起こらない、そんなようなことが起こらないような対策をまた所有者、ある

いは管理者とも相談しながら進めているところであります。以上であります。

○中谷（11番）

　ただ今、町長の答弁をお聞きしまして、一応町としては樹木医に来ていただきまし

て24年 3 月、現地の調査をしていると。また51本についてもそれぞれ定期的な見回り

をして体制は十分したが不可抗力として、そういうことが起こったということであり
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ますので私も安心をしました。何か条例どおりに動いてなんだとか、何か課題があっ

てそんなことがあったんでは大変なことだと思い質問した次第でございます。状況に

ついては一応理解をいたしました。続きまして質問を続けます。ただ今、町長から説

明がありましたように「二度とこのようなことが起こらないように万全の対策を整え

たい」というような前向きなご答弁をいただきまして安心をしておるところでござい

ますが、現在、町の天然記念物12箇所とお聞きしていますが、そのものについてもい

ずれにせよ調査をされたというような報告を、ただ今51本というようなことで報告を

いただきましたので、手抜かりなくやられておるということで安心をしましたが、私

は中学校の大欅や学校の校庭の大きな樹木、それから保育園だとか、公の場所、ある

いは公園等の場所にある大樹についても指定したものではなくて一斉に町に関係ある

ものについては調査をしていくような方向でご検討いただきたいと思っております。

また、個人の所有物であっても危険が発生しそうな樹木については調査と指導が町長

の目指す安全安心のまちづくりの見地から見てぜひ必要だと、こんなように思ってお

ります。また後段質問をしますが、樹木医等についても地元である、樹木医等も嘱託

あるいは調査員の一員に加えて一斉的に町のそういった危険性のあるもの、将来危険

のあるものについての調査や今後の安全指導について指導をすると、こういうことが

やはり町の業務として必要ではないかと、こんなように考えますので天然記念物の強

さや今後の対策についてそれらのことにつきまして、どんな構想をお持ちになってお

るかお尋ねをいたします。

○町　長　

　続いてお答え申し上げ、細部につきましては担当、教育次長の方からお答えを申し

上げたいと思いますが、指定文化財の保護活用の問題につきましておっしゃるとおり

かと思います。指定木は 13本ということでございます。また保存木がありまして38本

ですから合計51と、こんなことでございますが。その中で町の所有というもの、所有、

管理しなけりゃいけないものというのが 2 つほどあります。それは辰野中学校のシン

ボルになっております当時、祝殿様として平出の宮沢家が所有していた大きな欅があ

ります。これを町の方へ移管されました。ほこらは別です。その木が町の所有保管管

理責任があるものであります。もう 1 つは川島の所に木地師の墓があるわけでありま

す。昔の菊の御紋章の入った、そのお墓もそうですが、そこにやはり木がございまし

て大きなものでありまして、これが町の関係でいかなければならない。やはり同じよ
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うに檜ということであります。それ以外は個人だったり団体だったり、その地区のも

のであったりとこんなことでありまして、管理を更にまた今議員のおっしゃるように

進めていかなきゃならんわけでありますが、この先ほどの天竜界様の事故、倒木事故

に関しまして安全管理につきまして 7 月23日付けで所有者に天然記念物及び保存木の

保存管理についての文書を町といたしまして、この審議会、あるいは教育委員会の名

前で配布いたしております。監視や管理について異論のないように確認をお願いした

いということでございます。これは所有者もそうですし、審議会、審議委員もそうで

ありますし、地区の住民、教育委員会、そして樹木医、そして庭師等々の皆さん方の

ご意見や指導をいただいて取り組んでいただきたいと、こういうことで早速全ての樹

木に対して、指定木に対しましての点検をしたところであります。しかしこれ指定し

ていてもいなくても、今議員のおっしゃるようにどこかの木が大きくなったり、大き

くなるのは結構ですが、中がうろんこになっちゃってるとかいろんな危険な状態がご

ざいましたらぜひ一つ町の管理ではございませんけれども、町としての意見、また樹

木医もお願いするお金もかかりますが、そういったものに対しましての補助や、また

その経費は町として出したいと思いますので、相談をぜひお願いをしたい、またご連

絡をお願いしたいとこのように考えるところでございます。東京で前に台風の時にあ

の木の少ない所でありますけれども、大きなって言ってもそんなに大きな辰野町の大

きさからいくとそんなに大きくないもので30センチメートルの直径か 40センチメート

ルぐらいの直径の木の枝が 1 本ドンと落ちてきてタクシーの上に乗って、それもエン

ジンルームの方へ乗ったんでよかったんですが、エンジンルームがぺしゃんこという

ようなことも前の報道であったことであります。木は素晴らしいもので守っていかな

きゃなりませんけれども、しかし少し弱ったり、あるいは枝が枯れたりなんかしてま

すと大変なことになるわけでございますので、お互いにこれは大事にしながらやはり

そういった枯れ枝ぐらいは伐採していかなきゃならんと思いますので、ご相談と皆の

目で気をつけていくことがとても大事だろうと、こんなふうに考えるとこであります。

次長の方からあればお答えを申し上げます。

○教育次長

　ただ今、町長の方から申された内容のとおりだと思いますが、先ほどの 7 月23日付

けでそれぞれの所有者、管理者に通知を出しました。その後、所有者等から「ぜひ、

家の木をみてもらいたい」っていう相談がその後 3 件来ております。そららにつきま
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しては教育委員会の方から樹木医に連絡をしまして、その相談内容に沿いながら樹木

医の診断を受けて来ております。今後につきましては年 3 から 5 件ぐらいの計画で樹

木医による診断を随時受けていきたいという計画でおります。先ほど町長申したよう

に木も伸びておりますので、所有者なりその地域住民なりが常日ごろから気を付けて

見ていただいて、もし心配な点等々があればぜひ相談をしていただきたいというふう

に思います。それらにつきましては補助制度もありますし、樹木医の診断費用につい

ては教育委員会の方で持つ予定では今おりますので、そういう意味で何か変化があっ

た場合にはぜひ相談をしていただきたいというふうに考えております。以上です。

○中谷（11番）

　ただ今のお話聞きまして、万端対応進めていただいておると、こういうことで安心

をしております。また、事故のあった時にも町の対応は良かったと、こういう評価を

本人並びに地域の皆さんからも聞いておりまして私も大変うれしく思っております。

またそれぞれの新しい対応策を打っていただいて、定期的な巡回やら、また町民にそ

ういった意見を連絡をしてほしいとこういうお話も聞きまして安心をしているところ

でございます。ぜひ、そんなようなことで早急に進めていたり、対応を考えていただ

きたいと思います。また、前段町長の話にありました樹木医の県の緑化委員会の中の

その樹木医、相当権威の高い方がおってその人の相談も受けているということであり

ますけれども、私はそうした権威のある人も天然記念物に採択するとか、あるいは解

除する時には必要かと思いますけれども、日ごろの定期的な検診、あるいは町の関係

職員と一緒になって回るとかそういうような時には、そのあまり大きなことはまた決

断もできないし、その度というわけにいきませんので何か調査委員の中にそういった

資格があって、常に相談に乗ったりまた自主的にみていただけるくらいの協力的な樹

木医さんが何か嘱託の形なり、若干の経費で面倒みていただけるような体制というも

のが組めれば非常に良いんじゃないかと、こんなにただ今の意見を聞きまして感じま

したので、また検討をいただきたいと思います。質問を続けます。次に質問事項の 3

番目に入るわけでありますけれども、指定天然物の樹木や公園の場所にある大樹につ

いて安全確認の見地から若干町長さんからもお話がありましたが、今後についてはそ

ういった樹木医とか、あるいは管理のためにかかる経費については多大なものがかか

りますし、私も現地を見ましたけれどもあのもの凄い樹木の残骸を見た時に「これは

まあ、えらいことだ」とこんなふうに思っております。撤去していただきたいという
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ふうにお願いをしても個人ではとても手の付かない話でありますし、町としても大変

な出費がかかることでありますけれども、そのような場合については全額町負担で早

期に対応をして事故が起こらないようにしていくことが非常に大事じゃないかとこん

なようなことを思って提案するわけでありますが、 1 つ目としては、定期的に審議会

等を開催して年に 1 回とか年に 2 回、あるいは 4 半期とか一定の位置付けを付けて町

の課題、そういったものについての会議を開催するような規定を入れてはどうかと、

また 2 つ目でありますけども、先ほど話ました樹木医さんを嘱託あるいは審査員の一

員に加わっていただきまして定期的な見回りや調査等に協力をいただくと、こういう

ことで調査委員の一員にぜひ指定をしてお願いをしていったらどうかと。それから特

に私は地元のそういう方が良いんじゃないかとこんなふうに思ってますので、申し添

えます。 3 つ目ですが安全性確保のために予算化の強化をということで、こういう天

然記念物等町が指定したものについては、枝を整枝だとか、あるいは幹の伐採、ある

いは周辺の整理等のかかる経費については町がきちっと見ていくと、こういうふうな

ことを入れていったらどうかとこんなふうに思っていますので、お金のかかることで

ありますので、検討ということでお願いしたいと思います。また、欅の例みたいな大

木やまた公のもの、例えば学校だとか学校の校庭だとか校舎の近くとか、保育園とか

公園とか町に直接関わるものについては当然、町が管理の責任とまた費用については

持つことは当然でありますけれども、天然記念物についても規定で決まっております

けれども、個人の負担する部分等も一部負担ということで明記されておりますのでそ

こらは全額をみてやるというようなこともお願いをしたいと思います。それから、管

理の経費が大変であるということで、維持管理等がどうしても遅れがちになると。ま

た撤去の場合についても個人としてはもう早く、また同じようなことがあっちゃいけ

ないで枝が落ったりいろいろしてはいけないで、危害を加えちゃいけないで、早く処

理をしたいなあ、というようなことについても「いや、始末にお金がかかるで」とい

うような声もありますので、町の予算で早急に対応するような緊急な対応等も十分で

きるようなことを予算化していったらどうかと。またもう 1 つでありますけれど、樹

木医さん並びに担当課で専門班を形成して町内一斉に、ただ今申し上げたような指定

木あるいは公有のものでなくても個人のものでも全町的に危険なものがあったらいけ

ないということで一斉調査等を区にもお願いして調査をして、今災害防止のマップを

作っておりますが町内のそうした危険になるとか、あるいは凄く高齢化している樹木
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とか、欠陥のある樹木とかそういうものを調査して皆にそれを見て確認をしてその対

策を進めやすいようにするということを考えてはどうかと、こんなように思いまして

以上、 3 点についてどんなふうに具体的に現在は思って、思ってないのか、また今

言ったようなことをすれば完全にもう未然防止ができるというようなお答えであるか

どうか、私の提案でありますのでどうということではありませんけど、何かお考え等

がありましたらお答えをいただきたいと思います。

○町　長

　次の質問にお答えしたいと思いますが、その前にちょっと私どもの説明が悪かった

せいかちょっと、修正をさせていただきたいと思いますが、樹木医は辰野にいる人も

日本中どこの樹医さん、樹木医にしましても 1991年ということですから平成 3 年ころ

ですかね、平成 3 年ころに林野庁で財団法人、日本緑化センターというものを作り、

そこで資格を出しているとこういうことであります。したがいまして辰野の樹医さん

を標榜される方はその資格を取っているとこういうことでありますので、そちらの方

から誰か連れて来るということではありませんので、ちょっと誤解を招いちゃって申

し訳なく思いますが、ご修正を願いたいと思います。なお、また定期的に調査を現在

町はしております。それで費用につきましても、また誤解されてはいけませんので、

現在は文化財としての価値を保つために保護管理の費用の一部負担を町がしておりま

す。それから樹木医による診断費用につきましては町が負担してます。こういうこと

であります。したがいまして指定でも天然記念物でなくても危険なような場合は町に

連絡いただいて相談に乗るということでありますので、それは個人のものはやはり個

人で樹木医の費用、あるいは庭師さんやあるいはまた文化財の審議委員会の皆さんで

したらそんなにお金をということは取らずにみてくれる。 「そうだね、これは危険だ

ね」とか「こっちを落とした方がいいかね」とかいろんな話に乗ってくれるとこんな

ことでありますので、ご整理を願いたいと思います。それと、この間の倒木のありま

した大きな 450 年にものぼる樹木でありますけれども、その中のあとの反省の中で私

もちょっと耳に挟んでますけれども、木というものはやはりバランスが大事だという

ことを言います。木の葉っぱの張り方が右だけずーっと傾いていると左から来た力に

弱い。逆に右に傾いて茂ってますと逆の力に弱い。したがって比較的こんもりと、こ

んもりとっていう言い方はおかしいんですが、左右前後ですねバランスが取れている

方が強いということも一つの、しかしバランスが全部取れていれば空洞であっても大
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丈夫っていうことではありません。空洞であると中に不定根というものが、空洞の中、

木がありまして回りがありまして、回りがあれば皮と幹の間を水が上りますので大体

木というものは生きてます。しかし中がこう腐っちゃってる、結局上の方から腐るか、

雷で腐るかいろんなことでありますが、腐っちゃってるとやはり弱いことは弱いんで

す。しかし木というものは不定根というものが、この細いような根が上から空洞の中

をどんどんとたくさん出てくるわけです。それで地面に着くとそれがまた根の代わり

として段々太くなっていく。完璧にその前に腐らなかった空洞がほこらって言います

かね、ほこらって言いますか空洞が空く前と同じような力を発するかというと、それ

はずっと全部いっぱいの不定根で詰まれば別ですけれどもそうでない限りはそんな力

はないんですが、栄養だとかある一定の力に支える力は出てくるというようなことで

自然の摂理の中でそんな自己防衛も一部されているようであります。しかし天竜界様

の場合は、残念ながら不定根も一部伸びてましたけど、途中で人間の背丈ぐらいの所

ですか、そこから 4 つに分かれてたんですけれどもその辺でほこらの中、ほこらって

言いますか空洞の中に焼け焦げた跡があると。上からずっとってくると雷ということ

も考えられますが、昔か何か分かりませんが誰かがそこで火を焚いて焦げちゃった跡

があると。そうすると不定根はそこで止まっちゃうそうです。ということで残念な現

象がたくさんあったかなと。一概にそこだけの原因とは申しませんけれども、前に 1

本が倒れてバランスが崩れていたこともまた事実でもありますし、大変そういったよ

うなことに対しましては、困った。しかし 1 年前に見た時は非常に樹勢が良かったと

いうようなことの中で安心してましたが 450 年にもなる大きな木ですので、しかしあ

あいうことが起こってしまったということであります。前日に雨がたくさん降り、相

当水を吸い上げてた、先ほど言ったように皮と幹さえあれば、幹の外側さえあれば

ずーっと水は上がっていきますので、枝の方へ水を吸い上げる。しかし中はうろんこ、

片っぽはバランスが崩れていた。こういう中で朝はその当日の事故の朝は風もなく、

雨も降らず、このような状態の中で倒れてしまったと、非常に残念な結果だなあとこ

んなふうに思います。亡くなった方のご冥福を祈りながら、こんなことの二度とない

ように町の方も更にまた議員のご指摘の点もありますので注意しながら進めていきた

いとこんなふうに思います。一番後段のご質問にたいしましては次長の方からお答え

あればお答えを申し上げます。

○教育次長
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　経費の関係でありますけれども、先ほど町長申しましたようにその保存木、記念物

の樹木に対してその樹勢等、形、それぞれを保つために確認をして、もし不適切な枝、

枯れている枝等々のものがあれば先ほど言いましたように町に相談しながら、その伐

採等についての補助金等には経費の一部を負担していくっていう制度がありますので

ぜひ、先ほど来から言っておりますように相談をしていただきたいというように思い

ます。それと、じゃあ、切り倒すので全部っという話には今のところ、そういう制度

自体はありませんので、先ほど言った樹木医の検査費用、診断料等については町の方

でみたいというふうに考えてます。また管理の関係で町の小中学校、保育園等々に木

もあるわけですが、それらについては職員なりが常日ごろから観察しながら、もし普

段と違ったようなものがあればすぐ連絡をいただくような一応システムになっており

ますので、引き続きそれも続けていきたいというように思います。それと、会議の方

につきましては審議委員会の委員の皆さんが 3 班から 4 班の班を編成しながら町内の

指定木、保存木の調査をしております。ですのでこれらについても回数をもう少し増

やしながらいくとか、議員おっしゃったような策を取っていけたらというように思い

ます。樹木医の関係については町にいるかどうかはちょっと探してみたいとは思いま

すけども、庭師みたいな方でも樹木医という資格ではないんですが、木のことについ

ては普通の素人の皆さんよりは多分数段上かというように思いますので、それらの

方々の意見もいただきながら、そういう調査等には同行はしてもらっているっていう

のが現在のところであります。そんな意味で各区の指定木、保存木じゃない木につい

てっていのはまた区長会等の席で各区を通じながら話をしていくということができる

かというように思いますので、参考にしたいというように思います。以上です。

○中谷（11番）

　ただ今、町長や次長の方から現状につきまして考えて進めてることにつきましてお

伺いをいたしました。このように予算についても、それから樹木の巡回等についても

最大の配慮をして、今進めているということですので今、安心をしておりますがどう

かまた一段とこうした問題が起こらないように、配慮については推進方、お願いを申

し上げたいと思います。ここで私が質問していろいろのお答えを聞いてますと、やは

り町としては十分それぞれの局面に対応する施策は十分あるよということであります

ので、安心をしてますが我々町民としても危険なものについては町に連絡を取ってい

くと、こういうことが非常に大切だなあという感じを受けました。また、区の皆さん
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とかいろいろな方も「あの家の木が倒れりゃえらいことするな、あれは家を壊したり

誰か通りゃ下敷きになったり、大変なことが心配だな」というような意見もある樹木

もありますので、ぜひ町をあげて点検をしてそういうことを未然に防げるような方策

を積極的に進めていくことを提案をしたいなと、こんなように思っております。最後

でありますけれども、今回の事故を契機として条例や施行規定の一部を見直しをした

方が良いものがあるのではないかなと私なりに考えております。そこで町としてはそ

のことについての見解、今の規約で十分いけるということであるのかどうか、少しお

尋ねをしてみたいと思います。まず、 1 番目としてただ今も次長の方からお話があり

ましたけれども、審議会の開催の義務付け、これは規定では必要に応じて開催をする

ということでごく基本的な考え方でなっておりますが、こんなような事項を踏まえて

年に 1 回とか半年に 1 回とか 4 半期に 1 遍とか何かそういう定期的なものをやって樹

木だけでなく一般の文化財等についても定期的に開催するようなことを項目に入れた

方が良いんじゃないかなと、これ 4 条でありますけど、いうような感じを持っており

ます。これ私の見解でありますけどよろしくお願いします。それから 2 つ目としては

文化財保護委員の中に審議委員、または調査委員として 1 名の樹木医を置いたらどう

かというように考えましたけど、これは既に手配をされて動いているとこういうこと

でございますので省きます。 3 つ目として、維持管理経費や指定解除に対する対策等

についても予算の範囲でみるというふうに書いてありますけれど、予算の範囲ってい

えばいくらなのか、それも私には分かりませんが十分管理にかかる経費については全

額をみるようなふうに一部という部分についての注釈がどういうものかということを

入れておいた方が良いじゃないかと、こんなふうに思います。また、個人所有の場合

でありますが、予算がなくて木、切らなきゃいけんけど、まあ何ていうの膨大な経費

がかかるでいやだとかいうことでどうしたって枝を切ったり、管理、樹形を保つ作業

が遅れたり、また今回のように撤去につていも速やかに、 7 月の23日に撤去されたよ

うですが、私も確認はしましたけれども、もの凄い木の幹と枝の、もの凄い山であり

ます。こんなものを切ったり、これを始末するには膨大なお金がかかるというような

ことで「分かっちゃいるけど、切れない」とこういうようなことになってはいけませ

んので、そこらにかかる予算については十分相談を受けて対応するように、何かそこ

らのところも検討が必要じゃないかとこんなように思います。 4 つ目として、これは

4 項目めの質問に連動しておりますが、今回の事故等を踏まえて今後最悪の事態が発
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生をすることも視野に入れて保険等、対応措置を含めて検討の必要がないかというよ

うなことで、そういったものの明確なケース別に公、個人、あるいは個人所有である

けれども町が指定文化財に指定した天然記念物等についての見解が分かるような何か

施行規則等にそういうようなことを付記してはどうかと、こんなように考えておりま

す。規制、規則なり施行条例等について何か町で今後考えていくようなことの必要性

を感じておるか、またいるとすればこんなことも検討しているというような実態をお

聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。

○町　長

　時間が、あそこに出てますので、ほかの質問もあるようですから簡単にお答え申し

上げたいとこですが非常に奥深いお話されてますので、あんまり軽々というわけにい

きませんが、開催義務付けでありますが一応定期的に行っていると思います。ただし、

先ほど言ったように保存木入れて51本もありますので、全部を毎年回るということで

なくて、交互にこう回っていくんではないかというふうに思いますが、次長の方から

少し早口で答えちゃいますが、お答えを申し上げます。樹木医の件はいいとして、全

額をみるということでありますが、指定すれば全額を町がみるのかということですが、

もう少し一度、一度と言いますかお考え願いたいのは個人のものでも指定するんです

ね。で個人のもので全額町が負担して保護やってますと個人のものでなくなっちゃう

わけですね。やはりだから個人のものは個人が管理するもの。またそういった保護も

するもの。町の方は意見として「今度枝を落としたいが、あれをこうしたいが」って

言った時に指定しているような木の様相を著しくこれを欠くようなことであれば、

「もう少しこのようにしてくれませんか」とかですね、「半分だけ切っちゃえ」

「じゃあ、こっちも残したりバランス良くいかがですか」ってこういう意見は言うん

ですが、あくまで本人の意思であります。したがってどうしても本人が指定してある

ものであっても、都合によって伐採したいというようなことになればこれはもういた

仕方ないことであり、町は伐採した時点で文化財としての指定をこれを解除するとこ

ういうことになっていきます。ですからやっぱりこの、いろいろ条例作ることは良い

んですけれども、やはり法律的な考え方、皆が長年、長年考えてできた法律ですから、

全部が良いと思いませんけれども今の現状の法律下であればやはり持ち主の責任、で

また指定すれば指定したことによって干渉ができている。しかしそういった大事なも

のでありますので樹木医等、お金のかかる、結構高いんですね、そういった費用に対
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しましては町が全額持ちます。しかし保護、管理に対してましては先ほど言ったよう

に、できるだけこんなようにして欲しいっていうような要望もするわけでありますか

ら一部負担させていただく。このことの方が私は良いような気がいたしますがどんな

ふうでしょうか。なお、木というものはちょっとずつ大きくなる。ですから自分の家

の木でもそうだと思いますけれども、ぐーっと伸びると分かるんですけれども段々、

段々大きくなって庭師が入ったりこう剪定したりいくんでしょうけども、気が付くと

「ああ、いやこんな大きくなっちゃった」という、子どものころはこんなふうだった

のにっていうようなことで、はっとすることがあるんです。それで頭を詰めるという

方法もありまして、真ん中と言いますか中心的な幹を切るんですけれども、形が変わ

りますが段々こうまた盛ってきて良い形になるんですけれどもただ切ったままにして

おくとそこから水が入って腐りはじめる。先ほどのようにうろんこになってしまう。

こういうことはあります。しかしうろんこになっても先ほど言ったように皮とちょっ

とした、ちょっとしたって言うか内側のすぐ隣の幹さえ、たとえ 2 、 3 センチメート

ルの厚さでもあれば水はどんどん上げますので樹勢が勢い良く見える。しかし調べて

みたりうろんこっていうことはしょっちゅうあるんですね。ですからそれを何とか頭

を詰めたとしても大きくなり過ぎた場合ですね、頭を詰めても枯らさないような良い

方法はないか。これもまた樹木医さんや庭師さんたちに聞いてみたいと思いますが、

よくブリキじゃ錆びちゃいますから銅版か何かでこう、ね、頭の型の傘を作ってポン

ポンと打っとく人もあるようですが、どんなふうなのか、桜の木ですと「桜切る馬

鹿」ということになりますけれども、たちまち枯れちゃうことがあるんですけれども

枝の方ですね、枝の方なんかこう見てみますと幹から枝がちょっと出た所に少し膨ら

んだ所があるようです。これ前に桜守の方に聞いたんですが、これはブランチカラー

という場所だそうでして、そこで切ると、ちょっと膨らんだ所で切り落とすといつの

間にやら、ハゼ蝋って言うんですかね、ハゼ蝋か何か塗っておく。今薬品もあるよう

ですが、塗っておくといつの間にやら皮がまた巻いてくれるっていうんですね。ブラ

ンチカラー以外で切っちゃうともうそこは駄目でそこからいくら薬品なんか塗っても、

更にまた薬品が効果なくなってくればどんどん、どんどん水が入って腐っちゃうって

いろんなことがありますので、よく辰野町も研究をしてみたいと、こんなふうにも

思っております。次長の方からあればお答えをいたします。

○教育次長
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　今、町長が申したとおりであります。審議会の定期的な開催ということにつきまし

ては、樹木だけの問題ではありませんので建物、建造物、いろいろな文化財あります

ので、それらの関係でそれぞれ開催をしております。ですので、月 1 回まではいかな

くてもある程度の定期的な部分で開催の方はしていきたいというように思います。先

ほど言いましたように、年に 2 回ぐらいのこの班構成で保存木なり指定木の調査をし

ておりますので、そういう部分の今度報告を受ける審議委員会も開きたいというふう

に思ってますので、年に結構の回数になるかというふうに思います。それと保険の関

係についてはちょっと今一概には言えませんので、これは研究の 1 つというふうにし

ていきたいというふうに思ってますので、よろしくお願いします。以上です。

○中谷（11番）

　以上、お聞きしましたのでこの件については質問を終わりたいと思いますけれども

特に木はものを言いませんので、やはり所有者が危険を感じたり、こういうふうにし

た方が良いということを町の方へよく相談をすると、自分が感じたら相談をするとい

うことが一番大事じゃないかと感じました。したがって地域の皆さんはそういうとこ

ろを広い目で見て危険があるかどうかを提案し、また管理者は自分なりきにその所有

者でありますので、責任をもってその木の状況を町へ報告してそれぞれ対策を講じて

いただくと、これが非常に重要な対応ではないかとこんなことをつくづく質問する中

で感じましたので、そんなことをそれぞれお伝えし皆で安全確保していくと、こうい

うことで進んでまいりたいと決意をする次第でございます。 1 つ目の一般質問で大変

時間がかかりまして、まことに恐縮でありましたけど、私は最後にこの遺族に対する

対応や今後の諸対策について速やかに、かつ全力で対応方を切望して 1 の項目の質問

を終わりと思います。

　続いて時間の関係もありますが、簡単に質問の内容を説明いたしますので、お答え

をいただきたいと思います。 2 番目の質問でありますが、町へ新規に転入者の方々が

自治会、区や耕地の組織への加入が非常に悪いということで、これを何とか町の協力

を得て促進をして、町へ来た人が皆地域の活動にも参画して明るいまちづくり、ある

いは活発なまちづくりというものを作っていかなきゃいけないということで、何か町

としては名案がないか、また現在考えていることがあったらお聞きしたいということ

で質問をいたします。各区とも大変悩んでおりますので申し添えます。現在多くの区

の関係者から苦情が寄せられて来ております。また相談も受けております。 「区費が

16



いただけない。区の諸行事に参画していただけない」といった苦情であります。特別

辰野町が多いのではなく他の市町村も同じ現象といった意見もあります。ただ、また

町担当課としてもできるだけの指導やお願いをしていてくださっていることにつきま

しては、十分私も理解しているつもりです。辰野町に来て住んで欲しい気持ちは願い

は一つであります。ただし、 「このまま放置すれば地域の崩壊に繋がりかねない」と

厳しい批判、苦情もいただいております。各区長さん方も大変に頭を悩ましている課

題であります。県住だとか、町住、個人アパート、個人所有の住宅等への転入のこと

につきましてはパターンによって差はあると思いますが、区や耕地といった自治会に

入って欲しい、入ってください、そんなお願いやら指導の実態等についてお聞きをし

たいところでありますけれども、時間がありませんので、続けて質問していきます。

転入者はまず、町へ最初の相談や転入手続きに来ると思いますので、その際、当然、

「区や耕地等自治会組織に入ってください。そういうものがあって地域では活動して

ますよ、その必要性を十分指導していただいておると思いますが、転入者につういて

は「はい、分かった」と言いながら参画しないとか、区に入らないというようなこと

がそういった素振りで分かるとかいろいろあると思いますので、その実態等もチラッ

とご報告をいただければありがたいと。また次の質問でありますが、区や耕地等、自

治会への加入は我々は当然だと考えていますが、なぜ町の条例として加入というもの

が条件化できないのか、その理由についてもお尋ねしたいと思います。また、このこ

とはなぜ申し上げますかと言いますと防犯、防災、消防、ごみ処理、雪かき、道路清

掃や地域の出払い、区の諸行事参加等、住民としてのお付き合いをどうしても一緒に

なってして欲しいというささやかな願いであります。このことが欠如いたしますと、

段々地域との連携が不密となり、最終的には住みづらくなると、こういう実態が推測

をされております。転入の条件としてどうしてもそういうことを位置付けできないか、

今後していく必要があるのではないかと、こんなふうに感じている毎日であります。

3 点目でありますが、これはむしろ提案と思いますが、区長会等が音頭を取り実態調

査をし、例としては加入しない原因がどんなところにあるのか、区へ入ってても意味

がないというようなことなのだろうか。発生している区の実態等、私は 5 区から区長

さんはじめ関係の皆さんから要請を受けたり、苦情を承っております。ぜひ、加入促

進で効果が上がっている実例や推進方策の対策会議や勉強会や現地視察、また全町一

斉に加入推進等の企画を町として考えていったらどうかな、とこんなことを考えてい
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ますが各担当部署なり、まちづくり課とか、総務課、税務課等それぞれ関係ある課長

さんたちはどのように考えておるか、お聞きをしたいと思っていました。現在、 5 つ

の区より相談や苦情をいただいておりますが、どうか一つ区長会と相談してこういう

ことの対応策について検討をいただければ非常にありがたいと、こんなように思いま

す。 4 点目の質問ですが・・・

○議　長

　中谷議員、時間が過ぎてますので。

○中谷（11番）

　時間がかかっていますので、大至急締めますのでお願いします。

○議　長

　時間がオーバーしてます。

○中谷（11番）

　すみません。それでは時間がオーバーしてますので、ぜひそういったいろいろなこ

とにつきまして町からも県住だとか町住については一部、区費へ助成を出すとか、ま

た区はそういった特殊性を考えて減額するとかいろいろの方策もないことではないと、

こんなふうに考えられますので、この問題について町をあげて一つ検討することをお

願いを申し上げまして時間でありますので締めさせていただきます。また後ほどそん

な機会がありましたらご回答をいただきたいと思います。以上で私の質問を終わりま

す。

○議　長

　進行いたします。質問順位 2 番、議席 2 番、成瀬　恵津子議員。

【質問順位 2 番　議席 2 番　成瀬　恵津子　議員】

○成瀬（ 2 番）

 それでは通告にしたがいまして 2 項目について質問いたします。初めにがん対策ピ

ロリ菌検査について質問させていただきます。がん対策につきましては国ががん対策

推進基本計画を策定し、次期計画に向け議論を進めており県でもがん対策には非常に

力を入れております。がんの中でも死亡率が非常に高く国内で毎年11万人が発症し、

年間約 5 万人が死亡しているという胃がん対策について質問いたします。胃がんでの

死亡者の97％が50歳代以降であるようであります。胃がんは生活習慣病ではなく、胃

がん患者の98％がピロリ菌という菌の感染が原因とされ、国際がん研究機関でも発が
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んの原因はピロリ菌であると認定しております。しかしピロリ菌を除菌できれば胃が

んの早期発見に大きな効果があると言われております。このピロリ菌を除菌する薬の

保険適用の範囲が今年 2 月21日から慢性胃炎にまで拡大され、胃がん予防が大きく前

進しました。そこでがんの中で死亡率の高い胃がん対策について質問させていただき

ます。最初に過去 3 年間で町の住民検診で胃の検診を受けている人の人数を年齢別で

お聞きいたします。

○町　長　

　それでは質問順位 2 番の成瀬恵津子議員の質問にお答えを申し上げます。ヘリコバ

クター・ピロリというふうな菌についてのことでありますけれども、今受診のことに

対しましては平均して 25％程度であります。時間の問題もありますのであれですが 、

24年度では1,098人が受診者、対象者は4,052人いたようであります。課長の方から詳し

くお答えを申し上げます。再検査ということでもってその方に指示いたしましたのが、

その1,098人中、平成24年度は 162 名であります。それでピロリ菌につきましてはいろ

いろ学説が実はありまして、症状はですねピロリ菌によっての症状、潰瘍だとか痛い

とか荒れるとかそういったことが出る人は当然除菌をしていった方が良いというふう

に医者も言うんですけれども、ある専門家によりますと、何もない状態でデビ婦人

じゃないですけど共生している人もあるんですね。生物学的に共生できてる。お互い

に助け合って生きてる。パラジェネシスと言うんですかね。というようなことであり

ますので、それを除菌してしまうと今度、後で副作用が出るっていう可能性もあるっ

ていうことを言う方も学説であります。どういう副作用かっていうと逆流性食道炎が

始まってしまうとかですね、いろんなことがある。重い症状、当然症状があれば検査

してみて潰瘍になっている、荒れているいろんなことがありますので、医者の方から

除菌という形でありますが、これ今のそうですね 60歳以上ぐらいの人たち皆ちょっと

ずつあるんじゃないですかね、大小で。多い人、少ない人。何ともない人は別に胃を

荒らさない。ピロリ菌自体ががんを作るんでなくて、ピロリ菌が胃を荒らして胃の壁

面の中でもって荒れてった中で常に刺激を受けたり何かする中で潰瘍も起こり、胃が

んも起こるということになっていってしまうんでないかというふうに思いますので、

よくまたこのへんも調べていかなきゃならんことだろうとこんなふうにも思うとこで

あります。課長の方から年代別の今、検査のことのご質問ですのでお答えをいたしま

す。
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○保健福祉課長

　それでは私の方から年齢別の人数等をご報告させていただきますが、辰野町ではで

すね、 35歳以上の方で勤務先等でですね受診される方を除いた方を対象にですね、受

診勧奨を進めているところでございますけれども、 22年度につきましては対象者がで

すね、4,803人。そのうち受診された方が1,163人。 23年度は対象者が4,184人、受診者が

1,102人。昨年度24年度は先ほど町長申し上げましたが4,052人に対しまして1,098人の方

が受診をされております。次に年齢別でございますけれども、まず 22年度でございま

すが35歳から 39歳までが70人。 40代が 127 人。 50代が 173 人。 60代が 432 人。 70代が

300 人。 80歳以上が61人でございます。同様に23年度でございますけれども、 35から

39歳までが60人。 40代が 115 人。 50代が 143 人。 60代が 400 人。 70代が 319 人。 80歳

以上が65人。昨年度でありますけれども 35から 39歳までが56人。 40代が 120 人。 50代

が 140 人。 60代が 390 人。 70代が 325 人。 80歳以上が67人でございます。以上です。

○成瀬（ 2 番）

　今、受診、受けている方の年齢別をお聞きしましたが、今お聞きしますと60歳代が

もっとも多い受診率でありますが、この60歳ぐらいから本当にがんに対しての気を付

けなければという気持ちが非常に強くなってくる年代だと思いますが、この受診率が

わりかし少ないんではないかと思いますが、この点についてはどうなんでしょうか。

また先ほど受診率も4,050人の中で1,098人とか結構受診率は低いように思われますが、

その点についてはどのような対応をしているんでしょうか。

○保健福祉課長

　今のご指摘のとおりですね、住民検診におきます受診率は低い状況でありますので、

保健補導員さん等を通じる中でですね、受診勧奨をしているとこでございます。なお

ですね職域で受けてる方のですね受診も含めますとですねおおむね 75％程度がですね

受診をされているというような状況です。

○成瀬（ 9 番）

　じゃあ、把握チェックはきちんとされてるということでよろしいでしょうか。

　その受診している中で異常が見つかり、再検査となる方も中にはいると思うんです

けど、大体こういう再検査となる方は年間で何人ぐらいいらっしゃいますでしょうか。
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○町　長

　先ほど申しましたとおり24年度は 162 名、遡りまして23年度は 175 名、平成22年度

は 193 名でありまして約 1 割強、 1.5 ％ぐらい、あるいは、が精検と言いますかね、

もう一度詳しく調べてほしい、こういうふうに「ひっかかる」っていう言い方おかし

いんですが、もちろんそれで再検査しても何ともないっていう場合もありますけれど

も、一応調べた方がいいよというのはそれだけの人数であります。以上です。

○成瀬（ 9 番）

　これで「再検査するように」って言われた方には再検査をたぶんしているっていう

ことになると思いますが、この町へはこういう方に対して再検査、必ずするようにっ

という通知とか、あとまたその後の対応はきちんとされているのか、どのように対応

しているのかお聞きいたします。

○保健福祉課長

　要精検者になられた方につきましてはですね町の方から個人の方にですね、ご通知

を差し上げまして再検査を受けるようなお願いをしているところでございます。なお

ですね、その方たちがですね、じゃあ全員受けるかというとですね全員ではございま

せんでして、ここ 3 年のですね要精検になった方のですね、受診率はですねおおむね

9 割ということで 1 割の方はですね、要精検になられてもですね受けていないという

のが実態であります。

○成瀬（ 9 番）

　その 9 割の方は再検査しましたっていう報告は町の方へなされてきているっていう

ことでよろしいんですか。

○保健福祉課長

　はい。

○成瀬（ 2 番）　

　はい、分かりました。

　次の質問でありますが、ある市では従来の胃がん検診、エックス線、バリュームを

飲む検査を徐々に廃止して血液検査に変えていくことを決めている所があるようであ

ります。このバリウム検査は血液検査に比べて身体的負担、また高齢者にはこのバウ

ムを飲むということに非常に大きな負担のようであります。私自身もこのバリウム飲

むのは非常に嫌であります。また、逆にこの血液検査は身体的、また経済的な面にお
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いても負担が少なく、受診率の大幅向上に繋がっていくようであります。また、医療

機関に支払う委託料も 5 分の 1 に、血液検査になった場合、 5 分の 1 になるようであ

りますが、辰野町としてもこの受診率向上のためにこのような検診方法を今後検討し

ていくことは非常に大切なことではないかと考えますが、町としての考えをお聞きい

たします。

○町　長

　ご指摘の、今よく分かるんですけれども、注射っていうと痛いで嫌だって言う人も

ありますけれども、理屈言うと切がないんです。しかし、血液検査の場合よりも、バ

リウム飲んで検査した方が適正率と言いますか、いずれにしても両方ともそんなに、

何ですか絶対のものではないんですね。内視鏡が一番良いんですけれども。内視鏡

やっても負担かかったり大変なことでありますけれども、しかし病変のある方は当然

もう内視鏡でっていうふうにお医者さんの方で決めております。国の推奨するのは血

液検査よりもエックス線の検査と。その方がＢランク、エックス線検査がＢランクの

2 番目なんですね。下の方からですよ。それで胃の検査、胃のって言いますか血液検

査でやっていくとランク 1 で 9 番目に適正率って言いますかね、このあんまり精度が

高くないということになるそうです。例えば血液ですとＣＲＰとかいろいろ出てまい

ります。いろんな血清で、ＣＲＰは血清であるんだそうですが、それで炎症反応を見

るとか、あるいはまた腫瘍マーカーということをご指摘だと思うんですよね。胃だと

か膵臓だといろんな所の腫瘍マーカーあれば何かあるぞ、病変があるぞと。胃にある

ということではないんです。胃にあるような数値も出る場合もありますけれども、そ

ういったことの中で精検へもっていくというふうなことで、最終的には内視鏡が一番

良いとこういうふうなことになりますが、どうも血液検査もチクッと痛いぐらい。バ

リウムは飲むので抵抗があるって言うんですけれども、国とか学会だとか医師会等で

推奨しているのがやはりバリウム検査ということであります。ですから受診率上げる

には本当に注射ぐらいの方が良いのかもしれませんけれども、ちょっと不確実になる

バリウムより。その点で町もこのようなことでやってるわけですので、現状を現在は

維持していきたいとこんなふうに思います。

○成瀬（ 9 番）

　血液検査と言っても何か簡単な血液検査だそうであります。この血液検査にしたこ

とによって実際に受診率が上がっているということもお聞きしましたので、またこう
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いうことも検討してみるということも大事なことではないかと思いますので、今後の

課題としてまた考えていただけたらと思います。次に呼気検査についてでありますが、

この呼気検査については以前にも質問、要望させていただきましたが、この胃がん予

防対策のこのピロリ菌の早期発見のために非常に簡単に、また負担もなくできるのが

呼気検査、息を吹き込んでやる呼気検査だそうです。この呼気検査でこのピロリ菌の

検査がピロリ菌の有無の検査ができるそうであります。これを住民検診の中に盛り込

んでいる自治体も出て来ているようでありますが、このピロリ菌検査、呼気検査のピ

ロリ菌検査を住民検診の項目に今後追加していくべきではないかと考えますが、この

早期発見することにより長期的にみて、町の医療費削減効果にも繋がっていくと思い

ますが、このような呼気検査を住民検診の項目に入れていくべきかどうかっていうこ

とをぜひ、町としての考えをお聞きいたします。

○町　長

　ピロリ菌の呼気検査で簡単にあれですね、ピロリ菌が多い人、少ない人いろいろあ

るんですけれども、判定できることは承知いたしております。しかし国のレベルでは、

レベルって言いますか国の方の支持では個人レベルではその呼気検査もしなさいとい

うことを推奨しているんですけれども、行政集団検診の方では集団、現在されており

ませんし研究データが全くないとことであります。今、国のガイドラインと言った方

が早いと思います。これ呼気検査で、要するに個人レベルで推奨を国がするというこ

とは個人レベルでお医者さんの所に行くということは、何か病変があったり症状があ

るから行くんだろうと思います。したがってお医者さんの方もすぐに内視鏡という場

合もありますし、呼気検査でみるとか、あるいは先ほどのようないろんな方法でバリ

ウムを飲むとか時によっては血液検査でもって、当然あれですね、炎症反応ＣＲＰを

調べたり、あるいはまた腫瘍マーカーが出るかどうかも調べたりっていうようなこと

でやっていく中にこの呼気検査も入っているとこんなふうに思います。したがいまし

て現状では呼気検査を住民検診の段階でするということはガイドラインにありません

ので、現在は考えておりません。ということであります。保健福祉課長の方から何か

あればお答えいたしますが、あるかな。

○保健福祉課長

　ありません。
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○町　長

　特にないようですので、以上です。

○成瀬（ 9 番）

　この呼気検査でありますが、住民検診の中に項目に追加していくことがちょっと町

としてまだ難しいようでしたら成人式の会場で、成人者に対しての呼気検査を町とし

て実施しているっていう所もお聞きいたしました。例えばこの住民検診の中に入れる

ことではなくてそんなような何かのそういう所にやるっていうのもまた今後の方法で

はないかと思いますので、またそういう検討もぜひ町としてしていっていただきたい

と思います。早期発見、早期除菌により胃がん予防に繋がっていきますので、ぜひ予

防検診の検討を要望しこの質問は終わらせていただきます。

　次に 2 項目目の発達障がいの早期発見へ 5 歳児健診を、を質問させていただきます。

5 歳児健診の重要性、要望については以前も何回か質問させていただいておりますが、

発達障がいについてもその都度、詳しく言わせていただいておりますので、今回は 5

歳児健診がなぜ重要なのかについて質問、要望させていただきます。現在、町の健診

は 4 箇月から 5 箇月健診、また 1 歳児健診、 1 歳 6 箇月健診、 3 歳児健診とあります。

この健診の間に育児相談というものが入ってきておりますが、健診につきましては 3

歳児健診の後は今、町としてはありませんがこのなぜ、 5 歳児健診が必要なのかと言

いますとそれは発達面での問題が分かるのは 5 歳児程度とされております。就学後に

発達障がいが発見されても対応に遅れが生じると言われております。子どもたちの発

育状況をきめ細かく把握し、発達障がいの早期発見などに繋げ、安心して子育ての環

境を作ることは非常に重要なことであります。 5 歳児健診の重要性は以前、テレビの

ＮＨＫでも長時間にわたり報道されていたことがあります。そこで質問させていただ

きます。以前、 5 歳児健診の要望を何回か私もさせていただきましたが、 5 歳児健診

はとても重要だと言われる中、町として 5 歳児検診の実施をやらない理由はどこにあ

るのか、なぜできないのかお聞きいたします。

○町　長

　発達障がいの問題でありまして今、日本中で注目しているものでありまして、議員

おっしゃるようにできるだけ早い機会にそれを発見されれば、治療、あるいはまた注

意をしながらということでいって少しはどんどん、どんどん悪くなっていくことが防

げる一つの方法を見出せるんではないか。あるいは一定の所で止まってくれるんじゃ
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ないかと、こんなようなことを確かに言われております。しかし辰野町は現在 3 箇月、

生後ですね、生後 3 箇月、 5 箇月、 9 箇月、 1 年半、 2 歳児、 3 歳児と健康診断、健

康相談を行っております。それで 5 歳の時になぜしないかって言うんですけれども、

この発達障がいっていうのは、痛いとか痒いとかそういった症状がばあっと現れて誰

でも分かる、熱が出るとかそういうものではありません。したがいまして非常にこれ

お医者さんが診ても誰がみても難しいんですね。それでたいてい保育園へできるだけ

入れていただきたいっていうのはそういうこともありまして、やるんですけれども保

育園で集団生活の中で初めて発見される、ほかと比べてどうの、一人だけこうチョロ

チョロ歩き回るとか、集中がないとか、一人で相手してて分かりにくいそうです。と

いうことで多くは診断と言いますか健診をしてないんでなくて保育士の中ですでにそ

ういったことを発見するように努力しているということです。これは保育士の場合は

預かっている子ども全体に対してです。 6 歳児で小学校行くんでしょうけども 5 歳児

も当然マークをしてやっております。したがいましてこの専門医による、ちょっと何

か問題が、問題って言いますか感じればお母さんと話して専門医に検診したり、また

専門医も相対してみてもすぐ分かるものじゃない。実際にこう活動させてみないと分

からないということはあります。非常に重い人で、重い人であればもうもっと小さい

ころから皆はっきり分かりますけれども、その危険性がある境目ぐらいの方に対して

はやはり活動をとおしてみないと分からないということであります。活動とおしてみ

ないとはっきりしないということですね。したがいまして保健師だとか管理栄養士、

そしてまた歯科衛生士等によっての相談も行いますし、場合によっては児童相談所の

心理士等もこの問題に対しなければならないということであります。したがいまして

定期的に保育園の方へはそれらの人全部ではありませんけれども、また保育士や学校

保健師等々が早期発見にかかるように幼稚園ばかりでなくて学校の方へも、また先生

たちもそういった勉強を一応してて、症状があるというふうに巡回をしながら心理士、

保育園に対しまして、幼稚園に対しましてもやっているところでございます。全く検

査をしない、座ってお医者さんが診て相対して分かるってもんではないということで

あります。そういうことでありますので、しかしもう 1 点ありますよね、 5 歳児では

発見しても遅いっていうのがあるんですね。特に自閉症ではすでに 3 歳児ぐらいで発

見できますので、 3 歳児で発見しないと 5 歳児では先ほど言ったように、早く、早期

発見ということになるとちょっと遅い、遅くなる。ＡＤＨＤというような発達障がい
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の場合は多動的な衝動型っていうことでありますが、 5 歳児で出てきますけれどもこ

れは保育園の中で発見できます。それからまた高機能の自閉症というような形であり

ますが、 3 歳児ぐらいからも、もうすでに発見が可能です。ということで早め、早め

ということでいきますと 3 歳児、後は全体集団生活の中で皆でもって取り囲んで見

守っていこうということで、専門的なって全部分かるわけじゃありませんが知識を保

育士にもまた保健師にも、また管理栄養士も歯科衛生士にも、それから心理士、心理

士は当然そういったものをお持ちでありますが、児童相談所からも来てもらいながら

巡回しながら発見をしているとこういうことであります。この一口に何ですかね、発

達障がいって言うんですけれども、大きく分けて 3 つあるというふうにお考えいただ

ければありがたいと思うんですが、広汎性発達障害とこれがまた 3 つにまた分かれま

すけれども、まず広汎性発達障害あります。それから注意欠陥の多動性障害と。一番

の広汎性障害の場合はＰＤＤと言いますけれども 2 番目の方がＡＤＨＤっていうよう

なことで学校あたりは捉えています。 3 番目が学習障害ＬＤ、ラーニング要するに勉

強するのにディスアビリティーっていうことですからそういうふうなことで、集中で

きないとこんなようなことであります。その広汎性発達障害の中には先ほどの自閉症

があり、これは重いんですけれども、もう一つは高機能自閉症っていうのもあり、そ

れからアスペルガー症候群、よく有名なものであります。その中で軽度であれば何と

なくこう少し拘りが強いかな、ぐらいでもって社会性もあったり子どもたちの中で一

緒に遊べたりなんかできるんですけれども、重くなってくると社会の社会性が障がい

をもってきたり、言葉が遅れたり、知能も遅れてしまったり、自分だけの殻に篭って

拘りが非常に強くなるとこんなようなことになってきます。大体重度の場合はすぐに

発見できますが、問題はアスペルガー症候群みたいなもので社会性が若干問題ではあ

るが、拘りも若干あるがまあまあ付き合いオーケー。この人たちも早く発見しなきゃ

いけない。それで先ほどのようにレントゲン撮れば分かるとかそういうことでありま

せんので、集団生活の中で発見するようにやってます。そういった理由でちょっと長

くなりましたが、 5 歳児の健診は特にしていないっていうのはそういう意味でありま

す。ほかでやってる。保育園の中でやってる、そういうことであります。

○成瀬（ 9 番）

　先ほどの町長の答弁で保育園の中でやっていることで、ということでありますが 、

5 歳児健診を実施している所にお聞きしましたり、少し前に新聞にもこの 5 歳児健診
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の実施している自治体のことが載っておりまして、読んでみましたらやり方は医師が

幼稚園や保育園で問診や、先ほど町長が言われました集団行動の観察などを通じて子

どもたちのこの発達状況などを診断して、発達が心配な子どもの保護者に対しては育

児相談などを行って対応しているようであります。先ほども言いましたがＮＨＫのテ

レビの報道の中でも大勢の子どもの集団行動の中で、この発達障がいがある子どもが

分かると言われておりました。新聞に載っていたのでは医師の問診とかって書いてあ

りましたが、医師不足の中で医師が健診をやるということは辰野町にとっては困難な

ことだと思いますが、私ここで質問、例えば保健師の方に健診を行っていただくこと

はできないかっていう質問をさせていただこうと思ったんですが、先ほど保健師さん

も保育園でやられているということを町長の中でお聞きしましたので、保健師さんが

やっていただけているならそれでありがたいと思います。ぜひ、またこれからも発達

障がいの早期発見のために、またいろいろ町の方で検討していただけたらと思います。

この発達障がい者、またそのご家族への支援は非常に大切なことであります。しかし

まず、早期発見、早期対応に特に力を入れていくべきと思います。 5 歳児健診を実施

している自治体に様子を聞くなどして、また今辰野町としてもいろんなことでやって

いるということをお聞きしましたが、また他の自治体では 5 歳児健診はどのように

やっているかっていうことを聞いたりして、また前向きに検討をしていっていただけ

たらと思います。以上をもちましてこの質問を終わらせていただけたらと思いますが、

最後に一言、町長にお礼の言葉を言わせていただきたいと思います。矢ヶ崎町長 4 期

16年、辰野町発展のため、また町民が安心して暮らせるまちづくりのために働いてこ

られましたことに心より感謝申し上げます。また、新辰野病院新設は町民にとって大

きな喜びでありました。また子育て支援センター「ちびっこ愛ランド」はたくさんの

子育て中のお母さん方から喜びと感謝の声が聞かれております。 16年間、一言では言

えないほどの功績を残されてこられました。矢ヶ崎町長引退されましても、町民のた

め皆様のために応援していただきたいと思います。私自身も常に無理難題な質問をし

てきましたが、その都度丁寧に答弁していただき本当にありがとうございました。こ

れからはご健康には十分ご留意くださいまして、更にご活躍されますことをご祈念申

し上げます。本当にありがとうございました。以上をもちまして質問を終わらせてい

ただきます。
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○議　長

　只今より暫時休憩といたします。なお再開時間は 11時40分といたします。

　　　　　　　　休憩開始　　　　11時　28分

　　　　　　　　再開時間　　　　11時　40分

○議　長　　　　　  　

　休憩前に引き続き再開いたします。質問順位 3 番、議席 9 番、堀内武男議員。

【質問順位 3 番　議席 9 番　堀内　武男　議員】

○堀内（ 9 番）

　先刻、通告いたしました 2 件について質問させていただきます。 1 問目は鳥獣害被

害防止対策に対する質問であります。辰野町における鳥獣害被害は深刻の度合いを増

しており、農業意欲の低下、それに伴う耕作放棄地の増加に繋がっている大きな問題

となっております。鳥獣害による被害面積は 1,336 アール。前年比 6 ％の増であり、

被害額は 2,900 万円で前年比12％の拡大をしておる状態です。地区別の被害状況をみ

ますと羽北地区で鳥の被害、小野川島辰野地区ではサルの被害、竜東地区ではシカの

被害がその第一位を占めております。特にサルの被害が前年比 1.6 から 1.7 倍と増加

の傾向になっているのが特色であり、各種の対策が講じられている中で効果として現

れていないのが現状であります。ここで町長に質問いたします。各種対策にかかわら

ず増加傾向にある被害の拡大の現象について、どのような見解を持っておられるのか

お尋ねいたします。

○町　長

　それでは質問順位第 3 番の堀内武男議員の質問にお答え申し上げます。今、日本中

で大騒ぎになっております有害鳥獣による被害の問題であります。まず、一所懸命防

除対策、駆除対策をしているにもかかわらず、なぜ増えてきているか。昨年に比べて

今議員のおっしゃるとおり 12.4％、金額的には昨年よりも被害が増えているというこ

とであります。これは私どもは今、県の役員会でも県知事との対談でよく話をしてい

るんですが、県というんでなくて日本国中の中の固体調整を学者がよくやるんですね。

固体調整と言いますか、固体数把握を。これを間違ったんじゃないかというふうなこ

と同時に長野県の方もそうであると。 1 つの例で申し上げますとニホンシカに関しま

しては自然と共生と、動物とも共生ということでいくと長野県中に 1 番適正と思われ

る頭数は 1 万等だそうです。現在、10万 6,000 頭までいっちゃったということであり
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ますから、県が慌てて前にもお話したことあるかと思いますが、この 1 年間に 5 万頭

捕れとかいう指令が出た時が 3 、 4 年前にあります。無理ですよね。それで猟友会の

人数の問題とかいろんなことがありまして、長くなりますから割愛いたしますが、一

所懸命やっても一所懸命やってももっと繁殖率が高いということです。ニホンシカ今、

竜東方面ということでありますが、竜西にも入り始めたと辰野では聞いておりますし、

サル、イノシシ等々はやはり小野、川島を中心に新町ぐらいまでたくさん出ていると

いうことであります。なお、かてて加えてカラスとハクビシンは全町的であります。

これに対してどういうふうな対応をすべきかということで、あの手この手、罠、いろ

んなことでもってやっておりますし、郡でも困って町単独でそれぞれがやっても駄目

だから、こっちでやれば向こうへ逃げていく。箕輪でやれば辰野へ来ちゃうとこうい

うこともありますので、ぜひ一体、一緒になってこれをやると、駆除するという方法

も考えてほしいということであります。伊那の市長や駒ヶ根の市長も言っておりまし

たが、実は食べ物なくなってくると特にニホンシカは駒ヶ岳の相当もう 3,000 メート

ル近い所まで上がると。 3,000 メートル駒ケ岳ありませんので、もうちょっと下です

かね、 2,400 、 2,500 ということですか、頂上ちょっと手前ぐらいまで上がってきて

いろいろ荒らして困ると。ハエマツをいたずらする。それで観光面にもよくないし、

とんでもないことであるので、ぜひ一つその駆除をお願い申し上げるということであ

ります。 1 点、学者たちもその固体調節を見誤った 1 つの理由の中に、動物愛護協会

というのがあります。日本中の組織でありまして、今でこそあんまり辰野へはうるさ

くは言ってきませんけれども、何かやるとすぐにそうした人たちが大騒ぎする。こう

いう世評が、大騒ぎすればどんどん新聞で捉えてくれて、何か騒げばいいような気に

なってるような時代的な流れがありますので、それによって萎縮してくる。正しい方

が萎縮してしまう。それで固体調整まあまあにしておいてってやってるうちに増え

ちゃったと、こういうのが現状じゃないかなと私は思います。それからもう 1 つは動

物も人間の食べるもの、作ったもの、食べるものは山の広葉樹等々、トチの実だとか

ですね、いろんな実がありますがそれより美味しいということで覚えてしまう。もう

子どもの、赤ん坊のサルや、赤ん坊のそういった動物が覚えちゃうと人間も同じで最

初から生まれつきそういうの食べてれば、ほかのもの食べない。同時に山の方にも事

実広葉樹も減ってきたと。針葉樹ばっかり。これは戦前、戦後の策で長野県から北海

道にむけて山は伐採して、とにかくカラマツを植えろと。何にするって言ったら笑い

29



話ですけれども、そのカラマツは早く大きくなるからその木で飛行機を作ると言っ

たっていうぐらいですからね。それで植林がなってしまって広葉樹が伐採されてし

まった。トチ、ブナ、大事なものカエデ、そういったこともいろんなことで原因して

きていると。大体思うあたりのところのことをぽんぽんぽんと言うとそんなところで

あります。長く話していると時間がありませんので、以上でお答えにさせていただき

ます。

○堀内（ 9 番）

　ただ今、見解を述べていただきましたけれども、いずれにしてもデータから見ます

と小野地区でちょっとイノシシの被害が多かったんですが、そのほかはほとんどイノ

シシは対応が取れてきている。その中でやっぱ一番大きな課題は何かっていうと、

やっぱりサル対策であろうと。サルの被害が非常に大きいという形の状況です。そん

な形で次の質問に移りますけれども、 1 番の 1 の 2 と 1 の 3 の関係、鳥獣害被害防止

対策実施状況、その効果及び県指導のサル対策用電気柵設置効果と拡大計画って言う

内容はですね、一括して質問させていただきます。特に今回はサルの被害に対してで

すね、重点を置いた質問をさせていただきたいと思います。サルの電気柵設置はイノ

シシと違って高さの確保、それと同時にその周りの環境整備が絶対に必要になってき

ます。思いもよらないところから進入するということがよく見られておりますけれど

も、今回今村地区で被害住民の切なる声っていうことでちょっと聞く機会がありまし

た。イノシシの電気柵が設置されたためにその被害はほとんどなくなりましたと。良

い結果を得ておりますという、しかしサルによってですね家庭で使用する野菜類がほ

とんど収穫できない。荒廃地にならないように考慮して農地をこまめに耕しているん

です。現状では「耕運機は荒廃地防止のためにあるだけで農業や生活のために何も寄

与していないんです」っていうことの切実なる声を聞いております。ここで町長にお

尋ねいたします。現在上島地区及び渡戸地区にサル用に設置されている電機柵がある

と思います。そのへんの効果の状況とその他、どのような対策を講じているのか、先

般長野県の指導によるサル対策用の実証実験用長野式電気柵が 7 月 4 日に設置されま

した。その結果を、評価をどうされているのかを含めてお尋ねいたします。

○町　長

　はしょって申し上げていきますし、後、課長から詳しく申し上げますけれども、ど

うも辰野町に現在、住処、行き来はしておりますけれども、としているサルの頭数は

30



600 頭ぐらいあるだろうとこんなふうに推測を今、されているところでありまして、

猟友会の皆さん方にも無理をお願いしておりますが、できるだけ会員を増やしてほし

い、昔に比べると 6 掛けぐらいになっちゃって減っちゃってきている。昔って相当前

であります。ということでできるだけ勧誘したりしているんですが、今度は猟友会員

に実施隊ということで有害鳥獣駆除の実施隊ということで非常勤公務員の扱いにさせ

ていただきました。したがいまして日当も僅かでありますけれども、今までゼロだっ

たのを報酬を 2,000 円出すとか。それから狩猟税を 2 分の 1 に免税するとかいろんな

方法を取ってやらせていただいております。そしてまた捕獲に対しまして新規、狩猟

の免許取得の方にはその資格の費用の補助金を出すようにいたしております。また、

保険も町の方で入れさせていただいてありますし、またハンター保険料も出すように

しております。そんなことの中で優遇をしながら是非頑張ってほしいということであ

りますが、今、特にサルの方に焦点を合せてどうかということでございます。サルも

その前にイノシシ、シカも皆そうでありますけれども要は猟友会の皆さんが射撃等で

その動物を捕れるように捕獲、ないしは射殺したとしましてもですね、その後の処分

が一番問題なんですね。結局捕っても捕ってもまた増えていっちゃうということで、

自然の原理で減ってくれば減ったでああいった動物は餌のあるだけ繁殖しちゃうんで

すよ。簡単に取れば取れるほど。さっき言ったように味のもう覚えたものはそちらの

方へ、盗むという罪悪感はないんですね動物には。ただ人間が来て怒るからわあっと、

そっから逃げるとか怖いから逃げるんですけれども、盗むという罪悪感ないもんだか

らどんどんと来ちゃうとこんなふうなことであります。しかしそういったものも、サ

ルも含めて要するにその後の処分の問題がまだ絵になってこない。先ほど言ったよう

に県の方でも知事を中心に一緒に話を皆でしているわけでありますけれども、まずジ

ビエの問題、あれもう一つ何かできないか、ドッグフード、キャットフードの中にも

使えないか、とにかく餌にならないかどうか。あるいはまた処分で焼却する場合に焼

却場が使えないかどうか。一般でいけば焼却場嫌がりますよね。そういった焼却場を

専門に造るか、あるいは今の焼却場を少し改良してそういったものも焼却できないか

どうか。そうでないと捕った人が掘って埋めて来いと言うんですね。シカなんか捕っ

たらえらいことだと思います。浅く埋めるとほかの動物たちが行ってその肉を食べる

とかそんなようなことでまた荒らしてしまう。それで引き出してしまう。ということ

ですから相当深く掘れ、埋めろとこんなようなことでありますから、だから結局、後
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手後手に回っちゃって来ている。増える一方で、前よりは大分この狩猟は進んでおり

ますけれども、そういったあるいはまた、わなで捕まえてみても何にしてもそれを処

分する問題が非常につっかかっちゃってる。だからますます動物は幾何級数的にこう

増えるわけですね。並行的に増えれば良いんですが幾何級数で増えちゃうからどうし

ようもないということ害もありますので、何とか駆除対策をしなきゃならないとこう

いうことであります。大庭開田等に以前から太陽光でしたかねあれは、私も触ってピ

リッとなったことありますけれども、無理に触ってみたんですが、これなら大丈夫だ

ろうというようなことで、そういったところは比較的守られてるっていうふうに聞い

ております。ただ長野県型の新しいのができてきまして 2 段ですね。二重のやつ、ご

存知だと思いますけどこれはもう絶対大丈夫だと思ったらそうでもない。下潜っ

ちゃって、で子ザルが入って大きいサルは外にいて、子ザルが持って来て親に与える

というようなこんなこともやっているようでありますし、これはちょっと改良型にし

てもらわないと、ちょっと駄目だろうと。しかしメーター数ではこの長野県独自の長

野県型のこういったものに対しましては、メーター当りで 653 円ですから比較的安価

であるから、改良されることを期待してやっていかなきゃならない、こんなことであ

ります。課長の方からもう少し詳しくお話いたします。

○産業振興課長

　それでは若干、補足をさせていただきたいと思います。まず上島地区、渡戸地区に

設置したものがどうかというご質問でございますけれども、平成20年に耕作放棄地再

生利用推進交付金、これは 100 ％補助で設置したものでございますけれども、これの

電気柵がございます。 1.5 メートルぐらいの金網の上に 3 段の電気柵を設置しており

ます。もともとここはどういうわけかサルが比較的いないっていうふうに言われてい

た地域でございますけれども、今のところ被害は聞いておりません。それから、サル

を含めてこの防止対策としてはですね、大体 4 点くらい推進しておりまして、まず 1

つは推進体制を整えるということで町の有害鳥獣駆除対策協議会ですとか、上伊那に

もありますそういう協議会で体制を整えていくと。それから地域でも整えていただい

ております。小野と川島地区が先駆的にやっていただいております。それからどうし

ても今町長申しましたとおり固体調整っていうものがやっぱり一番抜本的な対策であ

りますけれども、なかなか難しい部分がございます。これに対してはくくりわなです

とか檻ですとか、広域捕獲ですとか猟友会に補助したり、そういったこともしており
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ます。それから、 3 番目は防除対策ということでネットですよね。防除ネット、それ

からそういう電気柵だとか、そういったものを張り巡らして防除していくと。それか

ら野生鳥獣に強い作物を導入していくということも 1 つあるのかなと思います。それ

からもう 1 つは生息環境を管理していくということで、緩衝帯を整備していかなきゃ

いけないのかなと。それから地域でもやっていただいてますけれども、柿の木を切っ

たり余っている畑の廃果って言いますかねそういうものを除去していくというような

ことも必要だと思います。それから県の設置した電機柵でございますけれども、これ

は上伊那地区の野生鳥獣被害対策支援チームで取り掛かっていただきまして 7 月の 4

日に川島の門前のトウモロコシの畑で設置をいたしました。 5,000 ボルトくらいのも

のなんですけれども、残念ながら下から入られてしまいましたのでこれは県の方でも

改良して次年度もう 1 回チャレンジしていくというようなことで、そういった効果が

あればですね、今後も補助制度等も検討して普及をしてまいりたいと考えております。

以上です。

○堀内（ 9 番）

　ただ今、現状の説明をいただきました。私たち先般、岐阜県の関市のサル被害対

策っていう場を見る機会がありました。これは電気柵で地域をもう丸ごと囲っちゃ

うっていう方式で、しかも今説明あったように下面を金網のマイナスにするという形

で草が生えてもそこでアースしないという形式でその上にプラスの線を引くという形

の状況のようですけれども、これはかなり参考になる要素になるのかなと。いずれに

せよ、環境を整備するっていうことが必要ですし、各個人でやってもなかなかこれは

もうできないと。おぼつかないっていう状況になりますので、これは長期計画に基づ

いて今後拡大計画するということを進めていただきたいと。続きまして 4 番目の項目

になりますけれども、サルの被害を防止する手段としてその生態を知る必要があると

いうことにあります。辰野町にはいくつかの群れがあると思いますけれども、その集

団内、集団の数、その行動範囲を特定するっていう必要が絶対的にあるだろうと思い

ます。その活動は今、川島地区等で行われておりますけどもこの無線機を着けて行動

範囲を把握する等行っていると思いますが、これは川島地区だけではなくて西山全体

を通じての把握活動調査っていうのが必要であろうと私は思います。ここで町長にお

尋ねいたしますが、辰野町の群れの数、あるいはその構成頭数及びその行動範囲、そ

れをどの程度把握しているのか、西山地区のサル生息実態調査の拡大の考え方がない
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かどうかお尋ねいたします。

○町　長

　先ほど申し上げましたとおりに辰野町では大体 600 頭ということでありまして、ぐ

らいいるだろうということで、それがいくつの群れに分かれているかということに対

しましてはちょっと私自身は掌握いたしておりませんので、課長の方からお答え申し

上げますが、今ご指摘のように川島、特に渡戸地区で有志によりまして、元役場にい

た方ですけれども中心となって発信機を着けて、サルにですね。それでサル軍団の行

動を地図上に表していく、どこまで行ったか。それ今、大体発信が距離その他皆分

かったようですので、これ今整理して発表になる段階ですが、もう一つ電信を飛ばし

ている所と飛ばしている所の間に出ちゃうと感知しないっていうことがありまして、

もう少しきめ細かく調査する所は発信体の受信をしなきゃならんだろうというふうな

ことであります。サルが近づくとスピーカーで地域に流しまして「来たぞ」と「皆、

見張っててくれ」こんなようなことも流したり住民一体となってかかっているという

ことです。そういった調査につきまして、ほかの地区でもということでありますから、

大変ありがたいことでありますので、どうかその地区地区の中でこんなことをすると、

あるいはまた渡戸で訓練してくると。渡戸で追いやったら今村行っちゃったらどうし

ようもないわけでありますので、 「今、そっちへ来たぞ」というようなことでもって

連携しながら大きな大体まずサルの移動範囲、それから移動習性を掴む、ほかの動物

もそうだと思いますが大事だと思いますので、またそういった有志を集っていただい

て、相談願いたいたいとこんなふうに思います。群れ数につきましてちょっと課長の

方から、分かるかな。お願いします。

○産業振興課長

　群れ数でございますけれども、大体 30頭くらいから80頭くらいが 1 群ではないかと

思っております。以上です。

○堀内（ 9 番）

　やっぱりサルの生態把握っていうのはかなり難しい状況あると思いますけれども、

いずれにせよ、把握ができないとどう対処したら良いかっていうことも分からないっ

ていう現象になると思います。そこで一つの提案なんですけれども、現在把握対策っ

ていう形で川島地区が主体で行っているっていうのが現状あると思いますけれども、

これはやっぱり小野地区、中部地区、宮木地区を含めたですね、やっぱり町民組織っ
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ていう形の状況を作る中で、この情報の交換をする。あるいはそのへんを活動を展開

するっていうことをやったり良いと思うんですが、そこらへんの見解はいかがでしょ

うか。

○町　長

　先ほどちょっとお答えしたつもりだったんですが、やはりそれに対しまして補助と

か元気作り支援金だとか、いろんな方法もありますし協働のまちづくりとかあります

からそんなものを利用していただく中で、ぜひ一つ有志を募っていただいて、そして

また有志だけが孤立しませんように全区民の皆さんに、区で区長さんにお願いして良

いかどうかよく分かりませんけれども、町も推奨いたしますので、ぜひその地域、地

域でそういったこと得意な人じゃないとまた、まずいと思いますので、電波的な知識、

また有害鳥獣、山、そういったこと詳しい、できるだけ詳しい人等々にお願いをして

またお話をいただきたいとこんなふうに思います。

○堀内（ 9 番）

　時間が押してますので、次に移りたいと思いますけれども、ちょっと違った角度か

らこの鳥獣害の関係を考えてみたいと思います。辰野町における森林税の活用状況っ

ていう内容をちょっと捉えてみます。鳥獣害により農地が荒廃してくる。里山が非常

に、里山の必要性が薄れているっていう現状です。農地に接した裏山に手が入らなく

なって動物がそこに隠れやすい場所がある。非常に悪い状況が今重なってきているっ

ていう形の状況あります。長野県において森林税が今年度より 5 年間延長されて 1 戸

500 円徴収されるという状況になってきておりますけれども、ここでちょっと質問さ

せていただきますが、徴収された森林税、辰野町ではどのような活用を今までされて

きたのかお尋ねいたします。

○町　長

　次の質問にお答えいたします。森林税でございますけれども、これを有効に活用と

いうようなことで、例えば平成24年度はほたる童謡公園の防護柵 366 メートル 168 万

円。あるいはまたその延長 238 メートルとか、上平出側 1 箇所だとか、しだれ栗の展

望内の看板を付けるとかいろんなことに森林に関することに使わせていただいており

まして有効であるとこんなように思います。ご指摘のようにこれを県へもお願いして

いるんですけれども、有害鳥獣対策の森林整備に使えないかということでありますが、

今ご指摘のように里山の所の山との里との境が段々森林が押して下に来ているので、
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隠れ場所その他が生息場所も広くなってきているから、すぐ近くに農地があるという

ことで余計来やすいということで、その辺の整備を除間伐あるいはまたすっきりさせ

るということには有効でないかということでありますが、これにつきまして各市町村

が気がつきまして相当希望が多くありますので、満額はどうも貰えそうもないんです。

しかし補助金としては若干ありますので、町のお金と合わせたり、また皆さん方の意

思を聞いて進めていきたいとこんなふうに思います。課長の方からもし、付け加えが

あればお答えいたします。

○産業振興課長

　ただ今、申し上げたように大体森林税を活用しようと思えば 2 つくらい挙げられま

す。今の森林税の皆で支える里山整備事業という、これは10分の 9 以内の補助がござ

いますけれども、この事業は県が実施主体でございますので直接県の方へ申請をして

いただくということになります。昨年度は 4 地区で 45.75 ヘクタール、事業費にしま

して 100 万円程度事業をしてございます。本年度につきましては年度がまだ途中でご

ざいますので、何件かございますけれども有効活用している地域もございます。以上

です。

○堀内（ 9 番）

　また、森林税の活用状況をお話いただきました。私たち、私の住んでいる所、裏に

城山という所があります。これは里山という形の状況になってますけれども、成木が

あり雑木が混在しているという形の状況ですが、今の状況いきますと可能であるとい

う話の状況のようですんでぜひ、その森林税を使ってその里山を整備するということ

をぜひ行っていただきたい。特に今回私たちはこの鳥獣害の関係のいろいろ処置を

行ってますけども、この城山をですねまず手始めとして行っていただきたいと思いま

す。それとそれに基づいて以降、里山をですね拡大していくという形の状況を考えて

いただきたいと思いますがいかがでしょうか。

○町　長

　大詰めの話だと思います。非常に里山整備大事なことであり、また有害鳥獣に関し

ましては大変農家の皆さん方深刻であるということでありまして、結局遊休荒廃地が

増えてしまう。意欲なくすということで、議員が一番当初に冒頭に言われたとおりだ

と思っております。町は真剣に取り組んでいくべき問題であり、予算措置も今より相

当量を付けなきゃならんとこんなことを覚悟を現在しているところであります。引継
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ぎもしっかりしていきたいと思っております。以上です。

○産業振興課長

　若干補足をさせていただきたいと思います。議員おっしゃったように緩衝帯の整備

の補助っていうものは非常に要望が多くてですね、なかなか満額の補助にならないも

んですからこういった森林税を活用していくということは非常に良いと思います。城

山につきましては可能だと思われます。基準につきましては大体 3 割程度の間伐でこ

れは施業者側のですね確認調査をしないと何とも言えませんけれども、県の設定した

標準単価がございますので、それに対して10分の 9 以内でやることが基準になります。

木材なんかが販売できれば更に場所によっては利益が出るっていうような場所もいく

つか聞いております。以上です。

○堀内（ 9 番）

　心強いご回答をいただきました。我々とすれば非常に力を得た内容かなと思います。

ぜひ推進をお願いしたいと思います。 1 問目の最後の質問になります。これはサル対

策っていう形でですね、町長の最後の覚悟をお聞かせください。

○町　長

　最後の覚悟っていうのは私自身の任期の最後なのか、あるいは今日の質問の最後の

締めてという意味なのか、さっき覚悟言ったつもりでありますが、本当に命がけで、

命がけという言い方失礼ですが、相当予算を盛り込んで対応しないと本当に日本の農

業を本当に根底から崩す、ＴＰＰとそういうこと以外に問題であろうと思いますので、

真剣に取り組んでいきたいとこのようにまた申し送りながら、また任期中も頑張って

いきたいとこんなように思います。なお、マツタケに対する非常に被害もありますの

でせっかく出る、出ない大変な問題ですがせっかく出てもということがあります。こ

れに対しましてもやはり有害鳥獣の仕業でありますので、しっかりと駆除をするよう

な方向にしていきたいと。マツタケに対しましてはサル、カモシカ、イノシシ等々が

やはりいたずらする。食べるわけじゃないのに頭取ってしまう。大変なことだとこん

なふうにも思っております。以上であります。

○堀内（ 9 番）

　覚悟を確認させていただきました。少なくとも現状の中でやっぱりサルの固体調

整っていうのは絶対的に必要だと思います。やっぱり全体的にですね、絶対的にやっ

ぱり固体調整していかないと現状ではもうおぼつかない状況だろうと。いろいろ防御
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柵を造ったとしてもなかなか防ぎきれないっていうのが現状ですし、費用も非常にか

かるっていう状況ありますんで、どうか今回鳥獣対策被害実施体っていう形の状況も

制定されて動き出しておりますんで、それに基づいたですね効果に繋がるような推進

をぜひ進めていただきたいということを願って 1 問目の質問を終わらせていただきま

す。

　続きまして 2 番目の質問に入らせていただきます。 2 問目はですね、都市計画税の

活用についてという形の状況で質問させていただきます。昭和39年 3 月都市計画税条

例が辰野町でも制定されて当年より 0.2 ％の課税が現在まで実施されているという形

です。これは都市計画事業や土地区画整理事業を行う目的税であろうと思いますけれ

ども、これは都市計画の用途地域内にある土地及び家屋に対して課税されるという形

の状況です。税務義務者っていうのは約 4,300 人くらいと聞いておりますし、税収は

このところ 5 年間くらいで年間 6,100 万円から 6,800 万円くらい。でこの 5 年間で約

3 億 2,600 万円くらいが課税徴収されているという状況になっていると思います。た

だ一方で、町民からですね「都市計画税って徴収されているけど何に使われているん

だい」っていう「その実感がないよね」っていうことがですね非常に聞かれる現状で

ございます。ここで町長にお尋ねします。直近の 5 年間で都市計画税がどのような事

業に運用されたのかお尋ねいたします。

○町　長

　じゃあ、都市計画税につきまして次の質問にお答えを申し上げたいと思います。こ

の都市計画っていうものはもう以前から戦前からもあったものであります。しかし用

途地域をきちっと決めたのが昭和 49年からであります。駅前区画整理は昭和40年に駅

前区画整理範囲内を決定したわけでありますが、ほかの用途地域は例えば商業、近隣

商業とか商業地帯だとか工業地帯、準工業、第 1 種、第 2 種、住宅専用とそういうの

ですね、こういったものにつきましては昭和49年に制定されたということであります。

したがいましてその制定された用途地域内に対しまして都市計画税を住民の皆さんか

らいただいているとこういうものであります。したがいましてその地区を優先して、

優先して都市計画街路、あるいは都市計画、いろんなものに使うものにそれは使うべ

きものであります。ということでありますが、これに呼応するように全国的な国策も

ありまして下水道事業というものが入ってまいりました。下水道はこれも都市計画の

事業の一環であります。したがいまして、用途地域はお金をいただいてますのでそこ
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を優先して早くやったはずです。都市計画でない所に対しましては農業集落排水事業、

下水ですね、あるいはまた小野特環、北大出特環、公共特環ですか、そういうように

特定地域環境保全公共下水道と、こういうものを各地に入れてきているわけです。当

然、そちらの方へもその方が後回しになりましたが全部国の国策や町の政策で下水を

やりましたが、そのお金は当然借金になっておりまして、まだ今でも金額はあるわけ

でありますが、どこの市町村もそうでありますが、こういうものを全部見て実質交際

費比率とかいろんなことになってくるんですけれども、それを返済しなきゃいけない

といことで、都市計画税相当額等がこの 5 年間もそうでありますけれども、返済の方

に公債費に使われているというのが現状であります。大体今、議員ご指摘のとおり 5

年平均は年間 6,000 数百万円台ぐらいの都市計画の金額を税金としていただいている

ところであります。なお、都市計画の方も進んでいけば次の道路とかあるいはまた公

園とか、いろんなことが緑地帯だとかいろんなことに使われていくようになると思い

ますが、まずはその大きな下水というものがバーンと入ってたりしまして、その設置

と敷設と返済、この方に今現在は多く使われていると、こういうのが実態であります。

○堀内（ 9 番）

　現状ですと、ほとんどが下水の償還に充てられているという形の状況ですんで、住

民の方々は「都市計画税払ってんだけど、自分の町にどのくらい還元されているんだ

い」っていうことがあんまりこうないって言うのが現状かなというような気がいたし

ます。そんな形でですね、今一部説明がありましたけど、もう一度都市計画税のです

ね目的っていう、これは平成20年 6 月に一般質問されている状況で皆さん再認識して

いる、確認をされていると思いますけどやっぱりこの地域の基盤整備の一環という形

の中で、安心して安全で快適な地域を形成するまちづくりを目的にするっていう、目

指すっていうことも目的としていると思いますけれどもいずれにせよもう一回ですね、

徹底するっていう感じから徴収目的を明確にもう一回してください。

○町　長

　都市計画税の目的を申し上げます。都市計画事業や土地区画整理事業を行うための

目的税とこういうことでありまして、用途地域内にある土地及び家屋につきましての

課税でありますが、公共下水道の起債償還や街路、公園の整備の一部に充てられてい

るということでありまして、目的は先ほど言ったように都市計画事業に充てるもので

あります。以上であります。
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○堀内（ 9 番）

　都市計画の関係の推進の中でですね、やっぱり下水道関係の総費用の償還に年間 6

億約 3,770 万円くらいが行っていると、その中に約 6,234 万円の都市計画税が支払わ

れていますんで、およそ約 9.8 ％。 25年度におきましても大体同じくらいの状況でで

すね償還に充てられるという形の状況になっていると思いますけれども、ただ都市計

画の中で平成24年度ですけど約 4 億 7,700 万円くらい都市計画として使っている費用

がありますんで、それに当てはめると約12％くらいの値になると。だから馬鹿になら

ない金額がこの都市計画税の比率になっているっていう形になるのかなっていうよう

な気がいたします。ただ、下水の関係につきましては、このあとちょっとこの質問に

なりますけども、下水だけやっているとほかのことは都市計画やんなくていいいのっ

ていう感覚がやっぱり出てきちゃうっていう現象ありますんで、現在都市計画の道路

の見直しっていう形の状況の指針を出されている現状の中で、ちょっと時間の関係あ

りますんで、一部都市計画街路の関係の計画はどうなっているかっていうのはちょっ

と省きますけれども、これはまた次回の時に行っていきたいと思いますけれども、今

回はですね、まず下水道の償還は何年までかかるのか。あと何年必要なのか。それと

現在行われている都市計画街路の見直しの完了っていうのは、その時期はいつなのか。

その計画をどのように今後推進するかっていう内容を踏まえてですね、ちょっとお答

えをいただきたいと思います。

○町　長

　次の質問であります。都市計画税で公共下水はやってもいいわけですよね。当然や

りましたので、返還になってもいいわけです。ただ都市計画っていうのはご指摘のよ

うにいろんな事業がありますので、ということでありますが、道路だけについて拘っ

て申し上げますと都市計画街路の今までの改良率は 37.05 ％というのが辰野でありま

す。ちなみに県平均が 41.4でありますから県平均を若干下回ってます。どちらの今、

下水道全部入れるっていうことはとても大きなお金でありますので、どちらの市町村

でも比較的こういった都市計画税はそちらの方へ公債費として使われているのが今現

状でありますが、ご指摘のとおりではございますがこのピークにつきましてはまたお

話を申し上げてるわけでありますが、現在残としては公共下水で60億円近くあります。

68億円あります。羽北特環が12億 5,000 万円。合計で80億円くらいありまして段々返

済をしていくわけでありますけれども、ピークを過ぎますとまた、まだもう少しピー
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クに向かって上がっていきますがピークを過ぎますと、またそういった返済金が、公

債費が減りますのでほかの事業へ向けていけるとこんなようなことでございます。も

う一つは道路、都市計画街路についてまた詳しくは課長から申し上げますけれども、

申し上げますと、これはまあ本当に昭和30年代ぐらいに引いた路線ですね。 32、 33年

ですかね多分、だと思います。そのころはまた高度成長の始まり、もう既に始まって

ましたが、そういう中で人口増の時期でありまして、辰野町の街路をどうすべきかと

いうようなことで、例えば駅前からまっすぐに橋を架けて天竜川へ橋架けて平出に抜

くとかですね、こんなような構想もあった時代であります。そして工業、商業ともに

発展しなきゃならんというようなことでそんなような路線がいっぱいあります。それ

でたくさんありました13路線ぐらいあったと思いますが、施工をされた道路もありま

す。ただ今のこの時代っていうのは、また安定成長に入り、また下手するとマイナス

成長に入る時期であり人口もまた日本中が下がる時期であります。路線の変更、太さ、

いろんなこともまた見直さなきゃならんだろうというようなこともございます。時代

が変わってきておりますので、そういう中で道路も今のままでは私も良いと思ってお

りませんので、都市計画街路にして補助金を付けてやってくべきだと思います。しか

し一番早くやるのは幹線道路ですね 153 。それをもうとにかく早くやるようにしない

とと思います。それには国の直轄にするのが一番良いわけですから、リニアになぞら

えてやって、私としてもしこう万が一続けていけるっていうことになってくればとい

う時の構想ではですね、構想では辰野が一番最初にやってしまうと、こんな構想持っ

ておりましたが、またぜひまた次の方にもそんなような構想でやってそれに結びつけ

る破線を、破線て言いますか取り付け、それこそアクセス道路ですね。幹線に取り付

けるアクセス道路を都市計画道路ともう一回見直して、それで組み立てていくのが一

番良いだろうとこんなふうに思います。課長の方からお答え申し上げます。

○建設水道課長

　それでは私の方から街路の見直しの完了時期でございますが、先ほどのお話の中で

下水道につきましては平成18年ごろ全体的に事業が終わりまして、それ以後、建設水

道課都市計画につきましては調査段階という形の中で皆さんご存知のように昨年度は

駅前の区画整理の廃止というような形の中で調査費を含め、また都市計画図の修正を

したりそういう事業を進めてまいりました。本年度から 2 箇年にかけましてこの街路

の見直しの事業を国県の補助において進める予定でございます。法手続きにつきまし
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ては平成27年を予定しております。以上でございます。

○水処置センター所長

　下水道の償還の関係について説明させていただきますが、今後の起債の元利償還と

いうことで、現在ですねピークみたいな形でして、平成28年度今後ですね平成28年度

のピークがですね 6 億 5,205 万 5,000 円というのがピークになっております。平成30

年度ぐらいまでは大体 6 億 5,000 万円ぐらいの元利償還金で推移しております。それ

以降ですね大体年平均で毎年 3,100 万円ぐらいずつ減っていきまして、最終的に現在

のところですね平成50年度には全て償還が終わるという形になっております。

○堀内（ 9 番）

　まだまだ気の遠くなるような償還をしていかなきゃいけないという形になりますと

やっぱり今、街路の見直しっていうことであと 2 年かかりますよっていう話ですけれ

ども街路の見直しをしながら償還を考慮し都市計画を推進するという形の状況になる

のかなっていうような気がいたします。少なくとも皆が納めた都市計画税がこんなふ

うに使われているよっていうことはやっぱり皆にＰＲするっていう必要は絶対的にな

るのかなと。だからやっぱりこれ納めるんだよっていう内容がですね分かった方が良

いんじゃないかっていう気がいたしますんで、そこらへんはぜひ行っていっていただ

きたいというように思います。最後の質問になりますけれども、都市計画税の見直し

の考えについてお尋ねいたします。都市計画税、先ほど言ったように昭和 53年以降、

50年間国の制限税率っていうのは 0.3 ％に決められていますけれども、辰野町では

0.2 ％っていう形で抑えているというのが現状であります。用途地域指定をして道路

整備であるとか環境整備、公園整備、下水道等含めてですね地域のみが恩恵を受けて

いるばかりではないというのが現状であろうと。これはもう公共的な内容にも使われ

ているっていう状況ありますんで、これは「全町より徴収しないと不公平感もあるん

じゃないの」っていう考え方も持っている人もいます。しかも近隣市町村では下諏訪

町以外はほとんど、ごめんなさい間違えました。町村です。町村の関係につきまして

は下諏訪町だけが徴収しているだけで、ほとんどこの周り長野県も含めて非常に少な

い状況というのが実態でございます。ここで質問いたしますけれども都市計画税の用

途は今、明確にしていただきました。その中で 0.2 ％っていうのをですねこれ見直す

必要、考えはないかどうか。あるいは、公共的に使う所にも投資していくんだから全

町ちょり徴収するっていう考え方はないのか。あるいは最後にもう先ほど言った都市

42



計画の中で12％ぐらい占めますんで、これを大きな償還も含めて大きな金額になると

思いますけども、公平感も含めた内容ですね廃止をするという決断はされる意思はな

いのか、この 3 点についてお伺いいたします。

○町　長

　お答えを申し上げます。都市計画税が目的税であることは先ほどからお話している

とおりであります。したがいまして充当すべき事業に充当しても余剰が生ずるようで

あれば見直しも適当と思われます。現在は全部充当させている状態であります。つま

り余剰がないということであります。なおまた用途地域の分が他の方へも回っている

部分も確かにあるかもしれませんけれども、その分と言いますか用途地域の分は優先

的に下水道も敷設いたしておりますし、早く文化生活が供用できているとこでありま

す。また都市公園につきましても用途地域内を中心に整備されてきておりますので、

都市計画税の目的以外に歴代、町長の中でも特に問題になることではないというふう

に思います。なおまた公共下水道の受益者負担というのがあります。したがいまして

その所は都市計画税を納めている所は安く、そしてそうでない所は若干それよりも上

げてあるということで公平性を保っているつもりであります。以上であります。課長

の方から何かあればお答えします。

○まちづくり政策課長

　県内の都市計画税を集めている市町村でありますが、市につきましては安曇野市を

除く18市が全部集めております。また、町村につきましては軽井沢と御代田、あと下

諏訪と辰野が集めております。白馬村については都市計画税を取るというふうになっ

ていますけど、実際は集めていないようであります。また税率でありますけど、長野

市と中野市が 0.3 ％、制限税率いっぱいですね。千曲市が 0.1 ％です。あとの市町村

が 0.2 ％ということで税率を課させていただいております。見直しの考え方について

は町長が申したとおりであります。以上であります。

○堀内（ 9 番）

　時間がきました。少なくとも納税者はお金を納めています。その結果がやっぱり満

足できるような行政っていうのが必要であろうというように感じます。そんな形で納

税者はやっぱり見える化っていう内容の中で、こういうふうに使われているっていう

のがやっぱり常にＰＲする。あるいはこういうふうになったよっていうことの結果が

発表される、っていう形の状況になりますし、今ちょっと心配なのは今下水道の償還
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に充てられているっていうことですから、ずっと長い間そちらにかかっちゃうと、そ

れじゃあその都市計画税はほかのものに使われないのかっていうのがちょっと心配な

状況ありますけども、いずれにせよその見える化を含めてですね、皆さんがこういう

ふうに使われているんだっていう内容でですね納められるような方策を取っていただ

ければありがたいと思います。以上をもちまして質問を終わります。ありがとうござ

いました。

○議　長

　只今より昼食を取るため暫時休憩といたします。なお再開時間は午後 1 時20分とい

たしますので時間までに入場をお願いいたします。

　　　　　　　　休憩開始　　　　12時　30分

　　　　　　　　再開時間　　　　13時　20分

○議　長

　休憩前に引き続き再開いたします。質問順位 4 番、議席 1 番、宇治徳庚議員。

【質問順位 4 番　議席 1 番　宇治　徳庚　議員】

○宇治（ 1 番）

　私は安心安全という観点から 2 項目について質問させていただきます。 1 点目は災

害時の安心安全を確保する避難所等の現状と課題についてであります。 8 月15日は長

い歴史を誇る諏訪湖花火大会でしたが、猛烈な雨と強風で中止に追い込まれる事態と

なり、昭和 24年以来初めての出来事となりました。 1 時間に75ミリという雨量は体験

した人の言葉では、「ワイパーはきかず、前が見えない」 「雨の音で周囲の声が聞き

取れない」 「恐怖を感じた」と言い、一瞬にしてズブ濡れとなった50万人の見物客は

パニック状態に陥り、ＪＲも高速もストップしたため遠来の観光客は足止めとなり、

公共施設やホテルなどに避難したまま、一夜を明かすといった全く予想さえしなかっ

た花火大会になってしまいました。 「まさか諏訪に、それも花火大会にゲリラ豪雨が

来るとは思わなかった」という山田諏訪市長の言葉が本当のところかもしれませんが、

それでも「対応はスピーデイーで素晴らしかった」と答える観光客のテレビインタ

ビューや、「地域の方には自宅トイレを貸していただいたり、食卓の食べ物を分けて

いただくなど、こんなに親切にされたのは初めてです」という声を聞いて、近隣住民

としては他人事ではなく、うれしさと安心感を覚えました。今年の夏は猛暑列島日本

そのもので四国四万十市が国内史上最高の41度を記録したかと思えば、山口県萩市で
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は半日で 7 月 1 箇月分の雨量を記録し、秋田県大館市では 1 時間に 120 ミリのゲリラ

豪雨で、いずれも生々しい土砂災害が連日報じられた一方で、太平洋側では全く雨が

降らず深刻な水不足の地方があるなど、異常気象がもたらす災害は日本、同じでも全

く違う対応を迫られた災害大国日本の大変な夏でした。思い起こせば平成18年 7 月18

日19日に辰野町を襲った豪雨災害は、死者 4 名、負傷者 3 名、住宅の全半壊 8 棟、床

上及び床下浸水 212 棟、徳本水では国道 153 が崩落するという大災害が発生してから、

早や 7 年が過ぎました。近年の豪雨は局所的かつピンポイントに、しかも急激に襲っ

てきます。その意味では 7 年前よりそのリスクは更に高まり、年々予断を許さない気

象条件になってきたように私は感じます。そこで、まずお尋ねいたします。 18年災害

の教訓は現状においてどのように生かされているかをお尋ねしたいと思います。

○町　長

　それでは質問順位 4 番の宇治徳庚議員の質問にお答えをさせていただきます。 18年

災害教訓ということでございますけれども、本当にあんなことはめったに起こらない。

辰野でも38災に続いての大きな事故だったろうとこんなふうに思います。直接死亡者

2 名、間接死亡者 2 名、合計 4 名と尊い命を失わせてしまいました。この件に関しま

してまずハード面におきましては、 153 号線の徳本バイパス、これ直線になりました

があれは災害復旧でなくて現道のＳカーブの所がえぐられましたので、それは災害で

普及させてあります。まっすぐしたのはまた別の事業で当初からお願いしているんで

すが、ちょっとおもしろい知事さんがいまして、止めちゃいました。お辞めになった

んでまたまっすぐにさせていただいたとこういうことでございます。その徳本バイパ

スの徳本バイパスと言いますか、Ｓカーブの方の復旧ができましたし、赤羽で崩れま

した中山地区、あるいはまた宮木草堀、楡沢とあそこに続くものを今現在計画中であ

りますが、沢底の穴山も新たに堰堤を合計 3 基入れることになってますが、その内 1

基が完成、そしてもう 1 基が今着工中というところでございます。また小野下雨沢や

中村地区の砂防の堰堤も構築ができあがりました。同時に林務関係におきましても治

山の激甚災害の対策特別緊急事業、谷止め溝だとか、あるいはまた、床固め、こう

等々を県施工で20箇所ぐらい行ってまいりましたし、これ全部復旧の件を今話してい

るわけでありますが、更にまた農地関係におきましても各所、辰野竜東地区や竜西な

ど事業採択を受けまして今実施されました。またこれ新たに防災行政無線の子局の増

設ということで 1 局造らせていただいておりますし、こんなようなことで災害起こっ
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た所をまず復旧させて弱かった所を一番辰野で強い所にすると、こういう意気込みで

できましたし、また上平出の中央道のこちらから行くと向こう側、潜り抜けた向こう

の大きな土石流があった所では東京朝日会の皆さん方が来ていただいて植樹を赤羽の

中山に続いて 2 箇所目を東小学校の生徒とともにできあがらせたり、ということでや

はりしっかりした木を植える。同時にその木も横に張るような根では駄目で直根と言

いましてまっすぐ下へ伸びるものができないと駄目だということで、沢底の山寺教授

のお力と見解と保育ブロックを借りてそれで植えさせていただいたと、こんなことも

反省点の中では新たな所の災害を起こさないように手を打っているところであります。

また土石流の警戒地域は 145 箇所、特別警戒合わせまして 272 箇所を今指定させてい

ただいておりますし、急傾斜地の崩壊が心配される所にあたりましては警戒区域及び

特別警戒合わせて 465 箇所指定し、住民の皆さん方にお知らせし同時にできる所から

また危険度の高い所から着工して安全なものにしていくとこういうことで現在ござい

ます。防災ハザードマップにつきましても作成して、そしてまた住民の皆さん方に配

布をいたしてあります。また携帯電話やパソコンの所に入っていく緊急メールという

ものを皆さん方ももう登録してあると思いますが、配信サービスをまた新たに行いま

した。また、危険度判定に対しますこの即座にその退避所その他判定してもらわな

きゃなりませんので、業者の方と皆さん方にお願いして災害時の相互応援協定の締結

等も結んでありますし、また判定していただく応急危険度判定等の協定もさせていた

だいております。また、自主防災組織も合計辰野町は合計 8 地区できたところであり

ますが、防災備品等の問題やいろんなこともその中で頭で話し合いされまして、統括

して町の方も備品を備えているとこんなようなことでありまして、どのように反省を

生かしているかということでありますが、類似のような所を起こさせないような手立

てをやり、また万が一起こっても避難所も設置、同時に早く住民に知らせる。こんな

ことを今、着実に行ったところであります。課長の方から何かあればお答えします。

○総務課長

　自主防災組織の結成の関係でございますけれど、今町長申し上げたように 8 地区が

災害後に結成されております。これをもちまして全て17区において結成をみていると

ころであります。それから社協を中心にですね取り組みをしていただいております

｢支えあいマップ」等の作成もですね順調に各区を中心に作成をしていただいている

というようなところでございます。以上です。
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○宇治（ 1 番）

　おりしもこの 8 月30日から気象庁は 50年に 1 度大雨、暴風、高潮、大雪、波浪、暴

風雨など重大災害が発生する恐れが高まった場合に発表する「特別警報」の運用を開

始しました。直ちに「命を守る行動を促す」というものです。気象庁によるとこの規

模の重大災害は年に全国で 1 ～ 2 箇所くらい起こり得るとしており、 18年災害はこの

特別警報に該当するレベルのものだったと長野地方気象台は言っております。国交省

は豪雨をリアルタイムに把握するⅩ－ＲＩＮ ( エックスレイン ) 即ち「雨量観測シス

テム」を思い切って充実させるとのことですが、その狙いはシステムの精度向上で事

前予知が可能となり、ひいては早期避難行動を促すことができれば都市機能のマヒや

人的被害も少なくできるというものです。災害のスペシャリスト山村武彦氏は地震、

津波、集中豪雨、土砂災害への日頃の心構えとして次の 3 点を挙げています。 1 つは

情報は待たずに取りに行くこと。 2 つは遠くの避難所より近くの 2 階。 3 つ目は念の

ため明るいうちに自主避難すること。即ち、有事の際は避難することの重要性を強調

しております。続いてお尋ねいたします。現在、町内の避難所は何箇所という理解で

よろしいでしょうか。その設置にあたっての基準や考え方がありましたらお聞かせい

ただきます。

○町　長

　次の質問でありますが、現在避難所ということでありますけれども大きく避難所と

して町の方で抑えていますのは15箇所現在あるとこであります。また細分化して各区

その他ございますので全体的には 1 万約 2,000 人を収容できる82箇所ぐらいが現在避

難所としてあります。課長の方から細かくお答えいたします。

○総務課長

　避難所につきましては、小中学校、高校、野球場を中心としまして先ほど町長申さ

れたとおり14箇所とそれから福祉避難所ということで老人福祉センター 1 箇所合わせ

て15箇所となっております。それから一時避難所の関係でございますけれど、伊那富、

辰野地区、で40箇所。竜東地区で18箇所、小野川島地区で24箇所の82箇所となってお

ります。以上です。

○宇治（ 1 番）

　その設置にあたってのですね、基準ていうか考え方があればお聞きしいたいんです

が。
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○総務課長

　先ほどの避難所でございますけれど、規模的なものは特に把握してございませんで、

小学校中学校等のグランドが使える、あるいは体育館があって避難できるっていうそ

ういう所を中心に避難所としております。それから各地区の公民館、あるいは介護予

防センター等につきましては炊事の施設、あるいはトイレ等がありますので、そちら

の方を優先にですね人数的なものにつきましては図面の方からこのぐらいの人は避難

できるっていうようなそんな関係で指定をしておりましてですね、この人数につきま

しても適正かどうかっていう部分を一人あたりの必要な面積等もございますので、そ

ちらに合わせながら今後、社協に委託をしながらその適正な人数の把握をしてまいり

たいとこんなふうに思っています。

○宇治（ 1 番）

　毎年行なわれる町の主会場での総合防災訓練はさすがに年々充実の度を増しており

ますが、そうでない各区各所での訓練というのは、避難・誘導を主目的としたもので

すので、避難所の実際的なあり方が年々重要になってきているのではないかというよ

うにも思うわけであります。今までの感覚では、避難所があるということで一定の安

心感がありましたが、近年のような局所ゲリラ豪雨を見るにつけて、避難所へ向かう

途中で洪水に流されるといった事例も報じられますと、避難所の距離とその場の状況

判断が生死を分けるということになります。人ごとではないなというふうにも思うわ

けであります。有事の際、避難所が近くにあるか、そしてその避難所が有事にどの位

耐えうる良好なものかは地域住民にとってとても重要な案件ではないかと考えます。

最新版の「辰野町地域防災計画」によると避難収容活動計画の一環として「町は避難

者のための避難所を開設し、良好な避難生活を確保する」と明記されておりますが、

有事を想定した準備の実態は、その地域によって多種多様ではないかと思います。そ

こでお尋ねいたします。町内各避難所の収容人員及び備えるべき備品類の標準化とい

うのはどの程度実施されているかということをお尋ねいたします。

○町　長

　先ほど申し上げました避難所でありますが、特に一時避難所はまず、一時避難所へ

近くにあればそちらの方へ入っていただくわけでありますが、そのことに対しまして

の収容人員の見直し等も今、これからはかかっていきたいと思いますし、また避難所

にデータベース化してそれを作成して、更にまた備蓄物、物資のリストも作成して、
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全体的にまたその場所へもまた全体的にも把握できるようにしていくと、こういうふ

うなことで今進めておるところであります。なおまた長野県の自主防災アドバイザー

とか、あるいは防災研究会の指導等をいただきながら最低限の備品は備えていくとい

うことで頑張っているところであります。あと課長の方からお答え申し上げます。

○総務課長

　こちらの方の避難所のデータベース化につきましては先ほど申し上げましたように

社会福祉協議会に今年度委託事業として現在行ってるところでありまして、こちらの

方には先ほど言いました避難所の収容人数のほかにですね各避難所で備蓄をしており

ます物資等のチェックリスト等も作成をいたしまして、こちらの数を確認をしている

ようなそういう状況であります。項目的にはかなりありましてですね、機械類ではス

コップだとかあるいはジョレンだとか、バケツがいくつあるか、それから発電機、投

光機、毛布等も調べておりましてですね、いろんな備蓄食料も各避難所にあるかどう

かっていうそんな部分も含めて調査をしているところであります。

○宇治（ 1 番）

　避難所 1 人当りの適正スペースや 1 人当りの備えるべき備品類は何がどのくらい必

要か、それを最低幾日とするか、など避難所を有する地元としても準備すべき最低限

のものがあると考えます。実態はかなりお寒い状況にありますので、是非早いところ

今お話いただいた調査と標準化を進めていただき、それに地元が呼応する形が望まし

いんではないかというふうにも考えるわけです。一方で、住民サイドの避難要件にも

大きな課題があります。 8 月22日の『たつの新聞』によりますと、災害時住民支え合

いマップは、作成率 97％を超えたとありますが、大変結構なこととはいえ作成するこ

とは第一歩であり究極の狙いはそれをいかに実践に活用できるかということでありま

す。 1 年の間にはその地域にとって色々な変動が発生しているからです。転入転出  

はもとより、亡くなった人、妊娠する人など様々な要件を把握してマップとしての機

能をクリアしていることは重要なことですが、それを定期的に維持することは大変な

ことでもあります。続いてお尋ねいたします。支え合いマップの運用と見直しは、課

題や悩みが多いと聞きます。有効に機能する良い方策はないものかと、地域でも悩ん

でいるわけですけれども、何かそういった方策があればお聞きしたいと思います。

○町　長

　支えあいマップは今、社協の方へお願いをいたしておりますけれども、問題は現在
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の作成率は各区で 97.7％ですからほとんどでき上がってると言ってもいいわけであり

ます。今年の 9 月 3 日現在の話でございますが、ただ個人情報保護というのが足かせ

と言いますか前に塞がっておりまして、本人の同意がないとマップに搭載ができない

という弱点、搭載マップとしては弱点になることであります。また全てを把握すると

いうことは非常にこれは困難なことであり、同時にまた入退院を繰り返しているとか

いう方もありますので、毎年毎年変わってくると。その度、マークしてそれを最新の

ものにしなきゃいけないということで大変な作業でありますが、一度作ればずっとい

いものならいいんですが、しょっちゅう見直しをしていかなきゃならないということ

で、各区との、また協力とそしてまた社協の皆さん方の力と町も協力しあってこれを

できるだけ完璧にして、徐々にまた常に入れ代えを考えるようにしながらということ

であります。今、町長訪問を91歳以上させていただいておりますけれども、去年、一

昨年とご都合で、あるいは入院というような形で遠慮される方がありましたり「当然

この家もう、また入院かな」と思って行ってみると元気になっているとかですね。そ

の逆にあれだけ元気だったのにまたちょっと施設に入られたとか、そういうことで

しょっちゅう入れ代わりが特にお年寄りの皆さんはありますので、そのへんが一番

マップとして必要なところでありますから、それを完璧なものにするのは大変ですが

頑張っていただきたいと、こんなふうに思っております。また、住民情報が常に変化

してますので、この若い皆さんにしても働き手の皆さんに対しましても、とにかく最

新情報を入れていかなきゃなりませんけれども、特に隣組との付き合いが希薄な所等

は非常に難しいことがあります。いろんな形の中から目的は目的だからお話ください

というようなことで、お願いして情報取っているわけでありますけれども、また住民

の皆さんにも呼びかけていかなきゃならないとこんなふうなことであります。ほか、

課長の方からもお答えいたします。保健福祉課長お願いします。

○保健福祉課長

　今、町長が答弁したとおりでございますけれども、若干補足をさせていただきます

けれども、やはりですね要援護者のですね情報が入りづらいっていうことを社協の職

員の方からいただいております。私ども保健福祉課の方もですね高齢者の方のですね

施設入所等々につきましてはですね、なかなかお教えできないっていうのが現状でご

ざいまして、それについてはですね今後ですね少し対応と言いますか他の市町村の動

向を見ながらですね検討をしてまいりたいと思っております。それからまだ住民の皆

50



さん方にとってですね、この支え合いマップがですねどのように活用されるんだ、あ

るいはどういう形で利用するんだっていうことが、まだまだ浸透してない状況でござ

いますので、それについてはですね今後ですね区長さんを通じるなりしながらですね

理解を深めていくようなですね取り組みをしていきたいというふうに考えています。

○総務課長

　防災訓練でありますけれど、後、数地区を残してですね持ち回りの訓練、終了しま

すので、今後の訓練といたしまして避難所の開設訓練だとか、町の防災訓練の日に合

わせてですね各地区の備品だとか、あるいは避難所の運営訓練だとかっていうような

訓練をですね目的とした防災訓練もしていかなければならないっていうふうに考えて

おりますので、今後そのような訓練を導入していきたいとこんなふうに思ってます。

○宇治（ 1 番）

　今のお話があるようにどこの地域でも一人暮らしの老人世帯が増えている中で、更

に人口も減っていますのでマップの中で起きていることは、若い世帯がいく軒もの世

帯の支援をせざるを得ない状況になっています。それが毎年変わる地区の役員任せに

なっていますと、なかなかマップのメンテまで手が回っていないっていうのが実情で

す。加えて、今町長が言われたような個人情報の問題、プライバシーの保護だという

ふうなことを言われますと役員が二の足を踏むのも無理からぬ話です。それでも町と

して 100 ％近くまで作成された支え合いマップが、更に有効に機能する方策を考える

時期にあると思います。そこで私の提案ですが 9 月 1 日の防災の日にかけて 9 月を

「支えあいマップ見直し月間」として、毎年全町一斉にマップを見直し改定するとい

うような考えはいかが、というふうに思いますが、この点いかがでしょうか。

○総務課長

　大変、良い提案をいただきましたのでそのような形でですね、マップの見直し、あ

るいは避難所備品のね、先ほど言いましたけれど備品のチェックだとかそんなような

ことに統一的にですね、できればというふうに思いますので、検討させていただきた

いと思います。

○宇治（ 1 番）

　ぜひ、よろしくお願いいたします。次に 2 点目のですね公園等の遊具管理の現状と

課題についてお尋ねいたします。飯田市では市内の公園の遊具などを計画的に補修す

る「公園施設長寿命化計画」をまとめ、老朽化が進む前に修繕して安全に使える期間
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を延ばし、計画的に管理することで、遊具などの更新費用を今後60年間で 1 億円減ら

すというものです。このように所管がハッキリしている場合はそれなりの対応も可能

ですが、実は管理があいまいになっている町内各地区の遊具が結構あるのではないか

というふうに推測いたします。先月、私の地元の公民館庭に設置されているブランコ、

滑り台、鉄棒の遊具を塗装するという話の中で設置当時を知る人から「塗装もさるこ

とながら、この遊具は設置から40年近く経っている」と。 「地中の鉄柱はサビて劣化

していると思う」と。 「ぜひ一緒に確認したほうがよい。何か起きたら責任問題にな

るよ」いうふうに言われて、さっそく鉄柱の回りを掘って確認したところ、基礎はコ

ンクリートで固っていますが、まさに指摘されたとおりの状況だったそうであります。

極端に劣化している所はもう半分ぐらいサビで穴が開いていると。いつ倒れてもおか

しくないというような支柱もあるということでございました。そこで、地中約 20セン

チメートルの間をブリキで巻いたところへコンクリートを流し込んで、10本の鉄柱を

それぞれ一旦地元で補強したという話を聞きました。このことからですね、町内各地

区にある公民館や公園に設置されている遊具はどのようになっているのかが気になる

ところで、区長の認識も「そこまで目が届いていない」というふうに申しておりまし

た。そこでまずお尋ねいたします。町内の公民館や公園等に設置されている遊具は、

設置数、管理者の所管、内容等どのような実態にあるかをお尋ねいたします。

○町　長

　公園は先ほどの都市計画法の公園もございますし、自主的に地域で造っているもの

もあるわけでありますが、大体面積で大きく分けておりましてまずは街区公園、街の

区って書きまして昔は児童公園って言ったんですが、これ 0.25ヘクタール標準ぐらい

で大体 250 メートル、範囲、半径 250 メートルぐらいの皆さん方が利用できるもの。

それから地区公園というのが 4 ヘクタール前後でありまして、これが約 1 キロメート

ル以内ぐらいの住民が使えるようになっているもの。もう 1 つは都市公園とも言いま

すけれどもこれは運動公園でありまして、町全体の皆さん方が車等で来て使えるもの

と、こんなふうに分かれます。その中で都市公園、辰野町の都市公園数はとにかくそ

ういったもの入れますと13公園ありまして、建設水道課が主管しているのが12、その

うち10公園は指定管理者として各区へ一部管理、通常の草刈り等をお願いしています。

もちろん予算は付けて出しております。もう一つは私の家のすぐ近くなんですけれど

も一つの公園として宮神社の中で管理してもらっている三輪神社の境内が公園に指定
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されております。そんなことでありまして、また地区公園に関しましては今度は11公

園ありまして、これ言うと時間かかりますが小野では春宮の遊園地、アトム公園等々

あるわけでありますし、春宮公園もあります。ほかもずーっと大石平までたくさんあ

るわけでありますが、11あるわけでありますがこれはまちづくり政策課で管理、所管

しています。また公民館や集会所、神社、境内ほかのですね地区のグランド等の管理

施設は平成10年調べによりますと26箇所、そのうち 82基の遊具が設置してあるとこう

いうことであります。お聞きの点はこんな中で要するに管理があちらこちらになって

いるということもありはしないかと。お互いに責任の所在が分からないまま交代した

役員等が知らないでということもあるんではないかと。要はその遊具によっての子ど

もさん方の事故を防ぐ問題。あるいはまた老朽化していれば、それがいつかは大きな

事故を起こす可能性も付いてると、こんな質問であろうかと思います。課長の方から

合わせてお答えをいたします。

○建設水道課長

　それでは建設水道課が所管しております都市公園についての公園内の遊具の数につ

いてご説明させていただきます。先ほど町長の方からありましたように13公園ござい

ます。辰野公園は 6 の遊具、中央公園は10基、堂村公園は11基、宮所公園は 9 基、羽

場崎公園は 8 基、南原公園は 3 基、下辰野公園は 1 基、高畑公園は 1 基、昭和公園は

1 基、上原公園は 5 基、辰野ほたる童謡公園は 6 基、荒神山スポーツ公園は 5 基、三

輪公園は 1 基でございます。計67基の遊具がございます。指定管理につきましては先

ほど申し上げましたので省略させていただきます。この遊具の関係でございますが、

大型遊具、複合遊具、ブランコ等、すべり台、シーソー、ターザンロープ、ジャング

ルジム、回転遊具、ロッキング遊具、砂場、鉄棒等々でございます。以上でございま

す。

○まちづくり政策課長

　それではまちづくり政策課が所管しております地区公園、地区公園につきましては

昔は県や町が団地造成時等に設置した公園でありまして今まちづくりで管理しており

ます。こちらにつきましては現在 4 つの区にお願いしまして遊具の管理も行ってきて

おります。遊具についてはすべり台が 5 基、ブランコが 6 基、シーソーが 4 基、ター

ザンロープが 1 基、ジャングルジムが 2 基、その他 1 基がございまして全部で19基設

置してあります。それで議員ご指摘の公民館や集会所、また神社境内や地区のグラン
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ド等の地区管理の施設でありますが、大変調査が古くなってしまって申し訳ないんで

すが、辰野町では平成10年に遊具等の調査を行っております。その時に把握しました

ものにつきましては 26箇所で82基の遊具があります。もちろん、すべり台とかブラン

コだとか鉄棒を確認をしているわけであります。以上であります。こちらの公民館や

集会所については地元の区だとか団体の管理、点検がされていると思っております。

以上であります。

○宇治（ 1 番）

　地区の管理がですね、実際、町の手の上に乗っているものは多少心配ないんですけ

れども、各地区に任されている、しかし地区はそう思っていないというそういう部分

が非常に心配になるわけであります。今、まちづくり課長の言われたように実は15年

前に当時マスコミが公園等の遊具管理の不備を指摘し社会問題になったことで、町と

して「公園管理調査票」を各区に配布して実態把握をされています。小野区の保存文

書を見ますと、当時小野区内には 13箇所設置されておりましたが、現在は 10箇所です

から、 15年の間に何らかの方法で撤去処分されたということではないかと思います。

次の質問は先ほど今、お話をいただきましたので、もし補足があればお聞きしたいん

ですが、平成10年の調査ではどのような具体的な対応がなされたかということがお分

かりでしたらお聞きしますけれども、特になければ次へ進みます。

○町　長

　平成10年の時の事故が日本中で結構起こりまして問題になったということがありま

した。辰野も調べまして、特にあの時は箱ブランコですね、箱型ゆりかごブランコっ

て言うんですか、 4 本の足、最低 4 本の足があってこう動く、これに対しては事故が

続出ということで非常に死亡事故まで起こるというようなことがありました。したが

いまして南原の都市公園ですね、の箱ブランコを撤去、また地区公園内におきまして

は町で管理している公園の箱ブランコ 5 基等々も撤去して、そして各区へもお願いし

て撤去してもらった経緯があるわけであります。ほか課長の方からお答えいたします。

○まちづくり政策課長

　平成の10年の調査では各区に調査票、また遊具ごとにチェックリストをご用意いた

しまして調査を行っていただいております。各遊具のサビ、ひび割れなどの外観の状

況だとか、グラつきなどの基礎の状況。またネジ、ビス類の部品の状況等を調査し、

不具合のある遊具について点検を全て依頼しまして、もし危険なものがあれば撤去を
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依頼し、また修繕が必要なものについては修繕をしてくださいというような形でもっ

て呼びかけを行っております。以上であります。

○宇治（ 1 番）

　各地区内にある遊具は、当時町が設置したものと聞いてます。もとより学校や保育

園は行政が定期的に点検チェックされていることは承知していますが、地区の遊具は

地元で定期点検はしていない以上、誰も日常管理はしていないのではないかというふ

うにも思われます。それだけに万一事故が発生した時はどうなるのかという点が心配

になるわけであります。そこでお尋ねいたします。万一事故が発生した場合の責任は、

どこが負うことになるのか町の見解をお尋ねいたします。

○町　長

　事故がもし発生してしまうことに対しまして、しまったと仮定しましての責任所在

でありますが、これは町が所有、所管している施設につきましては辰野町が責任を負

い、同時にまた辰野町が加入している保険、全国町村会の総合賠償保障保険にてこの

賠償をしていきたいというふうに思います。しかしあくまでこれは施設の瑕疵、失敗、

欠陥があった時に限るわけでありまして、もちろん同時に町の過失によるものである

と。それが原因であるということが証明された場合にその保険等が適用し町の責任と

いうふうになってまいります。区や地元団体の所有、保管するものにつきましてはこ

の保険の対象となりませんのでご注意願いたいとこんなことを担当課から呼びかけて

いるところであります。ほか課長の方からお答えいたします。

○まちづくり政策課長

　辰野町が所有所管している施設については町長が申しました保険にて対応できるん

ですが、区や地元団体等の所有、管理する施設につきまして平成10年に調査でどこが

建てたのか、どこが所管しているかっていう調査を依頼を同時にしてあります。神社

の横だとか、グランドの横だとか、地元のグランドの横ですね、あと公民館の横なん

かにありますものにつきましては区でもって所管していますよ、っていうような回答

もいただいておりまして、そこらへんについては町の過失というものが認められない

のでまずこの保険の採用は無理かなと思っております。じゃあどうしたらいいかとい

うことで、私もメーカーの方に確認してみました。メーカーの方の確認によりますと

やっぱ過失につきましてはその施設を造ったもの。また今の新しい施設ですとメー

カーの責任も問えると、なおかつ利用者ですね利用者がその許容範囲以外の遊具の使
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用によって発生したもの、そういったものに分けられるということでメーカーの責任

があるものについては現在のものはあるが、古いものについてはほとんどもう適用が

されていないそうです。また、利用者の何て言いますか、目的外の利用だとかそう

いったものにより発生したものについてはやっぱり利用者にも責任が生じるというこ

とで、そういう内容の回答をいただいてます。なので、また保険等についてはまた今

後もちょっと検討していかなきゃいけないかなと思ってますけれども、現在ではその

ようなところでありますので、よろしくお願いいたします。

○宇治（ 1 番）

　設置当時は子どもも多くて、住民ニーズと相まってですで必要な遊具として重宝が

られたというふうに思いますので、町が設置したと思いますけれども時代も移って何

事も事故責任が問われる今日、万一事故があった場合は所在する地区の責任だとすれ

ば、この際はっきりとですねと明文化する必要があると考えます。そこで改めて調査

の上、町と地元のコンセンサスを取るべき事案ではないかというふうにも考えますの

で、お尋ねをいたします。再度各区内の遊具の実態と要望について調査するお考えは

ありませんか。

○町　長

　ご指摘でございますので、ここで至急各区と地区公園の遊具等につきまして実際的

にどのように管理していくのかということを点検し、また責任の所在をもう一度明ら

かにしていきたいと、こんなふうに考えてるところであります。

○まちづくり政策課長

　町長申したとおりにここで調査の方は計画していきたいと思ってます。また、児童

健全育成推進団体という所から遊び場安全ガイド、この中で日常の安全点検表ってい

うのがございましてその遊具が今どのような状況にあるのかを毎年ですね、年に最低

でも 1 回チェックするようなチェックリスト等もございますので、そういったものも

区の方にお示しして、点検を行っていきたいと思ってます。また、平成20年の 8 月に

は国土交通省から都市公園等における遊具の安全確保に関する指針というものも出て

いますので、そこらへんをお示ししながら各区にお願いして常に先ほどの保険を使う

よりもまずは日常管理の方が第一ですので、そちらの方を徹底して行うように、区の

方と相談をしていきたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。以上でありま

す。
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○宇治（ 1 番）

　どこの地区にある遊具もですね当時のやり方で工法が同じやり方で設置したとする

と、地中の鉄柱のサビについてはかなり進行しているということで、時間とともに腐

食が進んで倒れる心配もなきにしもあらずであります。したがって、その対応策も含

めて早期に実態調査をしていただき地元によっては以後の維持管理はできないので、

撤去したいという申し出もあるんじゃないかという、こういう気もするわけでありま

す。そこで最後にお尋ねいたします。撤去を希望した場合、町が撤去していただける

ものなのかどうかということでございます。

○町　長

　今の基準で申し上げます。都市公園の遊具撤去につきましては地元区と相談して、

なお危険、あるいは不可能というような場合には町が撤去をさせていただきたいと思

います。区が設置してまた管理する遊具施設の施設整備のうち、新設増設改修につい

ては町の補助があるものもありますので、利用をいただきたいと。撤去につきまして

はこれも相談に乗りますので、まちづくり政策課の方へご相談をしてください。こう

いう基準であります。

○宇治（ 1 番）

　ぜひ、そのような対応でお願いできればありがたいと思います。先ごろ倒れた町天

然記念物の天竜界のケヤキの例ではありませんが、樹木も構造物も時間とともに老朽

化して、形あるものは必ず壊れます。何か起きてから「寿命でした、老朽化です」と

言っても公共物はそれでは済まされません。飯田市の例にもありますように、老朽化

がさらに進む前に行政主導で早期に方向付けいただくことをお願いして私の質問を終

わりといたします。  

○議　長

　進行いたします。質問順位 5 番、議席12番、宮下敏夫議員。

【質問順位 5 番　議席12番　宮下　敏夫　議員】　

○宮下（12番）

　それでは、あらかじめ通告してあります項目に沿って質問していきます。まず初め

に職員の人事評価制度及びメンタルヘルスの取り組みについてであります。私は平成

23年12月定例議会において職員の人材育成と人事評価について質問しました。町は第

四次辰野町総合計画に基づき辰野町人材育成基本方針が示され、どのような人材を求
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め、どう育てていくかを明確にし、職員が目指すべき方向性を示し、組織の活性化と

職員の意識改革を図ることを示され、平成20年度から23年度に掛けコンサルタントの

指導を受け条件整備が整い次第、 24年度より実施、 24年度の評価結果を25年度に反映

させるとの回答でありました。そこで質問します。この期間、人材育成の各種研修・

教育を踏まえて、現在行われている人事評価制度の実施状況及び評価に基づく処遇へ

の反映についてお伺いします。

○町　長

　それでは質問順位第 5 番の宮下敏夫議員の質問にお答えをいたします。人事評価制

度ということで、またメンタルヘルスということで今、取り組んでいる最中でござい

ましてご指摘のとおりだと思います。細かくは課長の方から申し上げますが、どのよ

うにこれを生かしているかということでありますが、25年度では今年度、管理職の平

成24年度の評価結果を 6 月の勤勉手当に生かしておりますし、また 1 月昇給に反映さ

せるつもりでおります。またランクの区分ではＳ、Ａ、Ｂ、Ｃとなっておりますが、

この 4 ランクであります。 24年度の管理職の評価は全員Ｂランクであったということ

でＢランクであれば手当て昇給に変化なしと、こんな状況に現在はなっているとこで

あります。詳しく課長の方からお答えいたします。

○総務課長

　人材育成の関係につきましては平成20年度から取り組みを行ってきておりまして、

20年の 7 月に人事評価制度の研修等を実施しております。それから10月には町の人材

育成基本方針の改正をいたしまして、設置部会を設けまして計10回にわたる検討をし

てきております。 21年度から人事評価制度の構築支援業務の委託を日本経営協会へ委

託をしてまいってきております。 22、 23年度と施行を行っております。これは保育士

も含めた一般行政職であります。 24年度の管理職、課長、課長補佐への導入を図り結

果につきましては、先ほど町長申し上げたように25年度に評価するように導入を図っ

ているところであります。以上です。

○宮下（12番）

　それでは、次に病院職員また今、保育士等ありましたけれども、係長一般職の人事

評価制度の導入についてですがこれも前回質問した時には時間をかけてこの課長、課

長補佐に続いて実施していくということですが、これも計画どおり進めているのか、

また病院職員はどうするのか、その点についてお伺いします。

58



○町　長

　病院におきましても、医師は除きますけれどもほかの職員に対しての導入計画は

持っております。また、保育士に対しましても導入計画を持っています。 11月研修会、

また評価シート作成は26年度で施行をするということであります。事務長の方からお

答えいただきます。

○辰野病院事務長

　病院職員の人事評価制度でありますけれども、先ほど町長の答えましたとおり、医

師の方はちょっと除いてあります。また病院の事務職につきましても役場職員という

ことで既にやっておりますので、医師と一般事務職員を除いた看護師、技師、あと栄

養科の職員とかそういう職員につきまして実施するということで現在、人事評価の設

計部会の病院分科会っていうものを設置しまして、コンサルに入っていただく。これ

は総務課の方で主にやっていただいているんですが、病院の職員の中で分科会を作り

ましてその中で評価シートの検討ということで、現在の職員がどのような状況になっ

ているのか、またそれに基づきましてどのような着眼点で評価シートを作っていくの

かそういうものを現在検討しているところでございます。したがいましてそれをこの

25年度に全てまとめまして病院の職員の評価シートっていうのを作成しまして、26年

度、来年度から施行するっていう段階になっております。以上です。

○総務課長

　病院の職員につきましては、今申し上げたとおりでありまして、係長の評価結果に

つきましてはですね 25年度評価をしたものを26年度に反映してく。それから一般職に

つきましては26年度評価、結果を27年度に反映していくという計画で進めております。

○宮下（12番）

　「町は今後も行政改革が進められる中で、人事評価制度は頑張った者が適正な評価

を受け、その結果が処遇に反映さるべき」との声も聞かれる一方、 「単に有能な人物

とそうでない人物の峻別に使われる恐れがあり、職場内の人間関係が薄れ活性化され

ず薄暗い職場風土になる」と懸念する声もあります。しかし、今後の行政改革を進め

なければならない中で、行政は住民に対し一層のサービスを提供することのできる職

員育成のためにも、職員が納得できる人事評価制度を更に充実させ早期に進めるべき

であることを指摘し、この質問は終わります。

　次にメンタルヘルスケアについて質問します。近年、心の病にかかるサラリーマン、
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教職員が増えているとの新聞報道があります。原因は仕事のストレスが大半とのこと

です。当町でも行政改革等により職員が削減され、更に国、県の施策変動の激しい中

で、仕事のストレスが原因での心の病を持ちながら職務についている職員、または既

に休職せざるを得ない職員もいると聞いております。こうした職員に対し早期の対応

は必要と考えます。お尋ねします。町はメンタルヘルスケアの考え方と体制づくりを

どのように考えているか、また現在把握している人数についてお伺いします。

○総務課長

　職員のメンタルヘルスケアのことでありますけれど、本年度から職員心の相談窓口

というカウンセリングを業者に委託をいたしまして実施しているところであります。

カウンセリングの受付時間につきましては、 9 時から22時まで年中無休でやっていた

だいております。ウェブの関係につきましては 24時間年中無休でいただいております。

面談につきましては、月曜日から金曜日の 9 時から 21時まで、土曜日は 9 時から16時

というような形の中でやっていただいております。こちらには本人、それから配偶者

及び被扶養者が相談できるような形で委託をさせていただいております。現在の休職

中の職員につきましては 3 名が休職をしております。以上です。

○宮下（12番）

　 3 名が休職しているようですけれども、今、お聞きしたように直接委託している人

に相談とかそういうことは、それは本人からは全く町の方へはないと思うんですけれ

ども、そこらへんの内容とかそういうことはある程度把握しておりますか。

○総務課長

　業者への問い合わせの内容ですか。

○宮下 (12 番）

　はい。

○総務課長

　特にそこは個人の関係でありますので、件数だけ報告いただいてですね内容等は一

切報告いただいておりません。

○宮下（12番）

　やっぱり相談するということはいろいろの悩みがあって相談していると思いますの

で、それをある程度、行政の方もどういうことで悩んでいるかということを誰がでな

くて、それは把握して改善していかなければ、なかなかこういう病気はなかなか治ら
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ないと思うし、本人もそれについてただ相談しっぱなしで町の方は目を向けてくれな

いということが大きいと思いますので、ぜひその点はこれから相談内容、あるいは改

善できるものは町もそれに応えていくという姿勢が必要かと思います。この厳しい中

でこの町を希望してきた若い人ばかとは限らないと思いますけれども、人たちが途中

で挫折して、しっかり一人ひとりが能力を発揮できるこの職場環境づくりは非常に大

切だと思いますので、これからそこらへんまで気配りをした対応をすべきと思います

ので、よろしくお願いします。

○総務課長

　プライバシーに厳守されますので、そのへんを守りながらですね、先ほどの職員 3

名につきましてはまだ 6 月の段階でございますので今年度末をもちましてですねどん

な内容であったかというようなところもお聞きできればそんなふうにさせていただき

たいと思います。以上です。

○宮下（12番）

　それでは大切な人材ですのでぜひ、働きやすい役場内の環境づくりに町も全力挙げ

て取り組んでいただきたいと思います。

　 2 つ目として健康寿命延伸及び医療費抑制への取り組みについてであります。この

健康寿命延伸というのは平均寿命と違いまして公的介護なしで日常生活が自立してい

る期間ということで、なるべくこの平均寿命に健康寿命が近づけるような取り組みを

すべきということであります。 9 月は健康増進普及月間であり、各自治体はそれぞれ

の行事を推進しております。日本では平均寿命が延び生活水準も向上しております。

厚生労働省が示した 2010年時点での日本人の平均寿命は女性が 86.4歳、男性が 79.6歳、

特に長野県は女性 87.2歳、男性 80.9歳と男女ともに「日本一長寿県・長野」が裏付け

られました。しかし、人口の高齢化や社会生活の急激な変化に伴い心臓病や脳卒中、

糖尿病など生活習慣病が大幅に増えてきております。いつの時代でも、私たち全町民

は健やかでいきいきと健康で長生きしたいとの思いは共通の願いであります。そこで

質問します。健康寿命延伸への取り組みは町民が一番求めている健康づくりであり、

また医療費抑制に繋がります。この施策を町の重点施策として取り組む考えはあるか

どうか町の考えをお伺いします。

○町　長

　それでは次の 2 番目の質問でございます。平均寿命でなくて健康寿命を延ばしてい
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こうということであります。議員ご指摘のとおり健康寿命とは自分のことが自分でで

きる範囲、範疇のうちを健康寿命の中というふうに考えられます。議員のご指摘のと

おり男女ともに全国で 1 位というふうに平均寿命がなってまいりましたが、健康寿命

の方は男性は 71.17 歳、これ全国で 6 位に落ちます。女性の方は 74.00 歳、いずれも

75歳以下であります。これは何と女性であっても全国で17位というふうに落ってまい

ります。したがいまして寝たきりでなくて自分の範疇、先ほど言ったとおりの行動が

できる中でいつまでも元気に暮らしていきたいものだとこんなふうに思いますが、そ

の中で一番の死亡原因でありますけれども全国的にみまして長野県もそのとおりであ

りますが、まず第 1 番は悪性新生物というこで、がんというようなことであります。

これは長野県も同じです。 2 番目が心臓疾患、これも全国と長野県は同じ順位であり

ます。 3 番目が違うんです。 3 番目が全国では肺疾患で亡くなる方が多いというよう

なデータが出てます。長野県はなんと脳卒中ということで 3 番目が違ってきて長野県

の特徴がそこで現れておりますが、やはり塩が多いせいか、減塩の波及を、減塩とい

うことを皆さん方に普及していく必要があるだろうと、こんなふうに思います。それ

で質問に戻りまして、このようなこと事業としてあるいは政策として取り入れていく

必要ないだろうかということでありますが、ただ今も政策に入っているわけでありま

すが介護予防センターも改修新築合わせて35個をこの 4 、 5 年の間にやってきており

ます。これはもちろんコミュニティーの役目も十分果たしていただき、更にバリアフ

リーになってますのでそういった高齢者の皆さん方もお互いに寄り合って、そして話

をしたり頭を使ったり、そして必要な運動をしたり、そしてまた少しお互いに気を

使ったり、ゲームをやったりとこんなようなことの中で健康寿命を延ばしていく必要

がありますので、大きく辰野町としましては大きな政策の中に取り入れていく必要が

もちろんあるとこのように考えております。

○宮下（12番）

　今、町長からの介護予防センターの話が出ましたけれども、町は健康づくりを拠点

とした介護予防センター及び、いきいき交流センターを各地区の強い要望に応え、町

内各地域に施設を設置されました。これは町長の高齢者介護予防施策への熱意であり、

高く評価しておるところであります。各地区施設では、独自に年間計画に基づき活動

されていると聞いております。先ほど町長から言われましたがいろいろな行事をして

いるということですが、実際にこの施設が各地区介護予防センター、いきいき交流セ
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ンターの活用がされているのかどうか。活用状況とその利用率向上策についてお伺い

します。

○町　長

　私の方からは 24年度だけのデータを申し上げて後、課長の方からこの過去 4 年です

か、というような質問に応じて答えたいと思います。平成24年度では大体介護予防事

業 329 回、延べ 6,903 名が参加しております。後、引き続き課長の方からお答えしま

す。

○保健福祉課長

　それでは私の方から活用状況等についてご説明をさせていただきたいと思います。

冒頭、町長の方から話がありましたとおり平成20年度からですね各地域に介護予防セ

ンター等をですね、地域の要望に基づきまして設置をしてまいりました。これまでに

32箇所の介護予防センター、あるいはいきいき交流センターを建設してまいりまして、

建設中あるいはこれからの計画を含めますと25年度末ではですね 36箇所になろうかと

思います。これまでの利用状況でございますけれども、まず平成21年度でございます

が、 264 回の教室等ありまして延べで 5,533 人の参加。それから平成22年度では 303

回の事業に対して 6,486 人の参加でございます。 23年度は 321 回に対しまして 7,316

人の参加であります。平成24年度は先ほど町長申しましたとおり 329 回の事業に対し

て 6,903 人の参加をいただいております。また、この教室の内容と言いますか中身を

全部申し上げることはできませんけれども、保健福祉課としましてはですね保健師が

出向いて行ってですね健康教育ですとか、あるいは歯科衛生士が出向きまして口腔ケ

アの講座を開いたりですとか、また管理栄養士によります食事等々のですね指導なん

かも行ってきているところでございます。参加者数についてはですね、横ばい傾向で

あります。併せてですね参加者もですね固定化の傾向にあるということの中でですね

今後はですね地元のですね要望を聞く中、取り入れてほしいよなメニューをですね一

緒になって考えてですね、多くの方がですね参加といいますか出席いただけるような

教室も考えていきたいというふうに考えております。以上です。

○宮下（12番）

　年々、施設も増えるという理由もあると思いますけれども利用件数も増えたり、参

加者も増えているということで本当に良いことだと思います。ただ地区によっては、

今私の調査では民生委員の方が中心になってお茶会等を定期的に開いているというこ
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とで一部の人に負担がかかって大変だということも聞いておりますが、この各地区の

自発的な活動に加えて先ほど、保健福祉課長が言われたように行政が地区ごとに必要

と思われるメニューを付加し、指導し、更にそこに必要な助成金も支援するというこ

とで活動を充実すべきと考えますが町の見解をお伺いします。今まで社協等から助成

金等ももらっているということも聞いておりますが、その地区ごと特に宮木において

は 1 区、 1 施設でなくてそれぞれバラバラですので、いろいろの施設がある中で活動

していて助成金は区、 1 区と同じようなものを振り分けているというようなことも聞

いておりますので、活動している所には少しこの自発的活動によって健康を保たれる

ということであれば、本当に医療費抑制に大きく寄与されるということでそこらへん

も助成金等についても、増額する等によってこの活動が大きく広がるような考えは町

はどう考えてるのかちょっとお聞きします。

○町　長

　医療費の流れをみてまいりますと、最近のデータは少し変わってきておりまして、

国保だけで比べればいいんですけれども、ある一定の年齢から後期高齢者の方へ入る。

後期高齢者の保険を使うということで総体の数字が今出ておりませんけれども、とり

あえず国保対象者だけでみてまいりますと辰野町の場合は全国平均が28万 8,000 円に

対して長野県も 28万 9,000 円ぐらいでほとんど変わらないんですが、辰野町は 31万

7,000 円かかっております。県では高い方になります。県では17位ということであり

ます。安い方から17位ということであります。一方県内で一番安い所はこれが南牧村

で16万 7,000 円と。年齢、平均年齢にもよりますけれども国保へ加盟者の、そういう

ところであります。一方一番高い所は麻績村の38万 6,000 円であるということであり

ます。郡内では駒ヶ根も高くて29万 8,000 円。辰野のちょっと手前ぐらいです。郡内

で一番安い所は飯島の25万 5,000 円ということで、これはかかりやすい医療施設が多

い所ほど結構これ上がるものなんですね。かかりにくい所はかかるのに時間かかった

りする所は比較的安く済んでいる。これどっちがいいかっていうことになりますけれ

ども、やはりそういったことで今議員ご指摘のとおりこういった医療費も下げなけれ

ばなりませんのでそういうことになってくると本来の目的で介護予防やっていただけ

れば町が手が回らない所は自主的にやっていただく。そうかって体操その他、間違っ

た教え方したら大変なことになりますので、またマニュアルか何か作ったり保健師ほ

か指導員が行ってやったことをまねしてもらうとか、いろいろのことの中、ただ前に
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もこの間できました桜ヶ丘あたりでは民生委員の皆さん中心に茶話会やっていると。

ああいうことでもだいぶ違うんだなと思いますので、そういったことは誰の世話でも

できるわけですから、会話とか楽しみにしてくれて多分。こういうようなことにつき

まして医療費軽減のためにも少しは予算を付けていくことも一つの手かなとこんなふ

うに考えられます。また、担当課で検討はさせていただきたいとこんなふうに思うと

こであります。なお、後期高齢者入れますと、ぐーんとこれ上がりまして一番日本で

医療費の高い所は相変わらず東京都、その次が何と北海道と全然違った所へポーンと

こう飛びますけれどもどういうことか分かりませんが、いずれかかりやすい医療機関

が多い所ほど医療費は若い者から後期高齢まで全部入れますと大きなお金になってま

いります。その点の中では長野県はどっちかっていうと安い方へ入ってきます。そん

なことでいろいろ述べましたけれどもいずれにしましても、医療費を少しでも削減し

て健康寿命を延ばす、これは大事な事業であるとこんなふうに考えます。課長の方で

何かあれば。

○保健福祉課長

　各区で取り組んでいただいております事業等につきましてですね、議員ご指摘のと

おりですね 1 区あたりですね確か 7 万円ぐらいだと思いますけれども、そういった助

成金を出しておりますけれども、確かに宮木の区はですね各、何て言うんですか常会

と言いますか泉水だとか桜ヶ丘、それぞれで取り組んでいただいておりますので、少

し財政とも相談しながらですね助成金の方は検討させていただきたいと思っておりま

す。よろしくお願いします。

○宮下（12番）

　一所懸命やっている所にはそれなりきのまた助成をしていただいて町中が活動を活

発にできるような環境を作っていただきたいと思います。次に医療費抑制は健康で長

生きすること、すなわち健康寿命をいかに平均寿命に近づけるかであります。医療費

抑制策として病気の早期発見、治療、健康診断の受診は当然ですが、これらに対し該

当本人がいかにに対応できるかであります。しかし、本人今まで受診してもなかなか

本人が再診を受ける、あるいは特定検診の指導を受けるということはなかなか前に進

んでいかないということで、 25年度より国保税引き上げのときに医療費抑制への取り

組み条件として提案された 1 つとして、生活習慣病の特性の周知や特定検診実施率の

アップ、特定検診後の特定保健指導強化を指摘してきました。質問します。 25年 4 月
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人事異動での国保専任保健師配属は特定保健指導への強化と評価しますが、現状での

成果及び今後の取り組みについてお伺いします。

○町　長

　ご指摘のとおり、この国保専任の保健師配属ということで住民税務課の方へ一人優

秀な保健師を回してあります。これも一重に今、ご質問があったとおりでございまし

てとにかく受診、検診を受けること。このことにつきまして相変わらず30％何とかっ

ていうようなことが続いておりましたので、少し専門的知識の中でまた検診を受ける

ように指導するとか、いろんなことにつきましてお願いをしたところであります。結

果は良い方向に住民税務課向かってまるので、担当課長の方からお答えを申し上げま

す。

○住民税務課長

　それでは国保専任の保健師配属の効果っていうかですね、現在進んでいる状況につ

きまして去る 6 月の議会でも若干お答えしたところでございますけれども、改めて整

理してご説明させていただきたいと思います。国保の専任の保健師いなくてもですね

国保独自の取り組みはやってきたわけでございますけれども、保健師がいることに

よって新たな内容を加えながらやっているところでございます。一つは健康教室でご

ざいますけれども、新たにウォーキング教室の実施を予定しておりまして、大変人気

がございまして予定人数を上回る倍近い応募があるという状況で内容を更に講師を、

更に派遣を増員をお願いをしているような状況でございます。それから健康教室です

けれどもレセプト分析の結果は高血圧症の医療費に占める割合が高いという分析がご

ざいまして、高血圧予防のための減塩指導、あるいは減塩食の調理実習等も進めてお

ります。それから75歳到達の後期高齢者の方への説明と併せて70歳到達の方への高齢

受給者証の交付についても説明会を実施しているところであります。あるいは住民税

務課の窓口でですね健康相談を実施しておりまして、特に人間ドックの受診者につい

ては窓口に補助金の申請に見えます。受診結果を見ながら保健師が直接面談指導をし

ているところでございまして 8 月末現在で95人の申請に対して68人が面接指導を受け

ているということで率にしますと 71.58 ％という数字になっております。それから特

定検診の未受診者に対してはですね、勧奨通知の葉書発送をしたり、あるいは巡回型

の検診を受けられなかった方に対して医療機関での個別受診を受けるようにというこ

とで町内 3 地区で住民説明会を実施しました。それから更にこれでも受けられない方
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につきましては 12月から 2 月にかけて葉書による受診の勧奨を進めていく予定でござ

います。医療費削減への取り組みということで、適正受診についての周知等やってお

りますけれども特に重複受診ということでですねいくつかの医療機関を受けている方

について、受診の内容をみながら重複であるかどうかを判断して保健師が指導をして

いくというようなことを考えております。更に10月には国保データベースということ

で略称ＫＤＢというふうに申しておりますけれども、これが全国的に配置されること

で国保の受診の内容、医療費の分析ができます。これによって辰野町の国保加入者の

健康課題が明確に把握できますので、より効果的な保健指導ができるのではないかと

いうふうに考えております。それからレセプトの点検によります重症化への予防対策

の取り組みと、これらいずれも保健師の専門的な知識によってですね分析が可能に

なっている部分もございますけれども、いずれにしろ、すぐに成果がみえるわけでは

ございませんので、これらの取り組みを重ねながら特定検診の受診率の向上だとか、

あるいは要望に努めてまいりたいというふうに考えております。以上です。

○宮下（12番）

　今回の保健師の配属は良い結果だというふうに私も理解しておりますので、ぜひこ

うした指導のできる、また配属、効果ができる人事異動とかそういうのは積極的に取

り組んでいただきたいと思います。次に平成25年 3 月議会において福祉教育常任委員

会審査の中で要望事項として提出しました件でございますが、たまたま 6 月議会でそ

の内容について質問する予定でしたが、時間切れでできなかった項目を再度ここで質

問したいと思います。先ほどの国民健康保険税値上げに対して、以下のように要望し

てきました。大変厳しい辰野町国民健康保険特別会計について、これ以上の保険税の

値上げは無理限界と判断しております。その取り組みとして、町民に健康のまちづく

りを大きくアピールし、町の大きな政策として掲げ、役場全課及び関係する全組織に

対し、健康のまちづくりを徹底し、担当部署で何ができるかを課題として全庁的に推

進することを要望として出してきました。そこで質問します。以上の要望事項に加え、

健康寿命延伸を目指した行政、町内各区、スポーツ推進委員、保健補導員、食生活改

善委員、管理栄養士、薬剤師等それぞれ健康にかかわる団体あるいはボランティア等

が町内にあるわけですが、それぞれが先ほどの交流センター等で協力していただいて

活動しているわけですけれども、年の計画を立ててどういう方向に進むかというよう

な大きな課題をやっていくにはやっぱりこの人たちが一つになって組織を立ち上げて
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進めるべきと考えますが、町の見解をお伺いします。

○町　長

　良いご指摘でございます。即刻と言いましてもやはり準備不足ということも出てき

たり、でたらめになってはいけませんのでこれらまた、既存の行政の審議会や運営委

員会、あるいはまた保健福祉の推進委員会やまた各機関、保健補導員の会もあります。

また、スポーツ推進委員会もありますし、各種団体、食改の改善の推進協議会等も女

団連の中にありますし、また総合型の地域スポーツクラブ、こういったことも研究中

でありますけれども、連携して話し合って、そして良い方向が出ればお互いにそう

いったこの健康寿命を更に延ばしていくということの中でご協力いただけるようにそ

れぞれが持ち場持ち場がありますので、検討し推進ができればとこんなふうに考えて

また、この点もできる時にもう進めていきたいとこんなふうに思います。

○宮下（12番）

　長野県健康長寿課では死因長野県内上位、脳血管疾患、糖尿病の病気を防げば平均

年齢は延びる。その意味では保健補導員、食生活改善推進委員などの地域の人たちの

貢献は計り知れないと話しております。これは先日の『朝日新聞』の 9 月 6 日付けに

大きく掲載されておりました。また、松本市は 2 月より健康寿命延伸都市宣言を行い、

健康寿命延伸を掲げる全国 6 市が連携し情報の共有を図り推進したいとの計画であり

ます。辰野町もいつまでも健康でありたいとの町民の思いを早期に達成するため、ま

たこのことは介護、医療費抑制に繋がり、国保の健全財政にも大きく寄与することで

あります。これからの町の重点施策の一つとして取り組むことを強く要請し、以上で

私の質問は終わります。

○議　長

　只今より暫時休憩といたします。なお再開時間は午後 3 時といたします。

　　　　　　　　休憩開始　　　　14時　45分

　　　　　　　　再開時間　　　　15時　00分

○議　長

　休憩前に引き続き再開いたします。質問順位 6 番、議席10番、船木善司議員。

【質問順位 6 番　議席10番　船木　善司　議員】　
○船木（10番）

　時の流れは早いもので、私は 6 月定例会の一般質問では矢ヶ崎町長の進退問題に触
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れ、その所信を伺ったところでありますが、もう既に今日で90日を過ぎます。あまり

にも早いものだとつくづく感じるものであります。この間、激震が辰野町を走り、流

れは右に左に蛇行を繰り返しました。新町長候補者の出現による現職町長の勇退など、

予想を超えたそれぞれの英断には、先ずは敬意を表するものであります。さて、 9 月

定例議会は決算議会であり、議会初日から平成24年度各会計の決算報告がありました。

矢ヶ崎町政の集大成であります決算報告を紐解きながら、24年度はもとより16年間に

積み上げられた実績を検証してまいりたいと思います。先ず平成24年度決算の総合的

な評価について伺います。定例会初日に報告がありました平成24年度辰野町一般会計

決算や地方公共団体の財政の健全化に関する法律、これに基づく平成24年度財政指標

等の報告から質問をさせていただきますが、24年度は最重点課題でありました町立辰

野病院開院の記念すべき年であり、財政的にも大変厳しい 1 年であったろうと理解し

ております。町長として、責任者として、この一大事業を遂行した上での24年度決算

の総合的な評価はいかだだったでしょうか。お尋ねします。

○町　長

　それでは質問順位 6 番の船木善司議員の質問にお答えを申し上げます。 24年度、た

だ今お願いを決算、審議をお願いいたしておりますが、そのことについて総合的な町

長としての考えはどうかということでございます。歳入は85億 3,158 万円ということ

でありますけれども、非常に厳しい財政運営であることは事実であります。そんな財

政状況の中 5 億 5,122 万円ですか、 2 万円の繰越ができたと。 5 億 5,122 万円ですね。

できたことは大変ありがたく考えております。何もしなかったんでなくてやはりこれ

に対してましては皆で気を合わせてそして、集中、選択、そして経費の節減に図った

わけでありまして予算どおりいってればこんなに残らなかったが、結果的に倹約を重

ねてまた、職員が協力をしてくれた結果がこのような状況であったとこんなふうなこ

とがいえると私は思っております。こんな中で限られた収入を工面して工面型積極予

算という名前を付けさせていただいておりました。工面型にしないとただだらだら

いったんではこんなふうにいかないだろうということを予算づくりの当初に申して、

工面型積極予算と、工面するだけでなくて積極的に進むんだということで相変わらず

同じように国の町にとって有利な補助率の高い事業等も導入をうまく図れたおかげだ

ということで、国の関係者等々に心から感謝を申し上げてるところであります。また

辰野病院につきましては丁度、辰年でありまして、辰野の辰年。それに新築病院の新
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築開院ができたこと、移転新築ができたこと大変うれしく思っております。また、防

災行政無線デジタル化工事や辰中のトイレ、あるいはまた大規模改造工事、そしてま

たここへきて評判が良くなってまいりましたデマンド型の乗り合いタクシーの事業の

構築も 24年度中にできあがりました。更にはまた湯舟のＰＣタンク、これも 3 年ほど

かかりましたけれども総計 5 億 2,000 万円ということで竣工は今年度に入りましたが

24年度末で既にできあがりまして皆さんのご理解の下、安全な水を溜めてそして供給

できる大きなタンクだとこんなふうに、これもあまり目立ちませんけれども相変わら

ずひねれば水が出るわけで全く変わりないんですけれども安全な所へ耐震構造にして

できあがったということも大変うれしく思ってるところであります。後、実質公債費

比率等も非常に良くなってまいりまして、一重に議会の皆さん方のご理解、そしてま

た職員の皆さんの積極的な参画とまた先ほど言いましたように知恵を使って工面をし

ていただいた。そのおかげでこういった結果が出たものであるというふうに思い住民

の皆さん方に一人ひとりにお礼を申し上げる次第でございます。 1 番の質問につきま

してはそんなふうにお答えをさせていただきます。

○船木（10番）

　ただ今の答弁では工面型積極的予算の執行だったと。何もしなかったわけではなく

皆で一致協力政策にも努めたということから 5 億円の繰越ができたということ。これ

は財政面からみると非常に大きな評価であるというふうに言えます。一方、こんな声

も聞かれます。 24年度の事業量の実績はどうであったか。仕事量からみた評価はいか

がだったでしょうか。お尋ねします。

○町　長

　何もしなんでると、それは出費が減りますので財政は良くなるわけでありますが、

ご覧のとおり介護予防センターは相変わらずたくさんのものができましたし、今言い

ましたようにたくさんの事業もまたできてきているわけであります。またそのへん事

業方からみましても相当工面はする中であっても積極的に取り組んだ予算であったと

こんなふうに考えてるところであります。一つひとつ挙げると切りがございませんけ

れどもそれぞれ皆さん方のお知恵とご協力をいただいてできあがった、あちらこちら

のまた事業であったとこんなふうに感謝を申し上げているところであります。以上で

す。
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○船木（10番）

　先ほどの中にですね、実質公債費比率も非常に良くなったという話でありますんで、

実質公債費比率の推移についてお尋ねをいたします。実質公債費比率は、過去 3 年間

分のデータの平均値となっており、その数値はいうまでもなく単年度の努力程度では

大きく変動するものではないということであります。平成18年度県が公表した市町村

の実質公債比率の算定結果では、長野県下ワースト３位となった 24.2％には非常に大

きな衝撃を受けた辰野町です。その後18年度は 23.1％、 20年度 18.2％、22年度

13.6％、そして24年度の 10.3％へと指標が劇的に改善された要因は何だったでしょう

か。平成17年度指標の、長野県下ワースト 3 位となった実質公債費比率 24.2％に対し

ては大きな批判や非難が多く聞れたことと思います。そこでお尋ねします。まず 1 つ

として過去ワースト 3 位に対し、多くの批判や非難を受けた当時の心境はどうであっ

たか。 2 つ目として当時ワースト 1 位だった王滝村、またはほかにもいくつかありま

すけれども、ここら同様に改善されてきているだろうと思います。辰野町は他市町村

と比較し改善の度合いはどの程度でしょうか。 2 点伺います。

○町　長

　おかげさまで非常に実質公債費比率も高く評価されるほど、また国でも町に注目さ

れるほどのスピードをもって改善ができました。もちろん長野県にはそれを見習って

いただいたりして、ともに連携、あるいは情報交換しながら同じような推移で下がっ

てきている所もあります。良い意味で下がってきている所があります。これは当時思

い出しますと夕張ですかね、夕張市がお金がないということで国に相談したところ、

この借り入れでやれ、この借り入れでやれということで観光客の来るような大きなも

のをたくさん造ったということで、国のお金で貸していただいてやったと。しかし、

借りてやっても良いんですけれどもそのものの運営が赤字だったということで、大き

く返済もできなんで大変なことになり、病院もほとんど機能しなくなっちゃったとい

うことがありまして、これと同じことは日本で各地で起こるとこれは国の指導もいけ

ないということで慌ててこの実質公債費比率を出してきました。それまでも辰野町だ

とかほかはこういった指標は出されていたんですけれども、こういうやり方でなくて、

一般会計だけの公債費比率とか、いろんな指標が 5 、 6 通りありましてまあまあのと

ころへ行っておりましたけれども、この実質という名前が付くと一般会計もそれから

また特別会計も全部加味して、大体本来そういうものなんでしょう。この町全体がい
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くら借りているんだ。いくらの基準財政需要額があるのか。また交付金はいくら来る

のか。これを急に表すようになったんでびっくりしたところであります。なるほど出

してみるとこの 24.2であった。国がそういうなら、そういうふうに全体で判断するな

ら全体も良くしようというふうなことで決意しまして、この何年かかかりまして一番

安全ラインはもう18ですから、 18.0のところを切れば良いということで、言われてか

ら 1 、 2 、 3 年目でもう既に 18.2に入ってまいりました。それから 11.9と。 25年度は

もう既に出ましたので 10.3までということで県下で一番この悪い中ではトップクラス

に走っているところであります。これも皆さん方のご協力なければできないことであ

りますし、また職員数も少ない中で真剣になって職員の人たちが頑張って働いてくれ

てる。一人ひとりの仕事量が非常に増えている。そういう中で苦情も言わず、行革に

基づいてどんどんと事業を執行しながら「財政は健全に仕事量は多く」とこういう合

言葉の中でやってきていただいたおかげだと思っております。ほかの町のことも出ま

したが当時は王滝村さんが 33.3で一番悪かったとこでありますが、翌年、翌年とまた

42まで上がっちゃいましてその翌年も 41.6 とかありまして、ここも急速に 11.5ぐらい

まで下がってきております。これは今もちょっと想像、多分そうだと思いますが、ス

キー場の運営とか何かを行政がしっかり抱いてた。これ国と話して切り離してもらっ

たんじゃないかなとこんな考え方もはっきり調べないので何とも言えませんが、でな

ければこんな急に23から 12に落ちるなんてことはあり得ないと思いますが、いずれに

しましても良い傾向は辿っていることは事実です。泰阜村も相変わらずのところであ

りますが、 13.3までは漕ぎ着けてきております。というように国がそういう指標でや

るなら皆でもって頑張ろうと、この指標急に言うからおかしくなったんだというよう

なことを合言葉にじゃ、そういう指標を続けるんなら、その代わり続けてくださいよ

と。またやっていったらほかの指標を今度は当てはめられちゃったんじゃかないませ

んよということで、いずれだけど全体判断するには良い指標だと思っておりますので、

ご協力のおかげでこうなったということを今現在は振り返ってみております。以上で

あります。

○船木（10番）

　それでは財政健全化の要因について伺います。今まで触れてきました実質公債費比

率は将来負担比率及び資金不足比率とともに健全化判断基準の指標となっているわけ

ですけれども、財政健全化の 1 つの要素に職員の給与も関連していると思います。今
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年、全国の市町村では特別職から一般職員まで報酬等審議が行われ、国に準じた給与

の減額に関する条例の見直しが進められました。しかし上伊那でも最下位を争う「ラ

スパイレス指数」これの低い辰野町にあっては、給与の見直しの必要すらない状況で

あります。ちなみに駒ヶ根市は 105.8 、隣の箕輪町は 102.2 、辰野町は 100 以下の

99.8といったデータが出ております。このデータの中から財政健全化への要因の一つ

が低い給料で我慢してきた職員それぞれの努力の成果の現れと考えられますが、いか

がでしょうか。ここでお尋ねいたします。まず 1 つ、財政健全化の最も大きな要因は

何か。 2 つ目、矢ヶ崎町長の職員に対する意識は、すなわち職員の高いモチベーショ

ンの維持に対する町長の心がけはどのようなものであるのか、この 2 点お尋ねします。

○町　長

　それでは次の質問であります。財政健全化、一つの指標でありますが、実質公債費

比率が急速によくしてきた、その要因についてもう少し分析せよということでありま

す。まず、新規起債の借り入れにつきましては公債費の 6 割に抑えていくということ

で人件費ばかりでなくてそいうふうな指示もいたしました。また返済時に交付税措置

があるものを選択して借り入れ、措置のないものは極力借りるなと。お分かりかどう

か知りませんが、分かるでしょう、説明すれば分かるでしょう。起債を借りまして、

返す時にその 8 割ぐらいとか 6 割とか、また交付税措置でくれるのがあるんですね。

特に補正予算に多いです。これはありがたいです。 100 借りて、それで段々返してい

きますが返す時には何のことはない、 2 割でいいよと、 8 割くれますよってこういう

ようなものがあるんですね。国の方はいろいろ妙なものがいっぱいあります。ありが

たいことです。こういったもの、要するに返済時にリンクしてくれるもの。交付金に

参入してくれるもの。こういのを有利予算と言っておりますが、先ほど言いましたよ

うに比較的補正予算に多いんですがそういったものを極力利用すること。当初付け

ちゃうと借りたら、額面どおり返さなきゃいけない。同じ予算でも補正で借りていく

と。だから補正町長って一度言われたことがあるなんて誰かに笑われましたけれども、

返す時にリンクしてくれる。 8 割もらえる。こんなようなこともあります。そういっ

たもの 1 つや 2 つじゃありませんけどいろんなことを重ねてよくなる方向を模索して

知恵を使ったと。したがって職員も我々も工面してきたということは事実であります。

また、一般の単独事業債や地域総合整備事業債を使って整備してきた事業の起債、例

えは荒神山スポーツ公園、ほたる童謡公園、パークラインの整備等々の記載もぼつぼ
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つ終了に、終わりに近づいてきた。償還のピークが過ぎたというのも 1 つは幸いで

あったかと思います。下水道の事業は先ほどのお話もございましたけれども、この借

り入れについては、バブル期の非常に率の高いものでありました。これを低い利率の

ものに乗り換えたということも利息の負担では非常に良かったということが言えると

思います。また、職員の給与でございますがラスパイレス指数ということで低くなっ

て現在はきております。しかし今度国の方も下げたんで、各市町村も下げなさいと。

国が下げた上体でラスパイレスを見ますと 100 を超えた所は 100 に近づけるように下

げたと思います。辰野町の場合は 99. いくつでほとんど 100 にいんですが、 100 を超

えませんでしたのでこの度は職員の給料を、辰野町は下げないという宣言をして、今

までの苦労に応えたつもりでもございます。そういうような調節もいたしております。

99.8になりましたから、国が下げると、辰野のラスパイレスが。 100 超えた所が出た

とこを減らせという、減らし切れなんでまだこの辰野に近い所の上伊那の村ですね大

きくなってる村ですが、そこは 100 を超えてきりきりなんでまだ 100.2 、 102.0 とか

出ているところもありますが、その話はいいとしてとにかくそういったことでござい

ます。そういった意味におきまして職員に対する意識ということでありますが、大変

ご迷惑はかけておりますけれどもしかしそんなに大きく違っているわけじゃありませ

んので、 2 割も 3 割も。ラスパイレス取るとそうでありますから今回はお返しで下げ

なんだと、頑張ってくれたお返しにして張り合いをもって、またモチベーションとし

て住民の公僕として頑張ってほしいと、こういうようなことでやっていただいており

ます。そんなとこですかね。分析はそんなとこです。

○船木（10番）

　先ほど、工面型積極的事業の執行であったということでありますんで、一つ基金現

在高について伺おうと思います。決算状況を確認しますと一般財政調整基金が17億

7,000 万円と20億円に近い数値を示しており、更に特別会計を含めた基金現在高合計

が35億円ほどになっております。こうした基金の推移は、堅実な財政運営が基金の増

額を導き、一定の積み立てを現実化したものと確信します。どちらかといえば守る財

政で堅実な、財政基盤が構築されたと思います。財政基盤確立に努めた矢ヶ崎町制16

年とすればこれからの辰野町は今まで以上に積極的に踏み出す時を迎えているんでは

んないかというふうに感ずる一人であります。守りつつも攻撃への転換期と位置付け、

活気あるまちづくりに積極的に取り組むことが将来展望に繋がることであり、これこ
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そ町長として、まちづくりのリーダーとして最も要求されることと思いますがいかが

でしょうか。時間の都合もありますんで、次のも合わせて質問をさせていただきます。

　次はですね、財政からみる辰野町の将来像についてであります。先にも触れました

が、町立辰野病院の新築移転は辰野町にとって先にも後にもおそらく最大の事業だろ

うというふうに思います。 25年度から減価償却が始まり、また旧病院跡地処理など、

病院に限定しても多くの課題山積であります。しかし過去にも、言い尽くせないほど

多くの課題を克服し、今日に至っている点は財政面からみても如実にこれらを物語っ

ているところです。ここでお尋ねしますが、私は今までも町立辰野病院を中心とした

まちづくりをすべきであるという、数回にわたり提案をしてきましたけれども病院へ

の繰入金、病院建設起債の償還金、更に塩漬け土地、ウォーターパーク、福寿苑の跡

地問題等々大きな課題を抱えている中、平成24年度の黒字決算をベースに財政面から

の辰野町の将来像についての所感を、以上 2 点お伺いいたします。

○町　長

　それでは次の質問にお答えさせていただきますが、黒字ベースであったということ

で非常に良いと、そのことは良いと誰もが認めるとこでありますが今後について例え

ばそういった財政面からみてどうなのかということでありますが、やはりこれは公約

で健全財政って謳わないとなかなかそこまで行き着かないと思います。ですから歴代

健全財政をまずやるんだと。しかし事業量を減らして何もしなんでいては駄目ですか

ら事業量も多く、有利な予算を取ってくるということが 3 つが大きな根本原因だと思

います。今、言っていただきました辰野病院の構築は過去にも最近でも初めての大事

業っていうふうに言われましたが、確かにその点はそうだと思いますけれども国道の

153 をやるとかですね、それからこれは国がやるわけでございますけれど一応辰野町

の事業としてみていくとこの20倍も30倍もお金がかかることはまだいっぱいあります。

これもやり通さないと町としては発展がない。それも国の今のように国と県の 2 級国

道並みにやられてしまうと、これもいつになるか分からないということで、このへん

もまたうまくやる人は泳いでってもらいたいなと、こんなふうに思うとこであります

ししますけどどうなりますか。今ちょっと話が変な方いっちゃったんで今、この言い

方を困っているところでありますが、そうでなくてその要するに財政面からはそんな

ようなことを謳っていかないといけませんけれど、お金をこうやって財政力を強くす

る理由が実はあるんですね。辰野町はよその町と違ってちょっと考えてみても分かる
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とおり特徴があります。お金のかかるもの、かからんものもありますけれども、 1 町

でもって病院を持っていること、美術館も持っていること。当時は焼却場まで自分で

持ってました。これは平成14年に私の時代に広域、ツケも借金もそれから資産も全部

ぶつけて向こうへやったからこれ解消しました。さっき言ったように美術館もある。

というようなことで非常に金食い虫というふうな考え方でいくと、結構お金がかかる

所が多いと思うんです。それで、更にこれからもまたウォーターパークの跡とか旧病

院、福寿苑等々の問題もございますし、またいつお金が必要でバーンと入れていかな

きゃいけない時が訪れんとも限りません。そういったこといろいろ深く考えるとたく

さんあります。常に、それだけの準備は持ちながらないものとして考えて、そしてあ

る方のもので知恵を使って皆で頑張る。残ったら蓄えていざという時に備える。そう

いうことを大きくやはり頭の中で皆さんが住民とともに置いていただいてやっていく。

そのことが健全財政を守りながら、しかも安泰な、どこから押されても転ぶようなこ

とのないようなまちづくりになっていく。ですから、よその家よりも各家庭で考えた

ら一番良いと思うんですが、金くい虫がいっぱいいるよと、しかし余った時はしっか

り積むけれどいざという時に備えるけれど、それないものとして頑張っていこうと、

こういうことに立脚すればこれは守ってっていただけるだろうと、こんなふうに思っ

ております。こんなところが民間感覚かなといふうに私は一部自負しているところで

あります。以上であります。

○船木（10番）　

　積極的な事業展開をしながらですね、健全な財政に努めていくということをこれか

らも強く望んでいるという話がありました。時期、引継ぎの折にもですねその健全財

政を司る方策を強く引き継いでいくことが必要だろうというふうに思います。

　次は災害時の電源確保及び周辺機器の整備について伺います。まず災害時における

電源確保の現状についてでありますけれども、平成23年の東日本大震災から明後日で

2 年半の歳月が経過する中、災害に対する意識の高まりとともに、防災減災に対する

多くの取り組みがなされていることは町民の更なる意識高揚に繋がっているだろうと

思います。平成に入ってからも幾多の大きな地震が発生し、その都度多くの尊い人命

が奪われました。平成 7 年には阪神淡路大震災、平成16年には新潟中越地震、平成19

年能登半島地震、そして23年東日本大地震と度重なる地震から、幾多の課題が見えて

きましたけれども、その中でも最優先課題は災害時の電源確保だと言われております。
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辰野町の避難所は、先ほども出てまいりましたが各学校を主体に15箇所が指定され、

更に第 1 次避難場所は伊那富、辰野地区が40箇所、小野川島地区の24箇所、竜東地区

18箇所の計82箇所の指定が防災計画にも載っております。そこでお尋ねいたしますが

町内15箇所の避難所及び第一次避難所の電源設備配置の現状はどうなっておるでしょ

うか。お尋ねします。

○町　長

　次の災害時における特に電源確保についてのご質問であります。町で購入している

自家発電気等は小学校 5 台、平成24年に配備しました。 25年は保育園、中学校に 7 台、

また各自主防災組織では自主防災組織発足等の時の補助金という形で付けております

し、また自主総合センターコミュニティー助成事業で購入をいただいた所もございま

す。今後、議員おっしゃるとおり、大変発電機というものは重要なもの、用事を用事

と言いますか用件を果たすものでございますので、大事な道具でございますので、各

所に配備をしなくてはならない。同時にまた発電機のそのエネルギー、エネルギーと

言いますか燃料、その確保もないと東日本の時はあの寒い時でありまして発電機は

あっても燃料がなかった。燃料が届かないと。そのへんもどういうふうに考えたらい

いのか。要するにできるだけ燃料をともに前もって備えるわけにいきませんけれども、

そのルートを開けておかなければならないとこんなふうに考えているところでありま

す。課長の方からお答えを申し上げます。

○総務課長

　町内の小中学校、保育園等の発電機の設置につきましては町長申されたとおりであ

りましてですね、ほかに各個人、あるいは建設会社等でですね発電機持っている方も

おりますので、有事の際に借用できる発電機という数もですねやはり自主防災組織等

で把握する必要もあろうかと思いますので、こちらの方につきましてはまた折を見て

自主防災組織に依頼しながら確保できる発電機の台数等把握をしてまいりたいと、こ

んなふうに思ってるところであります。先ほど宇治議員の時に申し上げましたけれど、

各避難所のデータベース化がございますので、そちらの方でやはり避難施設の発電機

の保有台数等も把握してまいりたいとこんなふうに思っております。以上です。

○船木（10番）

　電源設備配置の現状が分かりましたので、これからは都度必要となった箇所への電

源確保が課題だろうと考え、次の提案をしたいと思います。それは環境にやさしい電
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源確保であります。近年の地震災害では、自家用車の中で避難生活を送る事例が多く

報告されております。避難生活を送る場所として自家用車が使われる理由には、個人

の居場所が確保できる、プライバシーが確保できる、また冷暖房が効き易く寒さ暑さ

を凌ぎ易いなど、これらが上げられ自動車が使われるようになってきていると報告さ

れております。また、過去の災害における避難場所の開設状況をみると、必ずしも事

前の計画通りに避難所の開設ができておらず避難者は事前に指定された避難場所に避

難するのではなく、自然発生的に集まった場所が避難所として機能した事例が多く報

告されております。なお、この報告の中には移動手段として自動車が多く使用されて

いるとのことです。以上のように自動車の活用がますます多くなっており、結果とし

てＣＯ 2 の排出が多くなっていることから環境にやさしい電源の確保が求められてお

ります。伊那市では、大容量の蓄電池機能を備えたプラグインハイブリット車を公用

車として 1 台購入したようです。普段は公用車として使用し、災害時は照明をはじめ

携帯電話の充電、無線機の充電、炊飯器の電源としての使用を想定し、中でも山間地

などの避難所の電源となる機能に期待をしているようであります。環境にやさしいプ

ラグインハイブリット車の導入、これこそほたるの里辰野町のイメージアップに大き

な貢献がなされるだろうと確信をしております。導入に向け検討すべきと考えますが

いかがでしょうか、お尋ねいたします。

○町　長

　プラグインハイブリット車ということでありましてプリウス、町にも現在は助役車、

議長車として使う、プリウスが黒いのでありますけれどもこれはプラグインになって

いませんので、今度の新しい形態でないと無理だということでありますが、三菱のア

ウトランダーなども発売されているわけですが、いずれ 300 万とか 400 万とかかかる

ものであります。当然これ買い替えだとか、あるいはまたプリウスが、あるいは三菱

アウトランダーなど何でも必要な箇所があればプラグインにしていくことはしなきゃ

ならないということでありますが、ただそれがために今、あるものを買い増やすとか、

あるいはまだ使えるのに買い替えちゃうということはなかなかできませんけれどもこ

の次の課題として、そういうことは残していきたい。買い替える方法が当然良いだろ

うと。こういうものに指定することが、要するにプラグインであると、こういうよう

なことは言っていきたいとこんなふうに思っております。
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○船木（10番）

　プラグインハイブリット車、ＰＨＶ、それから電気自動車ＥＶ、これらが自動車、

これからの自動車の趨勢だろうというふうに思います。国でもですね、それから長野

県でもこれらの自動車の推奨をしですね、自動車充電設備の導入にも心がけておりま

す。国は、環境にやさしい電気自動車やプラグインハイブリット車の大きな普及、こ

れが見込まれるとして、 24年度補正予算で「次世代自動車充電インフラ整備促進事

業」として 1,005 億円を電気自動車、プラグインハイブリット用充電設備導入に対し

て補助しております。この申請期間は平成26年 2 月28日までとしており、充電器の設

置場所としては公共施設、観光地、ショッピングセンター、ガソリンスタンド、高速

道路のサービスエリア等が適しているだろうとして言われております。更にこの設備

拡充に向けては、自治体が策定する充電器設置のためのビジョンに基づき、かつ公共

性のある充電器を設置する場合には、充電器購入費プラス設置工事費の 3 分の 2 を補

助し、それ以外の設置には 2 分の 1 の補助率となっており、自治体が主導する大きな

これらウェートを占めているということであります。これに伴って長野県の次世代自

動車充電インフラ整備ビジョンが今年 6 月策定され、この中に整備箇所要数として

385 箇所上げ我が辰野町は 4 箇所が指定されております。町内 4 箇所の指定の 2 箇所

は中央道上下線辰野パーキングエリアの設置だと推測します。では、残る 2 箇所の設

置場所はどこを計画しているのか。まず 1 箇所は車の出入りの多い役場の一角、そし

て車でのお客様の多いかやぶきの館、もしくは荒神山付近、これらの設置が最適と思

いますがいかがでしょうか。お尋ねいたします。

○町　長

　この見解につきましてはまた課長の方から詳しくお答えいたしますが、議員ご指摘

のとおり当然、これからは電気とハイブリットですから電気で足りなくなったらエン

ジン回してというようなことになってまいりますし、そして電気自動車も 5 年後ぐら

いには出そうだということでありまして、今の高速距離が 150 キロメートルぐらいで

1 回充電というようなことになりますが、もう少し延ばさないとても不便だと。しか

し今度はいくらガソリン入れても駄目でありますので、電気自動車ですから、電気を

充電する施設がなければならない。こういう所があちこちに用意されてくるだろうと

いうことであります。高速道路も町でも、ただプラグだけちょこっとあれば良いって

言うもんじゃなく、やはりスタンドみたいな形式で広い所があって休息できたり、ま

79



たそこでほかのオイルの点検だとか、あるいはタイヤの空気圧だとかいろいろ見れる

ようなスペースの中で今度はコネクターって言いますか、コンセントでそういったも

のを充電するというようなことで、その用意もこれからは考えていかなきゃならない

とこんなふうに思います。しかし 1 つ新しい方法がまた出てまいりまして燃料電池っ

ていう方法があるようであります。水素を酸素と一緒になって当然水の電気分解、分

解じゃなくて今度は電気融合ですけれども、水が出てくるわけですがその時に熱を発

する、熱と言いますか電気を発する。イオンを発する。電気を発する。ということで

昔から燃料電池っていう考え方できております。これでいきますと例えば水素がなく

なってきた時にはスタンドみたいな所へ行って今度、水素を入れてもらうっていうこ

とになります。そうすると今のガソリンを入れるくらいの時間で水素が詰まってしま

う。それでまた運転して水素の減り方見ながら、排気ガス出すの見ると全部これは電

池でもって回ってますので、水が出てくるだけとこういうふうなことになるそうであ

りますが、そうなれば今後は水素供給所というものを造らなきゃならなくなってくる

ということで文明の機器は今必要に応じて非常に日進月歩でありますので、そういっ

た様子をみながら辰野町もまた業者にも頼み、また町としましても一部のそういった

ものを供給する施設も作らなきゃならないとか、検討しなきゃならない時期がくると

こんなふうに思います。課長の方からちょっとお答えを申し上げます。

○住民税務課長

　自動車の充電設備の導入についてでございますけれども、この種の自動車につきま

しては環境負荷の低減だけじゃなくて議員ご指摘のように災害時の電源確保という点

でも注目されてるとこでございます。先ほど議員ご指摘のように長野県では今年の 6

月に次世代自動車充電インフラ整備ビジョンを策定をしました。これは県の総合五箇

年計画、いわゆる幸せ信州想像プランにおける環境負荷の少ない次世代自動車の復旧

など自動車使用に伴う環境負荷の低減に取り組むためのものであります。このビジョ

ンでは充電機が今後整備されるべき箇所数を 385 箇所としてうち、市町村の区域内の

指定箇所を 347 箇所。それから国県道等の路線での指定箇所を38箇所と定めておりま

す。辰野町ではご指摘のように 4 箇所、内訳としましては急速充電を 2 箇所、急速ま

たは普通の充電を 2 箇所となっておりますけれども、具体的な場所については示され

ておりません。それから辰野町が関係する路線関係でございますが、県全体では38箇

所ですが、辰野町では国道 153 、それから主要地方道の 3 路線、国県道も含めて計 4
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路線 8 箇所となっておりますけれども、これも県内の路線のうちの 8 箇所ということ

でございますので、具体的な場所については示されておりません。このビジョンに基

づきまして充電、公共性を有する充電設備を設置する場合には国の先ほどご指摘があ

りました次世代自動車充電インフラ整備促進事業によりまして、充電機及び設置工事

費の 3 分の 2 、上限がございますけれども 3 分の 2 までが補助になります。そうしま

すと残りの 3 分の 1 の費用とそれからランニングコスト、これあまあさまざまありま

すけれども年額 100 万円弱かかるかと思いますけれどもこれをどのように捻出するか

ということになります。先ほどらい言っておりますように具体的な場所については県

は示しておりませんので、公共性を有する設備をこれからですね該当するような所に

アンケートを取るような形でですね、希望を取った上でこれが 4 箇所以内であれば結

構ですけれどもそうでなければ、 4 箇所超えるようであれば調整をするっていうよう

なことも含めて考えてまいりたいと思います。どこも手を挙げないというような場合、

あるいは 4 箇所に満たないような場合には、当然行政が関わって設置をしていくとい

うことが必要であろうかと思いますけれども、急速充電器を設置するのか、あるいは

普通の充電器を設置するのかもこれも用途がさまざまございますので、そういったア

ンケート要望を取った上でですね、検討をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。併せて自動車のディーラーだとか、あるいは飲料自販機のオペレーター会社等か

らもですね設置費の 3 分の 1 の部分を負担をしようというような提案もございますの

で、そこらも含めて検討してまいりたいというふうに考えております。

○船木（10番）

　先ほどのですね設置箇所 4 箇所という中には急速充電器が 2 箇所、それから普通充

電器が 2 箇所というふうに県の方から処理されております。今までの実績からいくと

急速充電器というのは高速道路のサービスエリア、パーキングエリアということに事

例はなっておりましたので、先ほど提案をさせてもらいました。高速道路の上下線

パーキングエリアがよかろうということであります。あと、話の中からですね、路線

の指定箇所 153 号線が 5 箇所、それから伊那辰野線 1 箇所、下諏訪辰野線 1 箇所とい

うふうにありました。環境にやさしいこの電源設備、ぜひ辰野町へ導入すべきという

ふうに考えますけれども、その点をもう一度お尋ねいたします。

○住民税務課長

　先ほど申し上げましたように、急速充電器、それから普通充電器、それぞれメリッ
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トデメリットがございます。県内のサービスエリアの設置状況で申し上げますと、こ

れ 5 月時点でちょっと古いわけですけれども梓川とそれから諏訪湖、駒ケ岳の上下線

にそれぞれ全部で 6 箇所になりますね、 6 箇所の急速充電器が設置されておりますが、

それ以外のサービスエリア、パーキングエリアについてはまだ実績がございません。

この参加者のサービスエリアにつきましては高速道路を中心に日本ユニセスという会

社が入ってですね、蓄電設備も含めてた検討をしております。そこらを含めてですね

先ほどらい申し上げてますようにどんなものが、どこに適しているのか、それから設

置希望があればそちらの方の費用負担も含めてですね検討してまいりたいというふう

に考えてます。

○船木（10番）

　環境にやさしい電源設備、環境にやさしい自動車の普及、これらの支援はほたるの

里たつの町にとって重要な政策であることを強く強調をして私の質問を終わります。

○議　長

　進行いたします。質問順位 7 番、議席 5 番、岩田清議員。

【質問順位 7 番　議席 5 番　岩田　清　議員】

○岩田（ 5 番）

　朝夕、一陣の涼風に秋を感じさせる日々となりました。秋は収穫の時とともに決断

と別れの季節でもあります。私の尊敬する中国の女性革命家秋瑾（しゅうきん）の辞

世に、 「秋風秋雨、人を愁殺す。」の名文があります。彼女は中国の黎明（れいめ

い）の黎明期に革命に身命を落とした人ですが、矢ヶ崎町長も本、最後の定例議会

「残りの残任期、命を落として」というお言葉をいただきました。私も一議員として

全力投球する所存であります。それでは通告にしたがいまして 2 つのカテゴリより質

問したいと思います。

　まず監査ということでございますけれども、今議会は決算議会ということで監査制

度の在り方について、新監査委員からお伺いしたいと思います。前小野委員は、豊富

なキャリヤから正に「正鵠（せいこく）を射る」監査報告をされた方でした。古武士

然とした小野委員から、団塊世代の金融プロである三澤新委員にバトンタッチがなさ

れ新しい風の中、この機会に難しい監査制度について 5 点ほど質問させていただきま

す。特に民間との相違を含めて、我々町民、素人にも分かりやすく説明いただけたら

と思います。まず最初に内部統制、インナーコントロールであります。これは我が国
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においては大和銀行巨額損失事件や米国におけるエンロンやワールドコム事件に見ら

れる巨額粉飾・不正監査事件が多発したことをきっかけになったと認識しております

けれども、 2008年通称 J － SOX （ジェイソックス）法によれば企業業務の監査をいわ

ば二重責任化して不正を避ける意図があったと思います。内部統制の 4 つの目的を見

ますと、 1 つは業務の有効性と効率性。 2 番目に財務報告の信頼性。 3 、ここに出て

きますけれども法令遵守、これはコンプライアンスと称されているものでございます

けれども、更に 4 番目に財産の保全。こういうことが言われてますけれどもこれを地

方自治会計に援用した場合のポイントを簡明に説明していただきたいと思います。

○代表監査委員（三澤）

　それでは岩田議員のご質問にお答えさせていただきます。ただ今 4 つの目的、内部

統制の 4 つの目的について説明とこういうことでございましたが、まず 1 つ、業務の

有効性及び効率性という問題でございますけれども、これは事業活動の目的の達成の

ために業務の有効性及び効率性を高めることということでございまして、ご覧の自治

法の 2 条にもですね謳ってありますけれども、最小の経費で最大の効果を挙げること

を示しているわけでございます。それから 2 番目に財務報告の信頼性というお話がご

ざいました。財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性

を確保するということ、ということでございまして正にですね地公体の財務につきま

して住民の判断を誤らせないようにするために正確なものを公開していくということ

でございます。それから 3 つ目、事業活動に関わる法令等遵守ということでございま

すが、これは事業活動に関わる法令、その他の規範、そういったものをしっかり遵守

促進をしていくということで、正にコンプライアンスの世界かと思っております。そ

れから 4 つ目、資産の保全ということでございまして、これは資産の取得、指標及び

処分が正当な手続き及び証人の下に行われるよう資産の保全を図ること、ということ

でございまして簡単に平たく言えば町の財産、資産をしっかり管理していってほしい

と、こうい解釈であるというふうに理解をしております。

○岩田（ 5 番）

　大変分かりやすくご説明いただいたわけですけれども、もう 1 点ですね、そのコン

プライアンスというのは議会でも出たり、今回でも多分根橋議員も質問されるような

ことですけれども、この役場組織内でどのように構築浸透させていったらよいか、よ

いお知恵があるか、まだ日が浅いので難しいと思いますけれども一言お願いしたいと
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思います。

○代表監査委員（三澤）

　ただ今コンプライアンスについてということでお話がございました。今、岩田議員

がご親切に言ってくださいましたがまだ、日が浅いもんですから役場の中でのコンプ

ライアンスという部分についてはですね十分私もまだ検証もしてありませんし、不明

な部分がございます。そんなことでですね、とりあえずはですね私自身、今まで民間

におりましてですね、コンプライアンスということでどんな形でですね進めてきたか

ということを事例を含めた形でですねお話を申し上げたいと思っております。まずで

すね、今やこのコンプライアンス精神を抜きにしましてですね内部統制どころか、い

わゆる企業もまたいろんな組織もですね全く成り立っていかないというふうに思って

おります。このコンプライアンスというものはですね、法律あるいは社会規範はもち

ろんですけれども、更に倫理、それから常識を含む広い範疇で考えていかなければな

らない部分であるというふうに考えております。ですから判断に迷う部分というのは

非常に多くあるかと思います。これに反してですね立ち行かなくなったり、あるいは

大きなダメージを追った企業は既にご存知のとおりたくさんございます。賞味期限や

産地の偽装の問題でですね、立ち行かなくなった企業は皆さんご存知のとおりでござ

います。世の中がですね複雑になればなるほど、住民であれあるいはお客さまであれ、

相手の立場に立った考え方でコンプライアンスは進んでいる必要があると考えており

ます。これがですねコンプライアンスの方向性として重要と考えているわけでござい

ます。私がいた会社の例でですね恐縮ですが、コンプライアンスの基本方針の中の 1

つ、これはですね「判断に迷った時には自社の利益よりも社会規範を優先しろ」とこ

ういう考え方がございます。いろいろ倫理の問題もそうですけれども判断に迷うこと

は相当あると思いますけれどもその時は自社の利益よりも社会規範を優先しろという

ことが鉄則でございます。これは民間企業ということですから言えることかもしれま

せんが、全社員がですねこの考え方を持ってコンプライアンス宣言を行い各自の判断

力を磨き行動を律することを表明しているわけでございます。そのためにですね数十

ページにわたるかなり細かいコンプライアンスマニュアルと、こういうものを作成し

まして、ほとんど毎月くらいですねたまたま私の会社が銀行であったもんですから、

各支店ですが、その支店長を含めそういう勉強会を開催して徹底をしております。そ

してもしですね、何かあれば当然これは本部に報告するわけでございますけれども、
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本来のルートで報告していないようなケースがあれば、っていうことは意外とセクハ

ラですとかパワハラみたいなものは中に潜んじゃうケースがあるわけなんですけれど

もそういうものが、そういう違反がですね報告されていないケースがあればですね、

その違反、場合によると見たことかもしれませんが、そういうことをですねコンプラ

イアンス本部に直接訴えることのできるコンプラホットラインとこういうものもです

ね実は作ってありまして、上司あるいは部下の関係なく誰でも、また匿名ででもです

ね連絡できるシステムを実は構築をしております。また見て見ないふりをしたケース

があればですね、後でまた判明することがあるんですが、これも同罪というようなこ

ともございます。こういうことによりましてですね未然のリスクの一部というのは回

避できているかなと思っております。いずれにしましてもコンプライアンスというの

は風通しの良い組織を作っていくことが必要ですし、コンプライアンス体制は毎年い

ろんな事象の中で解除をされており、ますます厳しくなっているというのが事実上か

と思っております。以上です。

○岩田（ 5 番）

　非常にですね民間の経験から発せられた言葉で目からうろこが落ちるところもあり

ます。今後ともですねそういう発想もですね、役場行政の中へですね生かしていけた

ら我々も学んでいけたらと思うんですけれども、 2 番目に移りますが、 1 番と関連し

ますけれども、私、今回のですね決算審査の意見で多分三澤代表監査がその意見書を

書いたと思いますけれども注目した言葉と文章があります。 1 つはですね病院会計で、

「医業も商売という感覚を院内で醸成していくことも大切である」それからですね、

もう 1 つは一般会計の審査意見にあった「黒字は評価するが事業などが縮小傾向に

なってしまっては町の発展は望めない」という下りでございます。地方自治体は住民

の福祉向上を目的に行政活動を遂行しているのであるから、いわゆるコストは無視し

て、無視という言い方は変えて、コストはさておいて 3 Ｅ監査、経済性、効率性、有

効性エコノミー、イフィシェンシー、エフェカシーですか、と言われているので十分

というような考え方もありますけれども、これについてですね三澤委員の代表監査の

ですね所感を伺いたいと思います。

○代表監査委員（三澤）

　今の経済性、効率性、有効性監査で十分かというようなお話でございます。これも

先ほどちょっと触れた部分でもありますので、内部統制の目的の 1 つに先ほど申し上
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げた業務の有効性及び効率性というのがございまして、最小経費で最大効果を挙げる

事務処理の原則ということで、主には事務の部分がですね主眼になってくるかと思い

ます。それで先ほどの申し上げた自治法 2 条14項にですね「地方公共団体はその事務

処理に当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を

挙げるようにしなければならない。」とされています。先ほど申し上げたとおりです。

行政監査及び行政評価の問題だと思いますけれども当町ではですね、調べましたとこ

ろ既に行政評価としてですね、事務事業評価とそれから補助事業評価が既に行われて

おります。これも先ほどのとおり内部統制の目的の 1 つでございます。私自身まだこ

の定期監査、11月に行われる予定でございますけれどもこういうものとか、あるいは

行政監査をですね実施してありませんので、明確なことは言えませんけれども、いず

れにしましても病院会計あるいは各事業の会計でございますね、そういったものにつ

きましてはですね今後しっかりと検証してまいりたいと、こんなことで考えておりま

すので、またそんなことがですね判明した時にはまたお答えできる時期があるかもし

れませんが、よろしくお願いしたいと思います。以上です。

○岩田（ 5 番）

　非常に明確にお答えいただきましたけれども、それではですね 3 番の外部監査とア

カウンタビリティーということについてお伺いしたいと思います。現行制度では、例

年の外部監査は人口 30万以上の中核都市など限られた自治体、もちろん政令都市もで

すけれども、県もそうですね。これは 1997 年の地方自治法改正で包括外部監査を義務

付けられているということなんでございますけれども、その他のですね小さなと言う

か市町村は要件を満たした住民や議会での監査要求に、個別的監査請求と言いますけ

れども基づいて行われる形が認められているだけですけれども、内部監査と役割分担

しなければ充分に機能しないのかどうか。それからですねアカウンタビリティーとい

うことにつきましては住民とか議会にですね十二分に知らしめたり透明性を高めると

いう意味で必要だと思いますけれども、そのへんのところについてはどのように考え

たらよろしいでしょうか。

○代表監査委員（三澤）

　外部監査の関係についてでございます。外部鑑査の必要性についてということで、

監査制度の見直しの方向性ということで外部監査導入なども検討されていると聞いて

おります。実はですね、その会議の叩き台というものを私、実は拝見いたしました。
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外部監査についてはですね、まず 1 つはですね長の責任を明確にするとともに独立性、

専門性を高めるため、監査の外部化を進めるというのが 1 案でございます。これは予

算の執行につきましてはその長が、それから決算等につきましては外部監査が監査を

行うという案です。それから 2 つ目の案がですね、実は内部の監査と外部の監査を明

確化するということでございまして予算執行等につきましては内部監査役が、それか

ら決算については外部の監査員が監査を行うと、こういう案です。それから 3 つ目は

ですね監査機能の共同化といことで監査の独立性、専門性を高め、地方公共団体が共

同組織を設立して監査を行うと。こういう 3 つの案が実はございます。いずれにしま

してもですね公認会計士など外部のですね、プロの目を通して見るということであろ

うと思います。今回ですね、実は決算審査に携わらせていただいた感じでですね辰野

町くらいの大きさの 1 年分の書類をですね監査委員 2 人が審査するというのは大変、

スタンス広く、量的にもですね膨大なものですから十分なものができたということは

決していえていないというのが実は今実感でございます。もっときめ細かくできれば

よかったかなというふうなことを感じております。おそらく全国のですね自治体の監

査委員もそういうことが多かれ少なかれ感じているかなと思っております。外部の公

認会計士と監査委員の両面体制というような監査手法もですねこれからは考えていか

なければいけないかなと、いうところでございます。そういう面でもですね今回は叩

き台にもありますように、今後は外部のか、共同化という監査の導入も検討しながら

ですね住民に正確な財務報告の公表を行い、そして信頼を確保していくことが重要で

あり、それは内部統制の一つの目的の達成にもなることだと考えています。それが岩

田議員のおっしゃる正にアカウンタビリティーに通じることではないかというふうに

考えております。外部監査につきましてはですね現在、都道府県、それから指定都市、

中核市などの自治体にはですね義務付けられているようでございます。以上でござい

ます。

○岩田（ 5 番）

　今、 1 点だけですねコスト面など問題の中でですね、要するに共同化ですね、弱い、

弱小の自治体がですね、共同してですね外部監査の一つの団体をして調査してもらえ

ば安くなるというようなことも含めてですね、まだまだ今後小さな自治体においては

ですね、外部監査というのはまだ十分ではないんですけれどもその有効性にはですね、

目を向けなきゃいけないということを指摘してこの項は終わりたいと思います。 4 番
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目としてせっかくの機会ですので更に私ども分からない専門性を帯びた質問になりま

すけれども、せっかくのチャンスなので教えていただきたいと思いますけれども、自

治体会計の問題点として、あくまで現金主義会計であり財政状況の実態把握の不十分

さや住民への報告制度の不備などが指摘されています。現金主義会計の持つメリット

を生かしながら、発生主義会計を導入する方法を検討すべきと考えていますけれども、

この点については代表監査委員はどういうふうに考えておられますか。

○代表監査委員（三澤）

　現金主義会計の問題点とそれから発生主義を取り入れるべきかというご質問でござ

います。現金主義会計の問題点につきましてはですね、釈迦に説法になりますので、

割愛させていただきますが、経営成績、財政状態の実態を表示できるのは複式簿記に

よる発生主義会計の方法の方がベターだというふうに感じております。当町ではです

ね、上水道会計や病院会計ではもちろんですが、公営会計は発生主義会計を実施して

おります。自治法の絡みもありまして一般会計をすぐ発生主義会計に切り替えること

も勝手にはできないでしょうけれども、従来から行われているように当面はですね、

少なくとも決算ごとにバランスシートを作ってみると、それを作ってみた上で財政状

態を確認してみることも必要かと思っております。それでですね、そしてそれを公表

することによって先ほどの内部統制の目的の 1 つである財務報告の信頼性確保にも繋

がっていくと思われます。民間企業の場合にはですね発生主義会計により、一期間の

利益計算を正しく行いましてですね、税金の計算をしなくてはいけないわけですから、

その点がこういう地公体とは大きな違いが出てきているのかなと、いう感じがしてお

ります。以上です。

○岩田（ 5 番）

　私がですね素人なりにいくつか本を読んで研究というか、読んだところによります

と、会計期間進行中は現金主義的に記帳を行い、会期末に未収金、未払い金を計算、

計上する。固定資産などを把握し、貸借対照表を作成する。減価償却を実施する。と

言う方法が実際的でこれならできるじゃないかという説得力のある説もありまして、

またですねこれを実現可能な方法で今後ですね行ったらいいかということでございま

すけれども、結局法改正がなければできないので指摘しておくだけにしておきます。

さて、 5 番目でございますけれども、この項の最後でございますけれども監査の独立

性について、これについてもですね研究者が、被監査者である町村自治体の長が監査
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者を任命する制度に疑問を感じているという説もございます。議会の方は今回初めて

議会から監査委員を推薦して指名しました。このあたりにつきまして民間と比較しま

してどのように感じておられますか。最後に伺いたいと思います。

○代表監査委員（三澤）

　それではですね、今のご質問の内容ですが最初の考え方と言いますか、岩田議員の

おっしゃるその議会、それから監査委員という立場、この距離感というような形でで

すね、お答えしたいと思うんですけれども、議会もですね、監査委員も法で定められ

た機関でございます。それぞれに立場の違いはですねいろいろあると思いますけれど

も、辰野町が良い町になるようにというふうに願っているのは同じことであると思い

ます。今回議会の方からですねご推薦、ご指名をいただいたことに関しましてはです

ね大変光栄でありまして、また 100 万の味方を得た気持ちで大変心強く感じておる次

第でございます。ただ、 6 月に拝命をいただいたばかりで議員の皆さんとまだ個別に

ですね、話をした方々は少ないし、また今回初めて議会に出席をさせていただき、ま

だ右も左もよく分からないことが多々ございます。議員の皆さんと今後はですね、意

見交換、情報交換をさせていただき町の発展のための一助となるようにですね、努め

てまいりたいと考えております。引き続きご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げ

ます。以上です。

○岩田（ 5 番）

　本当にしっかりした新しい感覚を持った監査委員に就任されていただきましてあり

がとうございます。私ごとですけれども三澤委員とは小学校時代に同級生だったわけ

ですけれども55年の時を経て、こういう所でまたお会いして人生の最後の、最後と言

うか上がり 3 ホール、町のためにですね立場は違っても尽くしたいと思います。あり

がとうございました。

　それではですね 2 番目、教育問題でございます。教育諸問題ということでございま

すけれどもあり過ぎてちょっと、いくつかに絞りたいと思いますけれども、 8 月後半

から 9 月に掛けて新聞の社会面は、私学の才教学園の無資格教員の件など教育問題の

記事で溢れ返っておりました。何点かを取り上げて改めて教育長に質問したいと思い

ます。 1 番目、先ず驚いたのが、夏休み中に文科省が 2011年度に中止した「心のノー

ト」の配布を再開したというニュースであります。以前に質問した覚えもありますけ

れども、これは 2002 年度少年犯罪の続発を受け、道徳的価値観を子どもに身につけさ
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せる狙いで配布したものだと理解しています。当時私も読んでみましたが「集団の一

員としての心構え」や「家族愛」 「郷土への思い」とか、利用の方法によりましては

非常に良い道徳教育の教材になると感じたものでございます。種類は、小学校で低、

中、高学年用と中学用 4 種類ということでございます。一方で「学校現場への国の介

入」との声もある中、このたび復活したということでございますけれどもその理由と

ですね、辰野町教育委員会としてどのように授業で扱うのか議論されましたか。また

教材利用となれば現場ではどういう形になるのでしょうか。質問したいと思います。

○教育長

　今、ご質問の学校における「心のノート」であります。ここに私持って来ましたけ

れども、これが小学校 1 、 2 年生用。それからこれが小学校 3 、 4 年生用。それから

これが小学校 5 、 6 年生用。それからこれが中学生用であります。あまり厚いもので

はありません。かつてですね平成、これは平成14年からできているわけでありますけ

れども、それ以前はこういったものは文部科学省からは配布されていませんでしたの

で、それぞれの学校の計画にしたがって市販されている資料集ですね、道徳の資料集

を有料で買って使っているのが現状でありました。文部科学省でこういうものを配布

してくれるようになった平成14年からですね市販のものを買うのをほとんどの所で止

めてですね、これを使ってきたという経過があります。今ご指摘のようにですね平成

23年から文部科学省ではこれを配布しないというふうに決めて、配布がありませんで

した。ただし文部科学省のホームページにこれを掲載してあるからダウンロードして

使うならば使ってもいいですよと、こういう方針でありました。しかしここへ来てで

すねまた政権が代わったところで再配布をしますということで、この 8 月 9 月にかけ

て全国に配布されました。辰野町でも確認したところ今、各学校へ配布されてきてお

ります。これをどういうふうに使うのかということでありますけれども文部科学省で

もこれを使わなければいけないというふうには言ってません。強制はしていません。

したがって、自分たちの学校、あるいは学年、クラスの道徳教育の指導計画や目標に

基づいて使いやすいところを使うということでいいのだろうと、いうふうに思います。

名前が「心のノート」っていうふうについているように少し書き込みができるように

なっていますので、自分の感想だとか皆の話し合いの結果だとか、いろいろなこと。

書き込みながら使っていくというふうになっていますので、担任の先生の扱いによっ

て有効な使い方をするというふうになるんだろうと思います。特に、町の教育委員会
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として使い方についての方針を出すつもりはありません。学校の独自性、担任の独自

性にしたがって使うか使わないかということでいいだろうというふうに私は考えてい

ます。以上です。

○岩田（ 5 番）

　ここにですね『信濃毎日新聞』の記事がありまして文科省の教育家庭科は心のノー

トは使用を強制しないが税金を投入しており、できるだけ使ってもらいたいというよ

うなことを言っているそうでございますけれども、いじめの防止やそれから伝統文化

についてですね、触れる項目を増やして 5 割アップぐらいにしてこれからリニューア

ルするという計画もございます。今、伺いますと各担任の利用の方法ということでご

ざいますけれども「心のノート」の予算は報道によりますと 8 億円、小 6 と中 3 の全

国学力テスト費用54億円と比較しても結構大きなお金であり、使わなければ一つの税

金をドブに捨てるような形にもなりますし、政治利用されずにですね、子どもたちの

協力に役に立つのを現在の段階では祈るばかりだとこういうことでございますけれど

も、有効に利用したらいかがと思います。 2 番目、次に本会議でも再三再四取り上げ

ております県教員の不祥事でございますけれども、今年は逮捕者が既に 4 件にもなり

ました。ちょっと教育長聞くのも嫌なのかもしれませんけれども 3 月13日には、松本

署に諏訪市の中学教諭が女子高生に執拗に迫った事件。 5 月31日、茅野市の中学校教

諭が南信地方の中学生 2 年の女子生徒に対して出会い系サイトで知り合ってのわいせ

つ行為事件。 7 月24日、駒ヶ根市のコンビニで女子高生のスカートの下にカメラを差

し入れ盗撮しようとした事件。 8 月19日、中川村の小学校の教諭が麻薬成分を含んだ

違法薬物を輸入した事件。県教委が昨年来から行ってきた不祥事根絶の対策会議、現

場での指導、研修はほとんど実効性がなかったことがここへきて分かったわけですけ

れども、更にですね我々が心配しますのは、昨年度の北信地方の要するに事件から今

年度は、我々の生活行動範囲である南信地方全域の学校に広がって来ています。びっ

くりするのは茅野や松川のケースは、いずれも年齢が40歳代であり、ベテランの域に

達した若い教員のリーダー格とされている世代でございます。このことについてです

ね教育長の今の所管とそれから実行性のある再発防止の対策についてどういうことを

してきたいのか。あるいはこれからどのように改善しようしているのかを伺いたいと

思います。
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○教育長

　今のご指摘には私も大変心を痛めているところであります。特にですね今年度の場

合はですね南信地方が非常に多くなってきておって特別に心を痛めているところで大

変遺憾だというふうに思っております。しかし、 3 件、 4 件というふうに上がってく

るのは非常に残念ですけれども大部分の先生方は本当にこれに心を痛めて「俺たちは

一所懸命やるぞ」という気持ちを持っている人たちでありますので、全部が全部の教

員が腐っているわけでもないし、また教育の専門誌を読んでいると長野県以外でもこ

うした事例は非常にたくさん出てきておりまして、長野県だけあるいは南信地方だけ

の現象ではないなというふうに思っております。それから今までどんなことをやって

きたのかということでありますが、県の教育委員会でも非常にこれに心を痛めていろ

いろな対策をしておりますし、それに付随して町でもいろいろな対策をしてまいりま

した。それぞれの学校では何回にもわたって不祥事防止のための講習会を開いたり、

話し合いをしたりしております。この 7 月、 8 月でも各学校で 3 回ないし、 4 回の研

修をもっているところであります。そしてその研修の中身を全部書いて、県へ報告す

るというふうになっておりまして、過日報告をしたところであります。どの学校でも

本当に真摯に取り組んで、例えば校長先生が「おい、やるんじゃないよ」って終わ

り、っていうふうなそんな研修ではなくてですね、十分に資料を使って研修をし、そ

してグループ討議をして「俺たちどうやったら、こういう事件を起こさないで済むだ

ろうか」ということを真剣に話し合った。そんな結果が出てきています。それはどこ

の学校でも同じなんだろうけれども、事件が起きて調べられてみると他人事のように

受け止めていたというような記事もありますので、これで絶対起きないとは言えない

かもしれないけれども、極力そういうことが今後起こらないように更に、研修を深め

たり、機会あるごとに私も町の先生方に訴えてきましたので、そんなことをしていき

たいというふうに思っています。以上です。

○岩田（ 5 番）

　教育長も心を痛めているということがよく分かりましたけれども、結局ですね先ほ

ども申しましたように内部統制とコンプライアンスに帰着する問題もありますけれど

も、教育委員長や教育長、それから校長先生が何回も対策会議を重ねてもですね、現

場の教師の抱える心の問題とか難しさということはなかなかね、現場の人でないと分

からないと思います。私は今ボランティアで月 1 、 2 回程度西小学校でのクラブ活動
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の時間に囲碁と将棋を指導していますけれども、 4 年生から 6 年生まで非常によくま

とまって 6 年生を部長、副部長に決めましてですね、本当に先生と生徒の信頼関係も

素晴らしく貴重な時間を過ごさせていただいていますけれども、対策の 1 つとして、

小平市が一番有名なんですけれども民間ボランティアによる教育サポートスタッフ制

度などをですね、積極的に教育委員会で検討していただくことはできないでしょうか。

○教育長

　学校の教育は今や学校の中だけでは完了しないというふうに皆が考えております。

社会の人々、世の中の人々の力を借りて学力向上や体力向上やそれから今申されたよ

うなこと、どんどん取り入れてですねいくことが開かれた学校の対応でもあるだろう

というふうに考えておりますので、町におきましては岩田議員さんもやってくださっ

ておるように、町の力を借りて学校の中へどんどん入っていただき、いろいろな活動

に当たってもらうということをやっておりますので、不祥事の解決にもですね開かれ

た学校、門戸を開いてどんどん地区の人に入って来てもらうことで、そういうことも

防げるだろうというふうに考えて現在、学校支援地域本部事業というのを、または

キャリア教育というようなことで外から学校へどんどん入って来てもらうことをやっ

ているところでありますので、そのへんを工夫して更にできることがあればやってい

きたいと考えております。以上です。

○岩田（ 5 番）

　それではですね、 3 番目ですけれども、原稿では「悪い事はさらに続きます」って

書いてありますけれども、 7 月18日南箕輪村の南部小学校で女性事務職員が、給食費

など 163 万円を横領着服していたという事件。ところがですねこの女性は数年前の勤

務地である宮田中学でも着服して、それも分かったと。給食費だけでなく返金分、給

食のですね、返金分。職員の慶弔費も横領していたと。辰野町の小中学校ではどうい

う集金方法を採って、監査方法を採っているのかお伺いしたいと思います。

○教育長

　辰野町の特に給食会計についてですね、どこの学校でも原則は口座振込みをやって

おります。ただ口座振込みの場合は家庭によっては引き落としができないような状況

になっている場合もありますので、そうした場合の対応が多少学校によって違います

けれども、引き落としができなかった場合も何回か請求をして口座へ振り込んでもら

うという方法、それから一部現金で学校へ持って来てもらうというような方法を採っ
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ている所もありますし、そのへんはちょっとばらつき、落ちなかった場合の払い込み

の方法には少しばらつきがあります。時によって持って来てもらう場合もあるし、銀

行へ振り込む場合もあるし、件数としては大変少ない件数ではありますが一部現金の

取り扱いがございます。それから児童生徒はそうなんですけれども職員の給食費です

ね、の集め方。これは毎日出勤している職員は良いんですけれども非常勤で毎日出勤

してない人もいますので、金額が皆違ったり毎月違ったりなんかしてますので、これ

につきましても口座へ振込みをしている所と一部現金で納めている所もございます。

それからもう 1 つは学校を欠席したりですね、行事のために給食を食べないというこ

とが子どもがあるわけですけれども、そのための返金ですね。返金の事務はこれも口

座振込みでやっている所と、それから 2 月が最後ですけれども、 2 月の給食費で調整

をして徴収額を人によって異なる徴収額で徴収するというようなやり方をしている所

もありますので、そのへんの細かい点については多少ばらばらしていますが、原則と

しては口座振替という形でやっております。

○岩田（ 5 番）

　もちろんきちっと管理していただいているということを前提でものをやっています

ので、これ以上、言いませんけれども多分ですね、会計をですね職員一人が担当し、

決算書の数字をですね口座の残高に合わせていたため、ＰＴＡの役員がですね監査を

役でなっても見抜けなかったということが原因だったと思います。いずれにしまして

もですね、性善説に立たず、性悪説の立場からですね複数者による管理、専門家によ

る監査などですね場合によっては行ってですね、有効な方法でとにかく皆さんの給食

費を管理させていただくということを考えていただきたいと思います。 4 番目に移り

ますけれども・・・はい、どうぞ。

○教育長

　複数の監査ということですけれども、どこの学校も全部、複数でやっています。全

部やってます。 3 人ないし 4 人くらい。事務の先生、それから給食主任の先生、栄養

士の先生、学校によっては更に養護教諭の先生という先生方が収入の分担の先生とか

支出の分担の先生とか返金の分担の先生とかいうようなことで分かれてお互いに

チェックをし合いながらやっておる。更に、校長、教頭がチェックをするという方法

でどこの学校もやっております。
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○岩田（ 5 番）

　そういうふうにきちっと分業化しているにも拘わらずこういう事件が起こるという

ことですので、難しいところだと思いますけれどもよろしくお願いします。

　 4 番目になりますけれども 8 月22日付のですね『長野日報』にですね交流サイトで

児童の被害が増加しているという記事が出ておりました。先ほどの茅野市の事件など

は正にこの交流サイトがきっかけであったと報じられています。警視庁によりますと

被害児童の 6 割は利用時の注意を親から受けておらず、有害サイト対策の「フィルタ

リング」の機構があるんですけれども、それにも加盟していなかったとの調査結果が

出ています。辰野町の小中学校では、どのように指導しているのでしょうか。対策と

しましては、有害サイトに接続できないブラック方式と安全なサイトのみ利用できる

ホワイト方式がありますけれども、ぜひですねホワイト方式でのフィルタリングする

ということをですねお願いしたいと思いますけれども、教育長のご説明をいただきた

いと思います。

○教育長

　辰野町の小中学校では現在ですね、原則として携帯とかスマホの関係は学校へ持参

しないというのが原則であります。どうしても持って来なければならないような事情

がある時には必要ない昼間は先生に預けておくと。帰る時にお渡しするというような

形で学校ではそういうものを扱わない、いうふうになってます。またパソコンなどで

扱う場合は学校の授業で教室で扱いますので、そういうことはできないようにしてあ

りますし、フィルタリングをかけてあります。また、子どもが育つネットワーク委員

会という委員会を作ってありますけれども、これは町内の小中学校の先生方や警察も

入ったり民生委員さんも入ったりしていろいろな方々で組織をして子どもを守ろうと

いう組織でありますけれども、この組織の中でもいろいろな研究をしながらこういっ

た要するに情報機器ですね、の利用の仕方を制限したり親にＰＲをしたりして何とか

間違いの内容にしようというふうにやっているところでございます。またＰＴＡの会

合で、講師を呼んでこういったものの危険性をアピールしたり、あるいは中学生もあ

るいは小学生も学校によっては講師を頼んで、講演会を開き危険性について告知をし

たり、自分たちの使い方を考えようということをやっているところであります。フィ

ルタリングについてはですね「ぜひ。かけてください」ということは親にも頼んでい

るところであります。学校では使わないけれども家庭へ帰ると中学生なんかはもうほ
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とんどが使っている状況であります。したがってですね今や依存症っていうことをよ

く言われておりますけれども、依存症にかからないようにしようということを皆で

やっているところであります。また出会い系サイトなんかはね、これ当然使わないの

が当たり前ですけれども、そういったものに対する危険性も十分啓発していきたいと

こんなふうに考えているところであります。現在のところ、出会い系などで被害に

あったということは聞いておりません。以上です。

○岩田（ 5 番）

　スマートフォンの普及がですね、これから更にですね激しくなって皆そのスマート

フォンを持つような時代になりますので、ぜひですね、大変でしょうけども学校の方

もですねその対策をですね、しっかりやっていただきたいと思います。時間もないで

すけれども、 5 番目にですね、最後にですけれども開かれた教育委員会の在り方につ

いて 2 点だけ伺いたいと思います。いささか、旧聞に属しますけれども、 4 月16日付

の『信濃毎日新聞』の社説に教育委員会の形骸化に対して極めて鋭い洞察がなされて

おります。政府の教育再生実行委員会が教育行政の権限と責任を教育委員会から教育

長に移譲することなどを受けてのですね、反論でした。このことを受けてですね私も

いろいろ考えたんですけれども、まずですね 1 つはですね教育委員が月 1 篇のですね

教育委員会の事務局案をですねレジメに沿って追認しているだけという批判に対して

は、どういう形でですね教育委員会の活性化を図っていくのか。それから 2 番目にで

すね、会議の回数を増やし、休日や夜間なども開くなどしてですね町民傍聴の機会を

多くする工夫はできないのかと。この 2 点について伺いたいと思います。

○教育長

　 2 点ということであります。教育委員会の形骸化ということで、追認をしているだ

けではないかという批判でありますが、確かにそう言われればそういわれる部分もあ

ろうかというふうに思いますが、現在、委員長もそれに心を痛めて何とか形骸化でな

い方法をやろうじゃないかということを今、やりだしていろいろな点で考えていると

ころであります。時には研修の機会をもったり、あるいは今までもやってきておりま

すけれども、議会の福祉教育常任委員会さんと懇談会を持ったり、それから校長会と

懇談会をもったり、また女団連の皆さんとも委員長や私が行って交流の機会をもった

りする。外のいろいろな団体と交流をするという形で何とかこれが打開できないかと

いうようなことを考えているところでありますし、また今年度は議会に向けて、これ
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も国の法律で決まっているわけでありますけれども、報告をするというようなことも

ありますので、今その案を作成中でありますので、近々議会へ報告ができるだろうと

いうふうに思っております。そんなところで、徐々に形骸化というところから脱却し

たいなという気持ちを持っているところであります。それから夜間とかね場所を変え

てということも今年度考えているわけでありますけれども、本当に有効であるかどう

かということもね、その例えば、じゃ川島小学校で夜開きましょうと言った時に「ど

ういう意味があって川島小でやるの」って言われることもありますので、計画はもっ

ているわけですけれども、ちょっと今足を踏んでいるところであります。以上です。

○岩田（ 5 番）

　教育長も一所懸命苦労されていることが分かりましたけれども、ある調査によりま

すと例えば松本市あたりの教育委員会でも、年に傍聴するのは 1 桁であるという話も

伺っています。これはですね、教育委員や教育長だけに責任を押し付けるのではなく、

我々も町民としてですね今後、教育委員会を傍聴したりしたいと思っていますんで、

福祉教育委員会でも話し合いという以前にまず、教育委員会の傍聴ということも考え

ております。いずれにしましてもですねもう少しですね教育委員会というものが、町

民の目の前で分かりやすくなってそして、闊達な意見や討論ができたらと思います。

これで質問を終わります。

○議　長

　ここでお諮りいたします。本日の会議はこれにて延会としたいと思いますがこれに

ご異議ありませんか。

（議場　異議なしの声）

○議　長

　異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会といたします。長時間、大変ご

苦労さまでございました。

９ . 延会の時期

　　 9 月 9 日　午後　16時　38分　延会
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平成25年第 8 回辰野町議会定例会議録（ 9 日目 )

１．開会場所　　辰野町議事堂

２．開催日時　　平成25年 9 月10日　午前 10時

３．議員総数   13名　

４．出席議員数　13名　

  1 番　　宇　治　徳　庚　    　 2 番　  成  瀬  恵津子  

  3 番　　根  橋  俊  夫  　　　　 4 番　　三　堀　善　業

　　５番　　岩  田    清    　　 6 番　　矢ヶ崎　紀　男

　　 7 番　　熊　谷　久　司  　　　　 8 番　　永  原  良  子

　　９番　　堀　内　武　男    　  10番　　船  木  善  司

　　11番  　中  谷  道  文　　　　　12番　　宮  下  敏  夫  

  13番　　篠  平  良  平　

５．地方自治法第 121 条により出席した者

町長　   　　    　矢ヶ崎　克  彦  副町長   　  　   　　林　龍　太　郎  

教育長　　　　　　　　古　村　仁　士  代表監査委員　　   　　三　澤　基　孝

総務課長　　　　　　　中　村　良　治  まちづくり政策課長　　　山　田　勝　己

住民税務課長　　　　　向　山　  　光　保健福祉課長　　　　　　一ノ瀬　元　広

産業振興課長　　　　　飯　沢　　　誠  水処理センター所長　　　一ノ瀬　保　弘

会計管理者　　　　　　宮　原　修　二　教育次長　　　　　　　　百  瀬　辰  夫

辰野病院事務長　　　　赤　羽　　　博　福寿苑事務長　　　　　　宮　原　正　尚

消防署長　　　　　　　林　　　国　久  両小野国保診療所事務長　河　手　潤　子

社会福祉協議会事務長　守　屋　英　彦  

８．地方自治法第 123 条第 1 項の規定による書記

　　　　　　　　　　  議会事務局長　　　　　武　井　庄　治

　　　　　　　　　　  議会事務局庶務係長　　赤　羽　裕　治

7 ．地方自治法第 123 条第 2 項の規定による署名議員

　　　　　　　　　   議席　第 7 番　　　   熊　谷　久　司

　　　　　　　　　　  議席　第 8 番　　　   永　原　良　子
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８．会議の顚末　

○局　長

　ご起立願います。（一同起立）礼。（一同礼）

○議　長

　おはようございます。傍聴の皆さん早朝から大変ありがとうございます。定足数に

達しておりますので、第 8 回定例会第 9 日目の会議は成立いたしました。直ちに本日

の会議を開きます。本日の議事日程は一般質問であります。 9 日に引き続き一般質問

を許可してまいります。質問順位 8 番、議席 4 番、三堀善業議員。

【質問順位 8 番、議席 4 番、三堀　善業　議員】

○三堀（ 4 番）

　おはようございます。 2 日目のトップバッターということで、ちょっとやりにくい

面もありますけれども、町長最後の私の一般質問ですのでよろしくお願いいたします。

町長にとっては 4 期16年、今になってみると 2 期より 3 期、 3 期より 4 期っていうよ

うに月日の経つのが早くなっているじゃないかと思います。 16年間があまり長かった

とは思えないで今はそんな心境だと思います。しかしいろいろのことを辿ってみます

と大変多くのことを凝縮された16年間、そういう意味では大変人生の大きな積み重ね

をこの議会でやってこられた。議会だけじゃなくて行政のトップとして最高執行責任

者の立場で16年、大変な苦労があったと思います。昨日も 2 人、 3 人ですか、ねぎら

いの言葉がありましたけれども、その気持ちは私も変わりありません。懸案であった

辰野病院が移転新築になりました。既に 1 年が過ぎようとしております。今定例会の

冒頭、町長は挨拶の中で産婦人科のことに言及し、 4 回の増築も含めそれを視野に将

来のことを言われました。これ辰野病院の旧病院の時の産婦人科の大きな成果、それ

を考えますとやはり一番の願いではないかというふうに町長だけではなくて、町民全

員が全体がそういうふうに考えていると思います。そこで、辰野病院の将来像をどの

ように考え、構想をお持ちかということで 4 点ほど質問してまいります。現在移転新

築、当面のことは現在の心情でいいと思います。今まで引き続きの業務をこなして、

それからそうはいっても新築したところですから使い勝手が良いし、また綺麗だし、

いろいろの都合は良いかもしれませんけれども、新しい所へ移ったというやはり、そ

うしたこと考えますと慣れるまでがいろいろの問題もあろうかと思いますし、いくら

都合がいいと言っても、やってきたことと違うことをやるっていうのは非常にそのへ
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んで戸惑いもあるもんだと思います。そういう状態ではそうそうその余裕はないでは

ないかと思います。しかし特に大きな問題もなく推移していることから新しい病院へ

の移転、軟着陸はうまくいっているというふうに誰もが認めるところじゃないかと思

います。それには旧病院の大変劣悪な環境の中でドクターを初め、スタッフの並々な

らぬ努力が「新しくなったら」という気持ちが非常に強かったと思います。そうした

思いの中で新病院に生きているということは、大きな力がそこに働いて動いただろう

と個々のドクターの評価も高かったと思います。したがって今日の滑り出しになった

のは、言ってみれば当然の実力かな、というふうな感じを受けますけれども、良かっ

たなというふうに感じます。そこで、お聞きいたします。将来に向けての特徴付けは

どのようなことをお考えでおられるでしょうか。お聞きいたします。

○町　長

　昨日に続きましての 9 月決算議会 2 日目の一般質問であります。質問順位第 8 番の

三堀善業議員の質問にお答えをさせていただきたいと思います。いろいろとねぎらい

の言葉をいただきましたことを心から感謝申し上げます。辰野病院につきまして移転

新築についてのことでありますが、今後の町においての辰野病院の今後の一つの将来

像という形でご質問でございます。なかなか将来像はもっと高邁な大きな像を持って

いるわけでありますけれども、いかんせん相変わらず医師不足ということが続いてお

りまして、今の医師をしっかり守りとおせるか。また新たに今年 1 名、昨年 1 名、よ

うやく医師を確保したところでございます。まだまだ順当にいきますと 6 、 7 人足り

ない。産婦人科まで入れますとやはり15名体制の常勤医が必要であるとこのように考

えております。それで将来につきましては当初申し上げましたとおり設計にもちゃん

と入っておりますが、産婦人科の常勤医 1 人でも本当はいいんですけれども、昔は 1

人でもちゃんとお産を全部させていたわけですけれども、今の時代の趨勢で 2 人以上

組まないとお産はしない。今も現在、産婦人科の方は外来で対応させていただいてお

りますし、信大の産婦人科の塩沢教授まで 1 日来ていただいて、またほかの曜日はほ

かの先生方が来たりして検診を行っておりますが、いくら教授でもお産は 1 人ではし

ないと。こういうことでございます。これも社会趨勢の問題もございまして、やはり、

簡単にいつも冗談ぽく申し上げるんですけれども、病院へ入院する方で病気だと思わ

なんで入院する人がある。それは妊婦さんだと、こういうことでありまして病気では

ない。したがいまして病院へ入院してお産をして母子ともに健全で退院するのが当た
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り前という感覚の中であります。またそれであって本当はいいんでしょうけども、し

かしその間に何か入院中に起こるとすぐ訴えるという社会姿勢になってまいりました。

先生方もやはり医学というものは 100 ％完璧というものはありませんので、何かあっ

たらすぐ訴えられる。とてもかなわないということで、産婦人科の自分の専門科とし

て選ぶ人が少ないという現象が日本中に出て来ております。医師不足の上に産婦人科

はもっと不足だということで一般の産婦人科以外のお医者さんたちは大都会は大体潤

沢に入っておりまして、地方が大変だということですが、産婦人科に関しましては大

都会でも不足という状態が相変わらず続いております。国家試験で国家の急務であり

ますので 8,500 人も毎年お医者さんが出ているわけですから、その中で国家試験の試

験の順位 100 番から 1,000 番までは産婦人科って時に決めてしまえばすぐ解消するこ

とでありますが、本人の自由意思だとか何とかいうことが先に優先するというような、

だけどもいくら意思であって、医師の意思って、自分の意思であっても国家が窮乏に

瀕している時ですから一時的に緊急避難的にそういう策を採ることだって政治はでき

るはずですけれども、しないというふうなことで大変でございます。しかし、やっぱ

り里帰り出産をしたい、そういう要望は非常に強いわけでありますし、小児科も産婦

人科とセットになっておりますので、小児科だけ別個に外来も来て、今現在来ており

ますけれども、常勤でお願いしますというお願いはしておりますけれども、やはり

セットの方が優先されてしまうと、ということでなかなかそちらも思うようにならな

いということであります。しかし、こんなことがずっと続く日本であるのかなという

ふうなことでありますけれども、もう少し努力をして、こんな中でも努力して産婦人

科の 2 名確保ができれば、あるいはもう少し潤沢になってきて産婦人科の方もお医者

さんたちが来るようになり、あるいはまたもう少し増えてきて辰野へ回って来るとい

うことになれば、 4 階を小児科と言いますか産婦人科病棟になるように設計がされて

おります。本当は一緒に造ってしまう方がお金の方は安くて済むわけでありますが、

やはり空けっぱなしで無駄な投資だとか何とかいうこともまた横行する、言われる時

代でありますので構造計算は全部できて、そしてアンカーボルトも出して綺麗に化粧

をして今は普通、何ともないような屋根のような状態にしておいてあります。ソー

ラーパネルにつきましてはそれ以外の所へ貼るようになって、そこへ現在設置してあ

りますがそういった用意をしているところでありまして、どうしても産婦人科 2 人以

上欲しいなということであります。事実上辰野では産婦人科が信大に引き上げられま
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して、そしてお産ができなくなって、という時期がありました。その頃はちゃんと 2

人体制でいまして、年間 300 人ぐらいのお子さんの取り出しと言いますかお産をして

おりました。その頃、この近く、すぐ近くの市の市立病院では産婦人科は 2 人ぐらい

いましたけれども 165 、 166 名しか平均出産をしてなかったということで非常に実績

あったわけですが、やはり人口というようなことの中で信大の方で再編成で配り振ら

れたわけですが、ほとんど急性期病院にしか今現在いないということでございます。

将来の像という形の中では、やはりこの産婦人科もしっかり確保すること。結局信州

大学のいつも派遣をお願いしていた病院に頼んでも駄目であります。そこにもお医者

さんがいません。もちろん関係を保ちながらほかの関係、いろんな輻輳（ふくそう）

されている関係を 1 本 1 本糸を紡ぐようにしながら、産婦人科の医師もお願いすると

いうことで当たっております。 1 人来るとどうなるかっていうと常勤であっても一部

入院は取りますけれどもお産はしなんで検診だけとこんなような形でありますので、

できれば同時に 2 人と。来る先生方もやはり 2 人セットでないと来ないという部分も

ありますので、そのことをもっと進めていかなきゃならない。こんなことを今、将来

の像に描いておりますし、また辰野ではそうはいっても急性期でなくて亜急性期、病

院の種類は急性期と亜急性期ともう 1 つは療養型と 3 つあるわけでありますが、辰野

は亜急性期を地域医療連携の中で依頼されてますし、辰野もそれに名乗りを挙げまし

たので、上伊那の中では伊那中央病院が急性期、そして駒ヶ根と辰野も亜急性期とい

うふうなことで受けております。急性期の病院の方へ患者さんが入院されて、そして

急性期ではどんどんと入れ代えないと次の急性期がどんどん待っております。上伊那

郡中から集まりますので、治るまでそこにいて退院して家へ帰れるような状態まで急

性期病院にいますとベッドを塞いじゃって次の急性期へ入れないということになりま

すから、亜急性期で駒ヶ根と辰野が引き受けないといけません。そのまま家へ帰れれ

ばいいんですが、やはりそこでも加療が必要であるとこういうふうなことで今、連携

が上伊那は典型的な連携として厚生省もこれが 1 つの今後のマニュアル的な存在であ

るというふうなことを言ってくれておりますが、全部がもう要するに 1 病院完結型の

今は医療、理想ですが今できない状態です。したがいまして急性期とて途中までしか、

それから亜急性期へお願いしなきゃ駄目だ。しかしそんな亜急性期の病院の中であっ

てももちろん手術はしたり、できることはどんどんやって急性期の分野へももちろん、

ダブって入っておりますけれども主ににということでありまして、主に急性期と亜急
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性期と分け、療養型はまた別の所でとこういうふうな形になってます。してまいりま

すと各科も例えば肝臓、あるいは、すい臓、糖尿病専門とかそんなようなものが、科

が必要であるかどうかというふうなことになってまいりますと、亜急性期を今一応担

当している関係で内科も総合内科のようなスタイルを辰野は採っていきたいと、こん

なふうに思っております。外科の方も総合外科って言うんですけど、これがちょっと

難しいことで私も県の医療審議会の委員として意見を言っているんですけれども、長

野県型の総合医を作ろうということであります。例えば整形のことでもそうでありま

すが、整形外科の先生でも内科のことが診れるようにしろというようなことを今言っ

ておりますが、それがために、また少ないお医者さんが世の中に出て臨床するのにま

た時間がかかってしまう。 1 、 2 年の研修が必要であるということで余計医師不足に

拍車かけるんではないかというふうなことを今提案を私いたしております。総合でい

けるのは内科ぐらい。例えば総合外科ということで、今言っているわけでありますが、

例えば脳外科の先生がいたとしまして一所懸命 6 時間も 8 時間もかかって手術をした。

そしたら次の患者さんは心臓であったと、脳外科の先生が心臓をやるというような形

にもなってまいりますが、それこそ、そういったもう本当に高度、高度と言いますか

生き死に直接関係があるような技術が必要であるような外科が特にそういうことが多

いんですけれども、その場合はやはり専門家する必要があるということで、脳外、心

臓外科、こんなふうなことの方が良いだろうと。外科で何でも診れる先生、何でも手

術できる先生っていったらこれ患者さんの方が信頼しなくなってしまうということを

提案しますので、修正をまた県の長野県の総合医、外科に関しましては、あるいはま

た整形に関しましては最後にもう私はそれを言ってくるつもりでおりますけれども、

専門家でやむを得ない。総合的でいい所は総合でいくというようなことで、辰野の場

合は今言うような特徴を生かして、できるだけ総合内科的に考えていきたい。そう

いったことの中で当面の医師不足は切り抜いて特徴を出して、そしてやる気で頑張っ

てモチベーションをそれぞれが皆持って、そして頑張っていく。こういうことであり

ます。心配なのは今の先生方がずっといてくれるかどうか。同時にまたいてくれるだ

けでなくて、いたとしても、もちろんいてくれなきゃ困るんですが、更に補給がお医

者さんができるかと、ここが一番大事なところであります。将来像につきましておお

まかに申し上げました。
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○三堀（ 4 番）

　町長いつも言われていることですけれども、私はこの産婦人科は当分は無理じゃな

いかと思います。今はどうしてもっていうようなことを言えば、ないものねだりに

なってしまうような気がいたします。それを考えますとやはり一つ、何も皆そうです

けれども年度を区切って考えていかないとできないじゃないかと。 10年後にはその準

備に入り、 15年か20年後には開設できるというような目標を立てる。それ今、整形の

方までいろいろ話がありましたので続いて質問を続けますけれども、整形もかつては

大変評判が良かった時代があります。今後は何年ぐらいを目標に目処にドクターを何

人ぐらい確保して手術のできる体制にする。これも今、医師不足ということ言われま

したから大変なことだと思いますけれども、目標をただ言ってるだけでは駄目なんで

年数を区切らないと何事も進まない。掛け声倒れになってしまいます。昨日、宇治議

員の提言に 9 月を助け合いマップの見直し強化月間にという、取り上げました。大変

良い提案だと思って聞いておりました。何事にも数字の目標がないと、それが大事で

その数字がありますとそれに向かって努力する。ぜひ目標には数字を上げて欲しいも

のだと考えております。まとめて申し上げますと今の産婦人科のこと、それから整形

のこと、それから次に私、泌尿器科の新設と言いますか診療開始を何とか努力しても

らいたい。今日進んでおります高齢化の中では充実した診療ができれば大変大きなこ

れも特徴付けになるであろうと思います。それも 1 人の医師では駄目かもしれません

けれども、しかし当面はその診療をし、検査をし、ということでほかとの医療連携の

中でもって機能させるというようなことも考えられると思います。泌尿器科のこと今

申し上げた目標を持つということの中で 4 点ほど申し上げましたけれども、やはりこ

のことは町民の多くが強く望んでいることでありますし、同時に私もよく耳にいたし

ます。特に産婦人科と整形は旧病院の隆盛期と言いますか、大変患者も多かったり、

お産もされてたのでそれを知っている人たちがやはり申されます。そうしたことを聞

きますと、私も孫は辰野病院で産まれております。そうした時に行ってみますと、も

ういつも子どもの声が、赤ちゃんの声が聞こえる。そしてお腹の大きなお産間近かの

ような女性もよく見かけた。そんな経過がありますので、非常に活気があった。やは

り一つその大きな特徴のある病院っていうのが、今町長も言われましたように辰野は

300 を超える、ほかではそれより大きな都市であっても少なかったというようなこと

を考えますと、やはり大きな特徴を一つ持たないとなかなか病院経営も大変だと思い
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ます。病院経営につきましてはちょっとまた後ほど触れますけれども、何といっても

その隆盛期を夢見るわけではありませんけれども特徴付けをやはり、町の人たちもそ

れを望んでおります。どうか町長最初にも昨日も言われましたが命がけでやると、

おっしゃられましたんで、まだ 2 箇月もありますのでぜひ町長の守備範囲は大変広い

と思います。計画の全てが完結はしないと思いますが、手を着けなければ何も始まり

ません。進みませんので、何とかそのへんを進めるようにいろいろなこと言ってても

結局最後はその先ほど町長の中にもありましたけれども、話の中にありましたけれど

も医師不足というこの 4 文字に返って来てしまう。これは何とか 4 文字を次の目標に

向けて数値を上げて計画は立てる。それで将来の方向付けをしていくということで医

師不足をどうか数値に変えて今後それを進めていくというふうに、ぜひお願いしたい

と思います。目標にはその数値がないと具体性が出て来ない。そしてまた努力という

ものの目標も意気込みも感じられないし、やはりただ「こういうことやります」 「あ

あいうことやります」って言ってても数値が入らないと説得力がない、そんな気がい

たしますので昨日、一昨日ですか、東京 5 輪、 2020年の決まりました。驚きましたね。

その途端に経済効果 3 兆円というのポンと数字が出てきました。だからやはりそうい

うことによって株式市場も反応して値上がりしてる。やはり数値がそこに出てくると

非常に具体性が現れるんでその気になるというような気がいたしますので、ぜひ今後

の中では数値がそこに大事なものが、数値がそこにあるんだぞというような方向付け

をぜひお願いしたいと思います。診療科目はいろいろあってもその今申し上げたよう

に、なかなか 2 人以上いないととか、産婦人科は小児科が必要だとかっていうような

ことありますが、今申し上げたまとめてその数値目標のものを含め、整形外科、それ

から泌尿器科のことについて町長の方から見通しになってしまうかもしれませんけれ

ども、お答えお願いしたいと思います。

○町　長

　引き続きお答え申し上げます。ちょっと頭の中、私自身ですけれども頭の中で整理

するためもう一度ちょっと申し上げたいと思うんですが、これ大事なことであります。

何で医師不足かということでありますが、これ大事なことであります。何で医師不足

かということでありますが、これは裏で国策でもあります。裏でですね。表きっては

言ってません。結局地方の病院を減らさないと今、 37兆円から40兆円になるという医

療費を削減するにはどうしたらいいんだろうって、いろんな手をやってきたんですが
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薬価基準だとかいろんなことやってきましたけれども、ついに駄目で結局病院を減ら

す、大都会で減らすと怒られますので地方の病院を減らすとこういうふうな国策が裏

にあるんではないかと思われるということです。しかしそうとしか思われないような

政策であります。どんな政策があったかというと、もう耳にタコが当たるほど皆さん

方もお聞きだと思いますが、昔のインターン制度、これを臨床研修医制度と言ってま

すがこれをその大学でなくて自由にどこへでも行ってよろしいというふうに決めたと

いうこと。したがって地方の大学の医学部出ても大都会へ行って研修しちゃう、が多

くなったと。その次は医療が細分化されたと。先ほど言いましたように内科と言いま

しても僕は肝臓の専門だとか。胃だけだとかですね、というふうに細分化されちゃっ

て、総合医的でなくなってきた。したがいまして医師が非常に不足するわけです。ま

ともに内科をやろうと思えば今、 10人必要だって言います。各専門家を合わせて。と

いうぐらいになってきているので、また医師不足に拍車をかけてる。それはまた総合

医でもってカバーという方向が出ております。もう 1 つはこれは誤解されては困るん

ですが、女医さんが非常に増えてきた。約 3 分の 1 ぐらいは女医さん、女性が受かる。

これは結構です。非常に決め細やかであり、また集中的であり良い医療をされるんで

すが残念なことに結婚されると大体 7 、 8 割は結婚されますので中にはキャリアウー

マンでずっと結婚しなんでやる方もいらっしゃいますが、その方々が家庭に入ると、

子どもを産むとセミリタイアしちゃう。その間だけずっと休んじゃう。また復帰され

ましても、もう私は家庭があるので、要するに夜勤はできない、というような形に

なって非常に医師の戦力不足に繋がることは事実です。ですから女医さんのそういっ

た能力を日本もお願いする以上、世界もお願いする以上、女医さんを入れる以上、も

う少し男子を採っておかないと、これがうまくバランスを取って、 8,500 人いるって

言いましたが 8,500 人の人数のそれだけの機能はしてないという形になります。この

3 つが大きな原因であります。これを解消しない限り医師不足はまだまだ続く可能性

が高いわけであります。さてそんな中で長野県の医療審議会の中で決定いたしました

のは要するに奨学金の貸与っていうんですけども医学生の就学資金貸与制度を、これ

はもう 5 、 6 年、 6 、 7 年前からもう田中知事の頃からスタートしました。これも拘

束できないんですけれども、最近は拘束、拘束っていうことを私ども言いますので、

少し拘束がかかってまいりました。貸与資金を使って卒業された学生は卒業後 2 年間

は初期臨床研修をしてください、長野県の中で。長野県の中で臨床研修を、先ほどの
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臨床研修医制度です。 2 年間はしてください。 3 年間の後期、専門研修も長野県で

やってください。その後 4 年間に対しては自治体病院を優先に、自治体病院が今度優

先という言葉が入ってまいりました。総合診療をしてくだい。要するに 2 年、 3 年、

4 年ですから 9 年間のこの枠をはめたということです。お金を借りて「ありがとうご

ざいました」ってそっくり返されたらもう駄目ですが、この 9 年間の足かせをしたと。

これも憲法的に自由か何とかって変な理論もあるわけですが、本当に困っているわけ

ですから、住民の多くが困っている時の緊急措置としてこういったことを採ってもら

いました。それで、それらの 9 年、要するに研修を 2 年、 3 年、て 5 年やった人たち

は自治体病院を中心に、要するに公的病院へまず行くと。今までどこでも良かったん

ですが、これは足かせをはめました。まず公立病院がきちっとしない限り、やはり民

間の病院だって要するに立ち行かないはずです。ということで連携が今取れておりま

すので、そういうふうに今度ははめましたので、少し若干これ期待できるかなと。そ

れでじゃ、 9 年間経ったらバイバイも結構。しょうがない。ですけれども 9 年間も

やってれば大体 3 割はよそから来た、長野県外から受けた学生もその県へ残るってい

うのが昔の方法です。昔はもう自由に全部自由だったんですが、臨床研修医、要する

にインターンを自分の卒業大学でやったために千葉県から来た方とか北海道から来た

方とか皆、入り組んでおりますが、そういう外部から来た、県外から来た先生方も大

体こう馴染んできて結婚するとか、人間関係ができるということで 3 割は残る。その

3 割で長野県の医師が潤沢に回っていたんです。これを自由にしちゃったためにそれ

もほとんどゼロに近くなっちゃったと。だから今困っている。こういうのが本当であ

りますが、一応医療体制県の方で変えるようなことは方向が取れて我々の意見も少し

ずつ通ってきたとこんなことであります。今後は自治体病院を優先して医師を派遣す

ると。派遣って言いますかね、やっぱり信大から出す場合には派遣でしょう。それで

今度は産婦人科のことは先ほど申し上げましたが、目標値を掲げてっていうことです

が雲を掴むような状態で信大の各教授には挨拶に行ったりいろんなことをいたしてお

りますが、もうとにかく信大の医学部にも派遣させるだけの人員がないということで

いつも同じことであります。ちょっと増えたと思うとまた駄目になっちゃったと。こ

んなようなことであります。今、大町病院が始めましたけれども 3,000 万円ぐらいは

積むんですね。それで信大医学部に差し上げる。そうすると研修をその病院でしても

らえるっていう、ものすごいことを始めた所があります。信大の方もそういったお金
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もらっていろいろと研究。だから研究の場所をそこの大町病院へ移してやるとか、研

究が主ですけれどもそれでそこで、診察もしてくれるということですが、 1 人に

3,000 万円かけて年間、ですよ、来年になるとまたもう 3,000 万円、その次になれば

3,000 万円て毎年こう積むんですよね。だから変なことを始めたもんだなと思って、

あんまりこれ感心しない。辰野には適用させないつもりで私は今のところおりますが、

そんな制度も苦肉の策で採ったところもあります。泌尿器科につきましてであります

けれども、泌尿器っていうのは腎臓から始まって排出まで全部でありますが、やはり

男性の前立腺肥大だとか女性もやはりそういった排尿疾患等も当然、歳とともに現れ

てくることも自明の理でありますが、これで実はやはり産婦人科と同じで泌尿器科も

2 人いないと手術しないですね。それで 1 人だと結局名医がいましても先ほどの原理

で、はい診て、じゃ手術が必要なら急性期病院へ送る、紹介する、こんなことになっ

ちゃうんです。それでは現在辰野病院では内科の医者が、内科の先生方がその診るぐ

らいのことはできますので、診てそれで内科的に治療できればそのまま治療しますし、

また手術だとか、少しこれは前立腺が大きくなり過ぎちゃってるとか、またそれから

もう少し悪性なものも少し見えるとかいうような場合はすぐ発見できますので、そこ

で紹介状を書いて、専門医の方へ送っております。じゃ 2 人入れれば良いだろうって

これまた医師不足でありますが、 2 人今おくと、 2 人だけの需要があるかというふう

に考えるわけですね。辰野の人口ではもうちょっと経たないと、大分高齢化進んでい

ますからそのことに対しては良いことなんですが、もうちょっと経たないと再三が取

れない。儲けるためっていうことじゃないんですけれども、あまりそこで大赤字出し

てもというようなことで 2 人いなきゃいけないですから、ということでございますの

で、もう少しこれは時間が、需要の問題でかかるかなとこんなふうに思います。目標

値を立ててということでありますが、目標、 1 年に 4 、 5 人入れたいという動きを

持っているんですがそれはもう言わずと、もう無理なようです。八方手を尽くしてイ

ンターネットの関係も、またどんな先生でも一応お話をする。前に78歳のお医者さん

が「来ても良い」という話もありました。それでも、まあずっと前の話です。それで

もお行き会いに行ったり、担当を飛ばしましたり話をいたしております。もう 1 人は

たまたま残念なことでございますが車イスの先生でいらっしゃいまして、鎌倉の方に、

それも事務長、飛ばして話しました。それで難しいのはその先生、じゃあお願いす

るっていうふうに決めたとしましてもですね、たまたまその場合は駄目でしたが、今
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の医局の先生方の同意が必要なんですよ。これが普通の会社その他と違いまして、そ

れこそ同意しない先生入れたもんなら、ほかの先生方のモチベーションは下がっちゃ

うというようなこともありましてやはりほとんどオーケーになった時に医局の先生方

にこういう先生ですからって紹介して、「ああ、じゃ良いだろう」と言われると初め

て入っていただくこともできるとこういうことになりますので、ちょっと違う世界で

あります。人が言えばオーケーならすぐ入れるっていうもんでもありません。そんな

ことで要するに上手にうまく回していくにはとても本当の話、病院は大変です。大変

ですけれど自分のためには、やはりトップたるものは歯を食いしばって方向性を見出

して、何が何でもお医者さんも 1 年に 1 人や 2 人ぐらい入れながら頑張ってる。同時

に今の先生方が辞めないように何とかお願いするよう日ごろの、ただ普通にいてく

れっていうだけじゃ駄目ですので、いろんな詳しく申し上げませんけれども、その先

生に関わるいろんなお話し合いもしたり何かしなきゃいけないこといっぱい出て来て

おりますので、ご理解をいただきたいと。せっかく造った病院でありますし皆やる気

になってますので、更にまた発展するように私もいる限りはそういうふうにやってい

きますので、そんなこともまた継承して欲しい。ただし大変難しい。難しいけれどや

らなきゃならんこと。こんなふうなことでお願いを申し上げたいと思います。

○三堀（ 4 番）

　大変難しいことだらけだと思います、確かに。それだけじゃなくて町長16年間は全

部難しかったんじゃないかと思います。バブルが崩壊して景気はその前はずっと右肩

上がり。それでその時にはもう「それ行けどんどん」でやってきたことが全部なかな

か思うようにいかなくなってきた。いろいろの中間でバブルだけじゃなくてリーマン

ブラザースの問題もありました。ですから指定管理者制度の問題いろいろ含めて、土

地開発公社の問題、全部一切合切はその16年間の中で片付けていかにゃならないこと

きっりが多かったじゃないかと思います。そういう点はどっちかというと冷や飯を

食った部分が多かったかなというような感じがいたします。それにしても今申し上げ

ているようなことはぜひ、次の担当される方に十分に伝わるように引き継いでいただ

きたい。それから今、ちょっと先ほど後でというふうに申し上げましたけれども、町

長の方から出ましたが、いわゆる公立病院て言いますか辰野病院の使命というものを

考えた時にただ、採算性を重視するっていうことが、それは当然考えにゃいけません

しそうあるべきだとは思いますけれども、まだ浮き足立っているような状態、あるい
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はまだ定まらないようなところでもってそれを果たしてプレッシャーかけていいかど

うかっていう非常に多いな問題あろうかと思いますんで、そのへん私一言申し上げた

いのはやはり公立病院のこれは宿命のようなもんだと思いますけれども、やはり地域

医療を支えるというそれが公立病院の使命じゃないかというふうに考えます。やはり

その地域の人たちと健康を維持し、そしてその医療をなくしてはならんというのが、

前々にお聞きした松崎院長の話もそうですけれども、やはりこの地域に医療をどうし

ても、なくてはいけないんだという使命と同時にそれをうまく転がせる内容になるよ

うな、やはり経営陣というものをしっかりさせにゃいけない。全部難しいかもしれま

せんけれども今後においてもやはりこの地域医療を支えるのは辰野病院だということ

の中でしっかり運用していただきたいというふうに考えます。次にちょっと町長では

なくて病院の事務長に 2 、 3 お伺いしたいことがありますので、お願いしたいと思い

ます。新しく病院ができて 1 年くらい経ちますがその中でもって私の所へ、電話やあ

るいは行き会った時に直接伺っているわけですけれども、ちょっと事務長に抽象的な

ことですけれどもお伺いしたいと思います。今事務長が常に、新しい病院に移れられ

て心がけていること、これから大切にしてきたことやこれからもそうであるという大

切に励行しているっていうことは何か、どんなようなことがあるでしょうか。もし、

分かりましたらお願いします。

○辰野病院事務長

　三堀議員の今の質問ですけれども、ここで 1 年病院が経過したわけであります。や

はりその中で一番気をつけてっていうのは、やはり明るい雰囲気、職場ですね。そう

いうものとやはり気配りっていうか、そういうものが必要だと思います。病院の方で

も投書箱等作っていろんなご意見をいただいている中で「やはり新病院になって良

かった」というご意見が多い反面、「やはりちょっと待ち時間が長い」とか「挨拶が

できていない」とか。そのへんをちょっと指摘される方はまだまだ多いところであり

ます。昨年、旧病院の時に患者満足度調査っていうのをやらせていただきまして、そ

の結果は80％満足だっていう回答をいただいたんですが、逆を言えば 20％の方は不満

足だという中でそれを認識しております。新しい病院になりまして、また同じような

形で満足度調査やらせていただきまして、そのへんの状況等また把握しながら職員一

同町民に愛される病院ということで頑張っていきたいと思います。以上です。
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○三堀（ 4 番）

　ぜひ、今の心境をお伺いいたしましたけれども気配りを持ち、そしてまたアンケー

トなんかを重視することも良いんですけれども、やはり声というものを受け止めて、

満足度の上がるような、今80％っていってあと20％が、まだ不満足だということを強

調されたその姿勢は非常に評価できると思います。もう 1 つちょっとお伺いしたいん

だが、事務長が事務局の職員、スタッフに対してはどのような応接って言いますか、

対応って言いますか、接客って言いますか、応接を指導しているかちょっとそのへん

もし分かることがありましたら、お願いします。

○辰野病院事務長

　病院の方では職員に対しましては先ほど申しました、患者様に対する声掛けとか、

挨拶等、不十分な所がございます。過去からずっと接客ですね、接遇研修等をやって

おります。ただ、接遇研修でも普通の接遇研修でしたら聞いて終わりということであ

りますけれども、なるべく気をつけなきゃいけないようなそんな研修を心がけており

ます。今年につきましても 1 回やった中でまだまだ不十分でありますけれども、後は

今回人事評価と後、そのほかに病院の機能評価っていうものを今年からは取り組んで

いるわけでありますけれども、その取り組みの中で職員の質の向上っていうか、それ

を目指していきたいと思っております。以上です。

○三堀 (4番）

　ぜひ、やはり私の所に入ってくる声の中にちょっとそんなようなことを聞いている

もんですから、申し上げました。ぜひ、事務長まだ若いんでいろいろの勉強されてい

かにゃいけんと思いますし、今お聞きするとこういうことや、ああいうことをやるっ

ていう、ただそれを普通にやっていればいいという問題じゃなくてそこに一つ積極性

があって、その時に事務長がどのくらいの指導力を発揮できるかっていうことも大き

な将来的なものがそこに加わってくると思いますので、どうか職員に対してももちろ

んですけれども、医療のことについてはドクターの指示があろうかと思いますが、一

般的な問題についてはやはり看護師に対してもあるいは検査技師、皆がそうしたス

タッフに対してはやはりできるだけ事務長の指導力というものを発揮していただいて、

今そう気になるような問題はありませんけれども、小さいものが重なっていると大き

な問題になってくるということを考えますとやはり、今が一番大事かなというふうに

感じます。ぜひ、そんなような考えでもってこれからの業務に当たっていただきたい
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と思います。時間がまいりましたので、これで私の質問は終了いたします。

○町　長

　先ほど質問のような、でないような話で感想がありましたので、簡単にお答え申し

上げたいと思いますが、高度成長の頃は実は垂れ流しの時代と言われまして、国その

他の補助金等も言えば来るという時代で大変楽だったなあというふうに感想を持ちま

す。私の方が大変いろんな所で苦労だったろうっていう話でありますが、時代がそう

であったというふうなことでそのように思います。病院のお医者さんに対しましても

信大へお願いしておけば各教授の方から引き上げられてもすぐに代わりをよこしたと

いう時代、これは非常に楽だったろうなと確かにそう思います。今は違いますので、

病院に集中して現してまいりますととにかく人脈しかありません。日ごろの活動と人

脈と知恵であります。これを早く構築をされるように私どももまだまだ不十分であり

ますけれども自分なりのものを作らないと、なかなかこれが難しいだろうと思います

ので、せっかく造った病院でもありますし、皆が期待するものであります。とにかく

まず医師を確保して、今あと言われたようなことも十分注意しながら住民の苦情を増

やさないような方向で進んでいかなきゃならないと、こんなふうにまだまだ 2 箇月あ

りますので、進めるように話をしてまいります。以上であります。

○三堀（ 4 番）

　じゃ、一言だけ僕も最後に、苦労した方が後はいろいろの思い出がいろいろと楽し

くなるものだと思います。私も今まだ小さい頃から本当に苦労の積み重ねで今日来て

ますので、これからが楽しみだろうというふうに理解しております。大変余分なこと

まで申し上げて失礼いたしました。これで終わります。

○議　長

　進行いたします。質問順位 9 番、議席 3 番、根橋俊夫議員。

【質問順位 9 番、議席 3 番、根橋　俊夫　議員】

○根橋（ 3 番）

　それでは通告にしたがいまして、質問を大きな 3 項目にわたりまして質問をしてま

いりたいと思います。最初に一貫教育の推進ということで質問をさせていただきます。

教育に関しましては、昨日もそうでしたけれども実にさまざまな今日的な課題に対し

ての改革というものが叫ばれております。すなわち教職員の不祥事問題、体罰問題、

学力向上対策、あるいは発達障がい児の子どもさんの対策。あるいは子どもの貧困対
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策。などなどでありまして、これらどれも非常に重要な課題と思われますけれども、

この学校における、学校現場での実態につきましては私も十分な把握はできてない部

分もありまして、今後の更に調査研究が必要というのが私の置かれている率直な現状

であります。そこでこの間、議会の福祉教育常任委員会では教育問題について学習を

し、理解を深めるということになりまして、過日両小野小学校、中学校において進め

られております一貫教育、今後は両小野学園というようにいい、ちょっと触れさせて

いただきますけれども、その実態について視察をする機会がありました。そこでの体

験と数年来一般質問でも行ってきた議論を踏まえて質問をしてまいりたいと思います。

まず、過去の議会答弁におきまして特に発達障がいなど幼児、児童のこういった障が

いの早期発見、それから早期対応を主に系統的に適切に行っていくために医療におけ

るカルテのような形で成長を記録をし、見守っていくための記録を保育園から小学校、

中学校まで一貫して継続をして対応していくというような答弁がございましたが、こ

の一人ひとりの子どもの成長を教育委員会が確実に支えていくというこういう取り組

み、非常に大事かと思いますけれどもこの取り組みの現状と成果、そして今後の課題

についてどのように評価し、あるいは考えているのかお伺いいたします。特にアスペ

ルガーだとか多動性発達障がい、いわゆるＡＤＨＤなどの発達障がいが近年増加をし

てきているのではないかという指摘もありまして、そういった実態も対策を含めまし

て今の点についてお伺いをいたします。

○教育長

　一貫した教育、そしてまた今の発達障がい等に対する対応ということでございます

が、今お聞きしますと小さい子どものうちからずっと保育園、幼稚園、小学校、中学

という所を通してですね発達障がい等就学の指導についてどうするかというような質

問かと、こんなふうに思っております。それはですね、一番は就学相談委員会という

のが各学校にもありますが、町の就学相談委員会がございます。町の就学相談委員会

にはですね、保育士さん、それから幼稚園の先生、それから小学校、中学校の先生方、

特に特別支援教育の担当の先生方、そして校長先生や教頭先生、更にですねメンバー

として就学相談員さん、それから教育相談員さんとか、保健福祉課の保健師さんとか、

それから専門の臨床心理士さんとかいうような方々がこの相談委員会に属しておりま

して、小さい子どものうちからこの子にはどういう障がいであってどのように就学を

していくのが良いのか、ということを相談しながら中学の方向を考えているところで
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ありまして、当然、保護者とも連携を取りながらどのようにやっていくのかというこ

とを研究し、そして就学の方向を相談しているところであります。その子が例えば小

学校でこんな学級に入ってこんなふうにやってきたということ。今度は中学に進むに

つれてはどういうふうにしたら良いのかというようなこともこの相談委員会で話し合

いをしながらより良い方向を模索しているというのが状況であります。以上です。

○根橋（ 3 番）

　ただ今の答弁で非常にそういう点では安心をいたしましたし、引き続き要は教育は

やっぱり一人ひとりどの子も持っている能力と言いますか、成長に向けてやっぱりそ

れを保障していかなきゃいけないという点では引き続き個別的なそういった系統的な

努力をお願いできればというふうに思うわけです。続きまして次にこの両小野学園の

取り組みとの関連でお伺いをしたいと思います。両小野学園の教育、一貫教育の実際

を見させていただきまして、いくつか感銘を受けたわけですけれども特に 3 点につい

ては感銘を受けました。 1 つはですね、地域の多くの人々が学校に感心を持っていた

だいて学校運営や子どもたちの成長に関わっているということがあるということ。 2

番目は先生方がとても明るく希望と確信に満ちてこの教育に従事されているというこ

と。 3 番目はこの子どもたちの育ちだとか、あと学力においても顕著な成果が現れて

きているというようなことでありました。具体的にはいろいろありますけれども時間

の関係で触れませんけれども特にこの「たのめの時間」という、この総合学習の成果

というのは、これは非常に普遍性を持った重要な成果でないかというふうに感じまし

た。そこで質問をいたしますけれども、こうした両小野学園における一貫教育、もう

すでに実質 2 年間が経過しているかと思いますけれども、このような成果について教

育委員会としてはどのように評価し、またこの成果を町の教育全体にはどのように生

かしていく基本的な考えで今おられるのか、その点についてお伺いしたいと思います。

○教育長

　一貫教育に関係して両小野学園の在り方、それから更にそれをどのように発展させ

ていくかということかとこんなように思っております。議員さん方視察をしていただ

きましたので、大分様子は分かってらっしゃるかとこんなように思うわけであります

けれども、一番の特徴はやっぱり今申されましたように「たのめ科」という新しい独

自の教科を作っているということかと思います。これは教育課程特例校ということで

文部科学省の認可をいただいてやっていることでありますので、一般の教育課程とは
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ちょっと違うわけであり、外れているわけでありますが、それでオッケーというふう

に文部科学省から認可をいただいているという特徴ある教科でございます。道徳、そ

れから特別活動、それから総合的な学習の時間とこの 3 つの時間が文部科学省の学習

指導要領には示されているわけですけれども、両小野学園におきましてはこの 3 つが

ありません。その代わりたのめ科というのを作って、このたのめ科の中で道徳も特別

活動も総合的な学習の時間も全て目的を達成するようにできているわけであります。

したがって小学校 1 年から中学の 3 年までの間に何をどういうふうにするかという計

画がきっちりとできておりまして、それに基づいて教育をしているというところが非

常に大きな特色であり、一貫教育の一貫たる所以だとこんなように考えているところ

であります。もう 1 つは今度は今言った 3 教科だけでなくて今度は各教科ですね、国

語、数学も算数も理科も全部 1 年生から 3 年生まで本当に一貫した中身になると良い

んですけれども、これがなかなか難しい状況であります。文部省の学習指導要領では

ダブっている各所が多分たくさんあるわけですね。例えば小学校の歴史の授業があり

ます。聖徳太子も織田信長も習うわけであります。中学行っても同じように歴史の時

間では織田信長も聖徳太子も出てくるわけで、そういう所をどういうふうに整理して

一貫していくかということは、これは非常に難しい問題であり各教科によったって全

部やるっていうことがね。しかし全国の中にはそういうことをやっている学校もあり

ますのでそうしたものを参考にしながら、両小野学園でも各教科にわたって一貫した

指導した計画ができるかどうか今、模索をしながらやっているところであります。こ

れができあがるとかなり本格的な一貫教育になるだろうとこんなように考えていると

ころであります。それから地域の方々がですね非常に協力的であるというふうに申さ

れましたけれども、一貫教育の両小野学園を作るにあたっては本当に地域の皆様の力

から発して、地域の皆さんが研究をし、そしてこれを支えて現在も支えてくれている

というふうに考えています。更にこれはですね、今コミュニティースクールというの

が全国的にも大分出て来ているわけでありますけれども、コミュニティースクール化

をしていきたいということも両小野では考えているところでありますので、そんな形

でこれから動いていくかと思います。来年、再来年あたりには本格的なコミュニ

ティースクールにしていきたい。コミュニティースクールっていうのは学校の運営を、

本当は校長がやるわけでありますけれども、校長と並んで地域の人たちが学校の運営

を支えるという形でありまして、今全国的に大分流行ってきたことでございます。地
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域の力を学校へ入れるということや、校長先生やなんかが代わっても学校の方針が変

わらないでずっと位置づいていくというようなそんな仕組みでありますし、開かれた

学校づくりにもなっているとこういうことでありますので、その形が更に進んでいけ

ば良いかなとこんなふうに思っているところであります。それから学力の向上という

ことも申されましたけれども両小野中についても、小中連携において学力が向上して

きているということを聞いておりますし、また今までありがちであった中 1 ギャップ

というようなことがほとんどなくて、中学になってからの不登校が激減しているとい

うこと。それから更に保育園との連携もありますので、小学校 1 年生になってからの

小 1 プロブレムと言われるような状況がほとんどなくて済んでいくというようなこと

もありまして、大変良い方向だろうなと考えているところであります。今後の方向と

いうことでございますけれども、できればですね、辰野町内のほかの学校にもこうい

う組織がうまくいくだろうか、向いていくだろうかというようなこと。地域性もあり

ますし、いろいろあるので、全部一律にすぐやれっていうことはできないかもしれま

せんけれども、こんな方向目指すことはできるかなというふうに思っているところで

ありますし、町内の各学校でも小中、あるいは幼保も含めてですね連携の姿勢ができ

てきておりますので、そんなことがこれからの課題だなと思っています。以上です。

○根橋（ 3 番）

　この間のですね、議会における教育に関するいろんな一般質問の同僚議員もいろい

ろの視点からされているわけですけれども、これをどういう教育をしていくか、どう

いう子どもを育てていくかっていう点の発信が若干弱かったんじゃないかって言う点

で意見もあったかと思います。そういう中でしかし、私もある今年夏も研究集会等あ

りまして、全国的に集まった方との話の中でも改めて思ったんですけれども、実は辰

野町はいろんな教育的な発信をしていて有名な部分があるんですね。今一番全国的に

有名なのはご存知のとおり辰野高校におけるこの三者協議会の取り組みというものは

非常に有名であります。これは、これを見習ってやっぱりやっていこうという動きが

高校だけではなく、義務教育レベル、中学校なんかでもそういう感心があります。ま

た今回の両小野学園の、これは小中一貫ということで、これは全国的にもいろいろ取

り組みもあるようですけれども、こういう地域からの湧き上がるような形でのやっぱ

り教育活動っていうのもこれも非常に注目をされておりまして、これは全国まではい

きませんけれども県的にも有名になりつつあるというふうに見まして、非常に辰野は
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そういう意味では発信をしてきているじゃないか。あるいは取り組んでいるんじゃな

いかっていうような自信を深めたわけですけれども、例えばそういう中でこの『信濃

毎日新聞』のこの記事の中で先生の感想があって、非常に私自身も読んで感動したわ

けですけれども、女性の先生が小学校 3 年生を担当した時の気持ちを述べております。

こういうふうに言っているんですね。その先生はその「たのめ科を始める前は非常に

心配があった」と。 「しかし始めてみたら自分自身がその地域の魅力を発見すること

が面白くて、さまざまな地域の人たちと関わり合うのが楽しくて仕方がない」と。

「こういう実践をとおしてこういった地域の価値を見出したり、地域を愛し、そして

その価値を発信していく。教員も地域の人もそうやって変わっていけたらいいなと

思っている」こういう率直なですね先生からのこの発信と言いますか素晴らしい内容

で、やっぱりこの教育はやはり行き着くところ人対人の営みでありまして、先生方が

いかにやっぱりこの確信を持って子どもに接していくか。自分たちの教育目標に自信

を持って接していけるかっていうことはもう非常に重要な部分かと思うわけですけれ

ども、そのへんは非常にこの両小野学園の取り組みというのは、そこに今かかり始め

てきているということで非常な期待を持っているわけですけども、この種の話はお

じゃました時も校長先生からもそんな同じようなですねお話をいただいておりまして、

くどいようで先ほども申し上げましたが先生方が非常にやる気でいる。だから最初は

うんと心配があったってね。こんなことやったことないし、どうなることやらと思っ

たけれどもやってみて非常にそういう意味では、今言われたとおり楽しい内容である

し、自分たちにとっても有意義だったいうことで、それは新任の先生にもこうやって

伝えている。 2 、 3 年経てば先生はガラッと変わっちゃうと思うんですけれどもこの

教育精神て言いますかそういったのは、継続されていくっていうことで。そういう意

味ではですねこの辰野の両小野に学んで、全く確かに同じようにはいかないと思いま

すけれども東なら東、西なら西、あるいは辰中なら辰中、南なら南、川島なら川島っ

ていうことでそれぞれの地域をバックグランドにしてですね、やっぱりこの強力に教

育委員会としてはその発信をしていくことがいろんな点を改革していく大きなテコに

なるではないかっていう点で急いでいただきたいと思っておりますね。そんな点でそ

ういうことでごく近くに実例もありもうそういうことで成功裡に進み始めているわけ

ですから、ぜひこれを町中に保護者あるいは、だけじゃなく町民の皆さん全体にもこ

の広く何て言うんですかね、広報というか知っていただいて次の教育改革に具体的に

117



進んでいただきたいと思うわけですけれども、そんな点では特にですねあんまり、今

言われたカリキュラムのこともお聞きしました。非常に難しいけれどもやっぱりそう

いうことに手を着けていく中で私も議会ですので、ここですのであんまり具体的なこ

とは申し上げない方がいいかと思いますけれども、今話しがありましたように非常に

両小野中学の学力というものは驚くべき成果が上がっておりまして驚きました。この

ようなですね成果をやっぱり一刻も早く辰野中学にも中学なんかではやっぱり実践し

ていかなきゃいけないっていうふうに思っておりますし、そんな点で、何て言うんで

すかねプログラム、目標と言いますかどのくらいの年月をもってそんなようなことに

考えているか再度お伺いしたいと思います。

○教育長

　大変、良い紹介をしていただいてうれしかったなと思っております。両小野小学校

中学の先生たち本当に最初来た時は心配ですけれどもやってみて本当に良かったと。

今や「地域の人たちの力なしでは教育は考えられない」というような言葉も先生方が

言っておるところで、大変良い方向でありがたいなと、こんなように思っているとこ

ろであります。町内の学校の方ですけれども、何年何箇月というようなことでありま

すが、それは今のところ私は年限を区切って考えてはおりませんので、いつできると

いうわけにはちょっと今、考えておりませんけれども徐々に地域のそれぞれの特徴に

合わせながらいかれれば良いかなとこんなように考えているところであります。町内

のほかの学校でもですね、幼保と小の関連も大分ついてきている、密に関連が取れる

ようになってきておりますし、それから小と中の関係も非常に良い関係ができてきて、

連携を密にしてやることができるようになってきております。今、終わってしまった

んですけれども、 2 、 3 年前にですね小中一貫学力向上事業というのを県でやりまし

て、県内の 4 つの中学だけに先生って数学の先生を一人ずつ余分に加配してくれて、

その先生が中学の所属でありながら小学校へ行って毎日授業をするというような形を

やったことが 2 年ほどあります。その 2 年間の間にやっぱり辰野中学の学力がどんど

ん上がってきたというような状況もありますし、で小中の先生方が授業を交換し合い

ながらそれぞれの理解をするというようなこともやってきております。また、高校と

の関係もですね、辰高の先生と授業を交換しながらやるというようなこともやってお

りまして、相互の理解を深めながらやってるということで、辰野中学の学力も徐々に

上がってきておりますし、先ほど両小野と同じように中 1 ギャップがほとんどなく
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なってきて、不登校生が非常に減りました。そういうような良い状況もありますので、

これからまた徐々に良さをお互いに認識し合いながら進めてまいりたい、こんなよう

に思っております。以上です。

○根橋（ 3 番）

　ぜひ、そんな点で頑張っていただきたいと思います。では次の質問に移りたいと思

います。社会教育の事業の推進に関して教育委員会と町長部局との連携協和というこ

とで質問をさせていただきます。私はこの春から議会の選出といたしまして社会教育

委員を拝命をし、社会教育委員の皆さん10名近くいらっしゃいますけれども、と活動

をともにし、月 1 回の会議だとか県、郡で行われる研修会、更には子どもとのふれい

あ事業にも参加をしてまいりました。私はこれまで社会教育活動というのは、公民館

活動の主な活動というふうに捉えておりましたけれども、今回の活動を通じてこの公

民館活動っていうのはその社会教育活動の一部に過ぎず、社会教育の目指すものは

もっと幅広い教育学習活動でありまして、さまざまな分野に及んでいるということに

気付いたわけであります。また、今無縁社会というふうに言われる社会状況の下で、

この絆づくりというのは今日的課題というふうに以前から強調されておりますけれど

も、 3.11以後は特にまた強く意識されるようになっている人と人との絆づくり、この

活動が実は社会教育の大きな目標なのではないかということにも気付いたわけであり

ます。さて、社会教育委員会では今後の町の社会教育が目指すものとして今後の活動

目標を策定中でありまして、 8 月の教育委員会に対してその原案が提案をされている

ところかと思います。活動目標は 6 つの重点取り組み方針ということになっておりま

すけれども、具体的には豊かな自然環境を育み生かす。 2 番目は支え合いとやすらぎ。

3 番目は安心安全で快適な地域を形成する。 4 番は活力ある産業と賑わい。 5 番とし

ては学びあいと育ち。 6 番は参加と交流。というような大きなテーマを元に更に15項

目ぐらいの具体的な目標も立てられております。どれも重要な取り組み内容でありま

す。これらの事業が具体的に進展すれば辰野町民の絆が深まり、活力のあるまちづく

りが推進できると確信をしているものであります。この目標に沿った町の事業という

のをほかの事業もありますけれども町の事業を見ますと、教育委員会の所属事業は確

かに多いわけですけれども、それ以外に町長部局で実施されている事業もいくつか関

連をしております。したがって事業を推進するためには教育委員会と町長部局との連

携が不可欠であるというふうに考えます。そこで質問いたしますけれども、この社会
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教育関連事業の推進にあたって教育委員会と町長部局との連携はどのような形で現在

進めているのか、あるいは今後進めていく計画なのかこの基本方針についてお伺いい

たします。

○町　長

　それでは質問順位が 9 番の根橋俊夫議員の質問にお答えを申し上げます。教育とい

う枠で捉えてまいりますといろいろあります。学校教育もあり地域教育もあり、家庭

教育があり、そして今ご指摘の社会教育ということであります。特に前半の 3 つは子

どもさんたちに対する教育の連携という意味ですが、社会教育は今度は大人の人たち

も子どもも含めて全般でありまして、また広く分野がジャンルも分かれておりますし、

それを推進していかなきゃならない。したがって教育委員会だけでなくて町長部局と

の関連も当然していくことでございます。町長部局って言いますと各担当の各課が全

部入るわけでありますので、課長以上で検討をするわけであります。 1 つ例として挙

げておりますけれども千葉県から今、山村留学でかやぶきの館、そしてまた地域の家

庭をお借りしてホームステイ等もして何年か経ってまいります。花見川小学校ほか 3

校ぐらいが来てくれておるところでありますが、これ教育委員会でありますがやっぱ

りこの川島小学校の児童、学校ぐるみで交流してくれるわけでありますが産業振興課

の担当でもあります。これは絡みて子どもたちが楽しくそこで勉強してもらう、勉

強って言いますか体験してもらうためにどうしたらいいだろうかということで当然教

育委員会と産業振興課が関わっております。人権問題につきましてもこれは当然総務

課と強力して職員研修を実施したり、そういった問題点が起こればチェックをしてい

るところであります。たくさん、これありそうでありますので簡単に端折って申し上

げてまいりますが、介護予防事業に対しましてはスポーツ推進委員が出向いてくれて

おりますし、これ教育委員会の方です。また介護予防の一環として高齢者でもできる

スポーツ交流等々は教育委員会の方の関係として出て来ておりますし、保健福祉課が

担当して連携をしているところであります。また食育問題っていうのが今、最近取り

上げられておりますが、これは子どももそうですし社会教育の中でもそうであります

が、社会教育の関わりは家庭教育であり、更にはまた学校教育の中では学校給食であ

り、栄養指導、地域では生産販売、消費等々につきましても行われておりますし、行

政では栄養相談、健康相談まさにこれは教育委員会と町長部局との関わりで成り立っ

ているものであります。ほか、挙げれば切がないわけでありますけれども、いずれに
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しましてもご指摘のように各課教育委員会、各係で更に連携、そしてまた連絡を取り

合い強力し合ってより効果的な社会教育が進むように協議を重ねてまいります。なお

また、出前講座等も町長部局の方から出ていくこともありますし、教育委員会の方か

らも出ることもあるわけでありまして、今後もそういったことも更に必要であろうと

こんなふうに思います。いつも中心地へ出て来られる人ばかりとは限りませんので、

そういった方も進めます。以上であります。

○根橋（ 3 番）

　今の現状についての説明ありまして、更にこれからもいろんな事業が実は当然のこ

とですけれども出てくるかと思います。それでこれはある意味仕事ですからそれぞれ

行政も基本的には縦割りでやっておりますので、それぞれが自分の仕事については全

力で取り組んでおられるわけですけれども、大事なことはやはり横の連絡っていう点

ではやっぱりその都度、何て言うんですかね事業ごとに連携取るっていうだけじゃな

くて、やっぱり恒常的にいわゆる社会教育を全体としてどういうふうに進めていくか。

そういった点で、 1 つの連絡、推進連絡会議みたいなものを庁内に作っていただいて

ですね、そして日常的にやっぱり社会教育全体がどのように今進んできているか、こ

ういったことをやはりお互いに町長部局と教育委員会が相互にやはり確認をし合いな

がら、保管をし合いながらやっぱり進めていくというのが、今言った一般として連携

していくっていうことだけじゃなくてですね、体制としてそういうものを作ってやっ

ていくということが、特にトップ町長とそれから教育委員会の教育長とのそういった

点でのお互いの連携を前提としたそういう恒常的な連絡会議ですかね。そういうもの

を作っていくことが大事かと思いますけれども、そのへんについてはいかがでしょう

か。

○町　長

　現状ではそういった生涯学習の種類によりまして、どちらかがやっぱり担当の責任

持つようになりますので、主管課が町長部局であったり教育委員会であったりとこう

いうことであります。それで各課が協力。で課だけでなくて 1 つの課だけでなくてい

ろんな複数課が強力しなきゃならんことも出てきておるわけであります。ふれあい

ウォーク 1 つ取りましてみても、これはもう全体で教育委員会と町長部局一緒になっ

てやっていくことでもあります。それで、担当部局を生涯学習の連絡会議というよう

なものも必要であるだろうって今始めて、始めてと言いますか今回の質問で初めてご
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指摘でありますけれども、どの方がうまく機能するか、社会教育を推進に良いのか、

検討をさせていただきたいとこんなように思います。

○根橋（ 3 番）

　いずれにいたしましても非常に幅広い事業でありまして、そういう 1 つの何て言う

んですか、何でもそうですけれどもこの後も出てきますが、特にトップがそういうこ

とで 1 つのやっぱり何て言うんですかねテーマで 1 回まとまってきちっとやってく。

そういうことがやはり職員にとっては非常にやりやすい環境になっていくかと思いま

すので、ぜひそんな点で検討していただいてですね、社会教育っていうものが前進す

るような形で検討いただきたいと思います。

　それでは次に 3 番目の大きな 3 番目で一般質問で検討課題とされた課題のその後の

進捗状況ということについて質問をしてまいりたいと思います。その最初は除雪体制

の拡充強化っていうことであります。今年の夏の気象条件についてはこれも昨日もあ

りました。もうこれは本当に今まで想定されないような事態、今ゲリラ豪雨、竜巻な

どもありまして非常に大きな被害が全国的に多発をしたわけであります。この原因は

やっぱり一口に言ってやぱっり地球温暖化ではないかっていうふうに言われておりま

して、気象庁も異常気象というふうな 8 月の異常気象ということで結論づけて評価し

ているわけですけれども、そんな中では報道ではいわゆる30年に 1 回っていうのが 1

つの災害の何て言うんですかね、 1 つのメルクマールというかそういうことで想定し

てきたと思いますけれどもこの頻度っていうのが世界的に見れば今年は年に10回にも

なってきているっていうことで非常にそういう意味では、そういう報道がされており

ます。そこでやはり心配されるのが冬の大雪なんですね。この冬ももう非常な突発的

な大雪でいろんなトラブルがあり、私はこの 3 月議会でですね、この間の 3 月議会で

除雪対策の拡充強化ということを求めて一般質問もいたしました。いくつかの具体的

提案も行いまして、結論は今後どうも見直しをしていかなきゃいけないかなというよ

うなニュアンスの答弁であったかと思います。この除雪体勢について検討するという

か、したというかちょっと分かりませんがそういう時期になっておりますけれども、

この冬に向けてですね、この除雪体制今までとはどういう形変えて、どのように見直

し具体化されてきているのか、まずお伺いをしたいと思います。

○町　長

　除雪対策でありますけれども、これにつきましては検討会を重ね、また最近て言い
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ますか、後で申し上げようと思ったんですが、笹子トンネル事故以来、非常にネクス

コが神経質になってちょっとした雪でもすぐ止めて降ろしてしまうということが起

こっております。そうすると辰野町でもし高速道路がない場合の交通の流れの 153 号

線だけではもう通用しなくなってきている。止めて全部降ろされちゃいますから、そ

うすると道路もこれだけではとても無理で、今のことは続くようでしたらですね、ま

あ続くでしょう。もう本当に直轄化、 153 考えてそして一部バイパス化ぐらいのこと

を考えながらもう複数車線ぐらいを一気に持ち込まないと駄目だろうと、まずはハー

ド的には考えております。それは国の方は直轄なんたってなかなか受けっこないです。

全額、国でやるわけですから。福島県の被災地で僅か 1.5 キロメートルだけが直轄に

認められたというのが去年のことです。なかなかそれは皆直轄にしてもらえばありが

たいものですから、するんですけれども 153 は 3 桁国道で 2 級国道であります。 2 級

国道でありますから国が半分、県が半分の負担になりましてどちらかにお金が不都合

であればやらないとこういうふうなことになって大変苦慮をしているところでありま

す。 1 号線から 99号線ぐらいの同じような国の直轄の責任を持ってやるような状態の

引き込みをしたいと私は考えておりました。それで、現在のとにかく問題につきまし

てでありますけれども一応この原則的には、通勤通学時間、あるいはバスの通行する

時間帯前に一時除雪の完了に努めることを原則としております。なかなかそれができ

ない場合も多いわけでありますが基本的にはそうであります。そして融雪剤の散布に

つきましてもこれは国県道優先して、また日陰の所、交差点部等々へも凍結懸念され

る所の夕方、あるいは早朝に散布するように現在はなっておるところであります。こ

れはそのとおり実施を現在しております。また、町の方は県の方へも委託いたしてお

りまして、やっぱり国県道は県の方で除雪をすることになっております。その委託し

ている道路、国県道です。それにアクセスする道路、近い道路に関しましてはその業

者に引き続き町の方からまた委託をしているというようなことでダブル依頼という形

でやっているとこであります。 24年度の今ご指摘の除雪につきましては55路線で 46.4

キロメートル、 13業者が行いまして12月10日から雪が終わるまで大体 19日間の出動が

あったところであります。これを踏まえてどういうふうにするかということを叩き台

になると思います。なおまた直営で、町でもってやている除雪と排雪する場所もあり

ますので、これは町でやっていることですから特にあえて申し上げませんけれども、

町の職員がやっております。そして、業者も非常に少なくなってまいりましてグレー
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ダー等があまりない。で普段、グレーダーっていうのは舗装する時に砂利をこう

ザーっと均すためのものでありまして、舗装も最初から造るような道路っていうもの

もあちらこちらあまりありませんので、せいぜいオーバーレイか剥いでもう一回こう

舗装をペイブする。ペイブメントっていうことですから、上へかける裏へのものであ

りまして、なかなかその砂利を均す所が少ない。したがって普段自分で持っていると

いうことが少なくなってきましてリース代というような形で業者も入れておりますの

で、そのリースに対しましては町の方も補助を出しているところであります。そんな

ことも現状も踏まえながらやっているわけでありますけれども、また非常に限られた

台数の今のようなグレーダーとか、ブルドーザーが出る場合もありますけれどもグ

レーダーが早くていいということですが、オペレーターも限られてきちゃってる。同

時にまた夜間深夜早朝といった出動が多いためになかなか作業も難航している。また

それだけの人数も揃えられない。町が期待するほど昔のような状態よりも今減ってき

ているということであります。除雪に苦慮しているような状況であります。それでも

う 1 つは先ほどのような中央道から車降ろされちゃいますと、除雪しているグレー

ダー自体がこの渋滞に巻き込まれちゃう。グレーダーだから早く通せとか、赤い、黄

色いランプは回していますが赤いランプでも点けてって、行っても詰まっちゃてるか

ら動きようがない。ということで大分遅れるという例も出動していながら苦情が出て

しまうということも考えられます。考えられますし実際に起こっております。また一

方の融雪剤に関しましては昨年度は25キログラム詰めが 3,140 袋、 500 キログラム詰

めが 114 袋、合計13万 5,500 キログラムを融雪に使わさせていただきました。融雪剤

に関しましては 54日間出動をしてもらっております。そんなことでやってはいるんで

すけれども、問題はその特に先ほどのネクスコが 1 センチメートル降っても降ろし

ちゃうというような言葉が出るぐらい非常に過敏になっておりまして、止めちゃって

下へ降ろすということ。これがリニアが来たような時に中央道がアクセス道として認

められるかどうか。 1 センチメートル積もったらもう止めちゃう。これはアクセスの

価値がないということであります。そうかって上伊那ではこの辰野近辺が一番雪が降

るわけでありまして、ここが一番このネックになるところであります。南へ行けば結

構溶けてて、降ったとしても水っぽくなってて通していくというような例もあるよう

であります。大雪みたいな特別な時はもう南まで全部積もっちゃいますけれども、普

通はそんなところであります。それで、除雪に対しましての出動に関しましてはまず、
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業者の方で気候その他を気を付けてて自主的に出動することになっております。先ほ

どの原則で。なおまた町の係りも見てていまして必要と判断すればすぐに指示、要請

を行うとこんなことで現在は動いているということであります。それで反省がこの間

の問題で各所の人たち、警察署もまたいろいろ除雪作業者も県も集まって反省会もし

たわけでありまして、いろんな意見が出ておりました。これ大事なことですから申し

上げておきますけれども、マンホール、下水でどうしても国道でも何でもマンホール

がちょっと上へ飛び出したりしててとても掻きにくいっていうことだから平らにして

くれというような。これは技術的に下げればできることでありますが、そうかってマ

ンホールはそこを止めてしまうわけにもいきませんので今困っているところでありま

す。それから、夜間の気温の低下や高速道路の交通止めの渋滞などで、辰野が先ほど

申し上げましたように特殊事情であると、特殊地形であるというふうに判断を願いた

いという要請をいたしております。それとまた情報収集に非常に苦労している。前に

も根橋議員が指摘したとおりでありまして、ネクスコの方は一切情報を出さないとい

うことでありますから、これではまずいということで、連携して必要箇所には連絡を

よこす。例え10分後に例えば今度は交通止めが解除になっても、 10分前に聞いても解

除になると言わないんですね。ですからあきらめてもうとんでもない所を回って行く

人もあるだろうし、あきらめてもう車止めてどっかへ泊まる人も民家へ頼んで泊まる

とか公民館へ泊まるっていう人も出てきちゃう。 10分なら待ってて行ったのにとこう

いうこともありますので、それも明かさないような状況でありますから非常に困って

おります。このネットワークの構築を図ろうということで意見を調整し、各機関から

ネクスコほかへも出しているところであります。また、これは一般論でありますけれ

ども、今の子どもたちは私どもはもう雪掻き自分で作って釘打ってやったもんですけ

れども、雪の日になれば誰かが掻いてくれる。行政で掻くとこんなような習慣になっ

ておりますけれども、やはり高齢化が進んでなかなか掻く、雪掻き弱者が出てきてい

るわけでありますので、子どもたちもその主要道とかそういうんでなくて、自分の所

ぐらいは、まず雪掻きということを勉強させてもらいたい。幼少期から雪掻きを持た

せた自然との関わりを知ること。また自分たちでも意識的に雪を掻かないと誰も掻い

てくれないんだよという場所もあるんだということを知ってもらうこと。こういった、

これも社会教育か社会勉強か分かりませんがしてもらいたい。庭先の除雪ぐらいでき

るようなふうな方向でもっていってもらわないと、とにかく人が掻いてくれるものな
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ら「ちっとも来ないじゃないか」って文句言うだけと、こんなふうな形になってまい

りますので、そういった雪掻きの大変さも汗かいて身にしみてもらいたい。また少子

高齢化に伴いまして今言いました除雪弱者が増えているので、これに対する対策、名

案は今のところないんですが機械化でやっていくよりしょうがないと思いますが、そ

んなことも出ております。それでＬＣＶとか前にも話が出たんですが、ほたるチャン

ネルとかそういったところで道路状況を流せる状態に持ち込まなきゃいけない。早く

これを行動で行動的にしていきたいと思いまして、ライブカメラという手もあります

ので、これ新たに設置して主要道傾斜地、あるいはまた降雪時の工事現場もあります

し、普段雪が降らなくても、また行事等もあったり御柱とかいろいろありますが事故

の渋滞の問題、集中混雑の状態、土砂災害の時も問題等もそういったものも見れるよ

うな方向を今考えております。町の光回線を使ってそして、ご自分のパソコンでもあ

るいは携帯でもそれが読み取れるような方向にしたらどうだろうかということで、お

金はかかりますけれどもそんなではない。そんなではないってただか、っちゃそう

じゃないですけれども、 1 台のカメラも20、 30万円で買えるわけですし、それを発信

するまた発信局が大事でありますが、そんなことも考えております。これ言うと切り

ないとこでありますが、あと課長の方からもお答え申し上げますが、町道で掻く距離

を 5 キロメートル延ばす。昨年より 5 キロメートル延ばす。これは決定いたしており

ます。そんなことの中で、またご理解いただきたいと思います。列車が止まれば列車

に乗っている人が止まればそのまま人はそこにいて降ろさないというようなこともあ

りますので、課長の方から名案があればそのへんもお答えをいただければと思います

が、引き続き課長の方からもう少しお答えいたします。

○建設水道課長

　ご質問の今後の対策でございますが、ただ今町長の申したとおりでございます。除

雪延長につきましては、区長会、また業者、業者の機動力もありますので、本年度は

約 5 キロメートルぐらいを17区全体の中で区長会で相談いただきまた、区の役員会等

に諮りまして延長を延ばし、除雪の作業を業者に委託をし、町が施工をしていきたい

ということで考えております。また、やはり先ほどお話ありましたように除雪弱者と

いう形、そしてまた一人暮らし、そういう方が増えております。こういう問題におい

て地域の協働のまちづくりというような形の中において、区長さんにお願いする中に

おいて、除雪等をお願いする。その除雪機を購入という形の中で本年度考えました。
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県の元気づくり支援金において除雪機の購入を要望を行いましたが、本年度は採択に

なりませんでした。しかしながらその中から県からの指導により、来年度コミュニ

ティー助成事業で除雪機の購入を行ったらどうかというお話をいただいております。

これにつきましても区と相談をしながらその計画に沿ってできる区につきましては、

道路や公共だけでなく福祉や除雪弱者に使える多目的に利用できるものにしていきた

いということで今後考えていきたいなと思っております。それから、除雪機の現在、

除雪の機械の購入の補助制度がございます。そういうものもご利用いただきたいと思

います。また、それについては区長会を通じてお願いをしているところですので、ご

理解をお願いいたします。また、融雪剤の自動散布機、これにつきましても増設につ

きましてもまた、見直しを図り国道 153 号線の羽場の北側、宮木公園付近等の増設等

を県に要望を重ねていきたいということで考えている次第でございます。以上でござ

います。

○根橋（ 3 番）

　いずれにいたしましても今社会構造は変わってですね雪掻きやりたくてもできない

という路線も出てきておりまして、そういう意味では各区の状況もかなり違ってきて

おりますので、今答弁いただきましたが、ぜひこれを各区とも十分な協議をしていた

だいて道路はあくまで公共的なものでいろんな方がね、そこを通るわけで、除雪をさ

れていないと事故も起きたり非常な混乱がくるわけですので、出すお金もきちっと出

すものは出す、それからやっぱり町が情報を持っているわけですので、業者の方は

やっぱりお願いをするならするという形できちっと体制を作って万全の体制でやっぱ

臨んでいっていただきたいと思います。最後の質問につきましては、時間がもうあり

ませんので、触れませんけれども昨日も代表監査委員さんからの非常に丁寧な財務関

係のいわゆる内部統制システムのお話がありました。私もこれについは町の業務全体

についての内部統制システムっていうことで、非常にこれは辰野町としては早急にこ

れを作っていかなきゃいけないという考えでおりますけれども、時間がありませんの

で、次回ということにさせていただいて、私の質問を終わりたいと思います。

○議　長

　ただ今より暫時休憩といたします。なお、再開時間は 11時50分といたします。

　　　　　　　　休憩開始　　　　11時　38分　

　　　　　　　　再開時間　　　　11時　50分

127



○議　長

　休憩前に引き続き再開いたします。質問順位10番、議席 8 番、永原良子議員。

【質問順位10番、議席 8 番、永原　良子　議員】

○永原（ 8 番）

　通告にしたがいまして 2 点について質問していきます。高齢者障がい者支援の充実

について、まず質問していきます。高齢者、障がい者が安心して暮らせるように少し

でも町としてできることがあったら、そして住み慣れた地域でその人らしい生活がで

きるように、また介護者の負担の軽減が図れるように質問していきたいと思います。

高齢者、障がい者の引きこもり防止、健康づくり及び介護予防や介護者のリフレッ

シュのほか、通院等による経済的負担軽減を図ることを目的に福祉チケットというも

のを発行したらどうかと私は考えます。今、町としては高齢者、障がい者支援に灯油

券、タクシー、バスの利用の軽減とかいろいろやっていますけれども、全体的に福祉

チケットとしていろいろ使える町内の入浴施設での入浴料、医療機関への通院等のた

めのタクシー、バス利用料、紙おむつ購入券、理容美容の利用料など福祉チケットと

いう名前で交付する考えはないかお聞きします。

○町　長

　質問順位10番、最後でございますが永原良子議員の質問にお答えを申し上げます。

最初の質問は福祉チケットの発行ということでありまして、町も各ほかの市町村でも

やってるようなことも承知いたしておりまして、検討した方が良いかなという段階に

現在きておりまして、どうしてもやらなきゃいけないっていうことではないんでしょ

うけども、やった方が利便性が上がるとか、利用者がその方が使いやすいとかいうこ

とであれば考えなきゃならない。ただ、それに対しますまた事務の量が増えますが、

しかしそのくらいの事務の量は吸収できるぐらいの能力を職員の皆さん持ってますの

で、考えていかなきゃならんのかなとこんなふうにも思っております。箕輪町あたり

でも要介護 1 から 5 の方に介護している方へのやすらぎチケットという形で 1 万

5,000 円分ぐらいのものが出ておりまして 300 円券で50枚ということであります。た

だ現金と違いましてこれ使わないと損するんですがね、利用者が。よくありますそう

いうことが、得だって一所懸命買ってもついに、まあ期限が打ってなければいいんで

しょうけども、期日があるも、ついに使わなんでしまう。ギフトチケットなんかもそ

うですよね。ありがたい、ありがたいと思ってしまい忘れて忘れちゃって見たらもう
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期限切れでというようなこともよくあるようでありますが、目先の利益としかし実際

に使うかどうかの利益も確かめながら、そういうふうなことができるかどうか、これ

福祉券だと毎日使っているもんでしょうから、そんなこと使わなんでしまうってこと

はせっかくお買いになっといてということも、もったいない話でありますが、そうい

うことないと思いますけれども、世の中便利になると意外と変な所に落とし穴がある

ということも考えながら検討をしてみたいとこんなふうに思います。

○永原（ 8 番）

　他の所でもいろいろな施策をしていますけれども、そういう高齢者とかそういう人

の福祉チケットを作った場合に何にでも使えるって言い方変ですけれども、いろいろ

自分の健康、健康を維持していくためにも使えるそういうチケットがあれば、入浴の

所にも使えたりして健康増進にもなって介護予防対策にもなるっていうことをちょっ

とお聞きしています。紙おむつの購入券とか入浴施設の入浴料のみのお金とか、そう

いうタクシー券、バス券に使えているのでぜひ、辰野でもこれから高齢者も増えます

し、そういうことに使うようにしてもらいたいと思います。今、灯油購入券交付事業

と福祉タクシー、バスの事業を行っていますけれども、ちょっと使いづらいって、福

祉タクシーなんかのことは耳に入ることがありますので、ぜひ広い範囲で使えるよう

にそういう範囲も広げて統一して使えるチケットをぜひ進めていってもらいたいと思

いますが、今、町長がおっしゃったようにそういう考え少しあるけれど統一していか

なきゃいけないかなっていう考えがあるって言ったんですけれども、今後どうでしょ

うかもう一度。

○町　長

　最初に答弁したとおりでありますけれども、今度、幅広く使うということは非常に

使う方に便利ですから、その人に合わせてやることも大事ですが、今度は事務処理的

に今、頭で考えてみますとタクシーに使ったのか、あるいは入浴に使ったのか、統計

取る時にですね全部同じ券が来ますので、しっかり間違えないようにこう分類して実

際にお金払って使った人、それから券を使った人。間違えないように統計取って何費

に使ったかっていうのは、ねえ分類は大変ですよね。しかしそのことも慣れればそん

なに難しくはないだろうと思いますので、検討してみるとこういうことでお願いをし

たいと思います。課長の方もしあれば。
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○保健福祉課長

　同じです。

○町　長

　同じだって言いますから。検討するということです。

○永原 (8番）

　ぜひ、ほかでもずっとやってる所もありますので、そういう所を参考にしながら事

務が大変だって言うんですけれども、町民にとって使いやすいものをやっていくって

いうことが町政だと思いますので、ぜひ前向きに検討していってもらいたいと思いま

す。次にデイサービス施設での宿泊を利用した場合の助成についてです。介護者また

は保護者の急病等の緊急時において、要介護高齢者及び障がい者を家庭で介護、また

は養育することができない場合に高齢者などを通所施設に緊急に宿泊させ、介護者な

どの負担を軽減する緊急宿泊支援事業っていうものに取り組む考えがないかお聞きし

ます。

○町　長

　急にないかって言われましても、もうちょっと説明をいただいた方が住民の皆さん

分かりやすいと思いますが、こちらの方は前もって書面いただいておりますので、判

断できるわけでありますが、介護保険の人は当然それ使えますが、介護保険なくて高

齢者でいて、しかし介護者って言いますか家の人が緊急の場合に見れなくなると介護

保険適用ではないけれども困るというような場合に緊急入院、入院て言いますか入所

ができないかということでありますが、現在はぬくもりの里においてのみ現在やって

いるわけでありますが、また民間の方でも公的でない方でもスタッフが揃えばやると

いう所もできておりますので、そういった所に声かけていただいて。ショートステイ

をやっている所ならその応用でできるだろうと私は思いますので話をしていきたいと

こんなふうに思います。しかし保険適用でありませんので、実費はいただくと。当然

そういうことになってきますけれども、そういって受けてくれる所があれば一番良い

わけでありますので、これも担当課の方で、というよりも課長の方何かあるかな、そ

れに対して。いいですかね。そういうことで前向きに検討はしてみたいとこんなふう

に思います。

○保健福祉課長

　今、町長が答弁したとおりでございますけれども、議員もご承知だとは思いますけ
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れども、町内には 5 つほどのですね施設と言いますか事業所が、民間と言いますかＮ

ＰＯ法人等々で運営をしておりますけれども、そういったデイサービス施設ではです

ね一部の事業所ではですね宿泊は行っているのが現状でございます。今、町長申され

たとおりですねスタッフがですね、すぐに集まらないというような状況の中でですね、

常にできているかっていうとそうでもないような状況であります。今後ですね、デイ

サービスに付随するですね、サービスとしてですねこの宿泊っていうものがですね、

やっていただけるようであればですね町としても考えていきたいと思ってます。ただ

ですね、設備がですねきちんとしていないような状況でありますとですね、事故等の

心配がございますのでそういった申し出があった事業所さんについてはですね、慎重

にですね対応させていただきたいというふうに今のところは考えております。以上で

す。

○永原（ 8 番）

　ちょっと私の言い方もちょっと足りなかったんで分かりづらかったと思うんですが、

デイサービス、特にデイサービスに通っている方が急に看ている人が冠婚葬祭とかで

できなくなった場合とか、もう分かっててこの日はちょっとどうしてもっていって

ショートステイが取れなかった場合に、今デイサービスをやっている事業所でも介護

保険外ショートステイっていうサービスを行っている町内でも 1 件くらいやっている

所がありまして、そこも月に 1 、 2 件は毎月あるってお聞きします。そうした場合に

介護保険外ですので、利用料が 1 泊 6,800 円プラス食事代で 8,000 円近くかかるわけ

ですよね。そういった場合にその緊急宿泊の場合にそこに少し町として 5,000 円くら

いでも補助をする事業をぜひ取り組んでもらいたいっていうことです。新しい事業で

すので、町の方としても検討してこういう緊急な時が本当に介護をしてたりすると、

急に何かがあったっていう時に一番困って、ショートステイも頼んだけれどもいっぱ

いで駄目だとか、本当に預かってもらう所がないっていうことが介護している方とし

てはとても大変で、そういう所にやっぱり目を向けてそういう所もきちんと町として

補っていくっていうか、そういう所も手出ししていくっていうことが安心して住め

るっていうことの一つでもあると思いますので、ぜひ町としても取り組んでもらいた

いと思います。

　次に介護者への移動施策の拡充についてです。辰野町では在宅介護者への慰労施策

として在宅介護者リフレッシュ事業っていうものを年にやっていると思いますが、そ
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のほかに何か介護慰労施策のことが、やっていることがあったらお聞きします。

○町　長

　介護者への慰労施策っていうことでまいらないためにっていうことで、今言われた

ようでございましてリフレッシュ事業を行っているということで現在はあります。在

宅介護者の場合ですね。今後またそういった介護者の人数等々も調べながら、またほ

かの方法、このリフレッシュ事業も続けながら何かこう息を抜く、ストレスを緩めて

あげる。こんなことがとても大事だと私、長期の場合余計そうでありますので、考え

ていきたいとこんなふうに思いますが、課長の方で何かあれば名案があれば、ここで

自由に出しても良いことになってますので、いいかね。

○保健福祉課長

　今町長が申されたことと、それから議員ご指摘のとおり在宅介護者のリフレッシュ

事業のみでございます。平成12年に介護保険制度始まって以来ですね、多分記憶では

平成15年前後にですね、それまでは介護医療金っていうものがありましたけれども、

それがなくなりましていわゆる、現金給付ではなくてですね、いわゆる今やっている

ようなですねリフレッシュ事業ですとか、違ったサービスに切り替えていこうってい

うことで平成14、 15年ごろからですねそういったサービスに変えてきたというような

記憶があります。ただですねやはり、社会制度が大きく変わってもですね介護者に

とってはですね大変な苦労をしていると思いますので、町長が今申し上げたとおりで

すね他の方法でですね介護者の慰労に繋がるものがあればですね、考えていきたいと

いうふうに思ってます。以上です。

○永原（ 8 番）

　そうですね、本当に高齢化も進んだり介護もいつまで続くかっていうことも結構、

介護している方の身としてはあって、たまには息抜きっていうかリフレッシュした

いっていうこともあるので、町として今在宅介護リフレッシュ事業を行っていて介護

者からは喜ばれていると思います。その介護リフレッシュ事業の中にはいろいろ旅行

とか日帰り旅行とか宿泊旅行には行かないけれども、ショートステイの利用補助も町

としては行っていて、とてもありがたく思っているって当事者の方は言っております。

先ほど町長がお答えの中に安らぎチケットのことをおっしゃったんですが、私もここ

で介護者、介護者支援としてこういう安らぎチケットみたいな、箕輪町でやっている、

そういうものを何か辰野でもやってもらいたいなって思ってます。お聞きすると 9 割
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近くが申請してリフレッシュできてるっていうことで、そのチケットは 500 円券が30

枚綴りで温泉施設や理容美容、あとマッサージ、ショートステイなどを利用して、成

人用のおむつなどの購入も可能だっていうことで地元の業者も多少そういう所を使う

ので商店の方も助かるしっていうことをお聞きしました。ぜひこの在宅介護、在宅介

護本当に自宅で看てるっていうことは、息が抜けないっていうか、神経も休まらない、

24時間看てるっていうことは本当に大変なことですので、そういうものに支援してい

くっていうことも町としてはとても大切なことだと思いますので、取り組んでもらい

たいと思います。

　次の質問にいきます。若者や子育て世代の支援についてです。子育て中の家庭への

支援をより充実するため今、辰野町では中学校 3 年生まで医療費無料化の対象を拡大

してあり、とても歓迎されています。しかし、一旦患者負担分は窓口で支払わなけれ

ばなりません。医療機関にかかった時、窓口で支払うお金の負担が重いため、ぜひ窓

口負担ゼロをお願いしたいという切実な声が聞かれます。町として子どもの医療費の

窓口無料化を進める考えはないか、お聞きします。

○町　長

　ご質問でございますけれども、今中学 3 年生までっていうようにおっしゃったよう

ですが、そのように本当にお思いですか。ちょっと町がちょっと宣伝が足りないかね。

今18歳まです。

○永原（ 8 番）

　すみません。

○町　長

　別に謝る必要ないですけれども、無料化をさせて頑張っていますので、またご認識

でそのようにＰＲをして、ＰＲっていうか該当者にはそのようにお伝え願いたいとこ

んなふうに思います。さて、それでご質問の本題の方でありますけれども、窓口の無

料化ということでありますが、これ前にもいろいろ検討したことあるんですが、今回

もやっているんですけれども、またそれぞれの所で検討もされておりますけれども、

これ結局医療機関が町内ばかりでなくて町内外の医療機関の協力がないとできないん

ですね。非常に煩雑になる。今でも何保険、何保険てもう煩雑になっちゃって窓口と

ても大変なようです。辰野ばっかりでなくてどこでも。後期高齢なのか、介護、介護

は医療じゃないですけれども、社会保険なのか、国保なのかいろんな種類がある。分
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類がとても大変なようでありますし、それにもっていって 1 回無料でしておいてまた

町から請求するっていうような形も市町村からということで非常に難しいということ

は言われております。しかしどこでもそんな希望が出ておりまして、それで福祉医療

制度の在り方検討委員会に出されたものでもあります。県と市町村でそんなような話

し合いもしたことがあります。しかし現行の償還の方法とか、現在は現物を給付して

やっていく窓口の負担を要しない方法、 2 種類あるわけですがこれに対しまして長所

短所が出ておりまして、長所としては利用者が利用しやすいということで、これは当

たり前のことで、じゃそれがためにやればどうかと、これが短所になってまいります

が医療費の増大に繋がる。招くおそれがある。要するに人手が非常にかかるというこ

とです。正確を期さなきゃなりませんし、いろいろ煩雑、複雑になるということ。そ

れからまた国庫負担金の減額調整されている所でありますけれども、国保財政への直

接的な負担増に今度はなってきてしまうということであります。課長の方からもう少

し詳しくお話を申し上げたいと思います。やりたいんですが、なかなか難しい。逆に

出費が増えてしまう可能性もあるとこんなことであります。担当課長からお答えしま

す。

○住民税務課長

　ただ今町長の答弁にありましたように窓口の無料化っていうことにつきましては、

利用される医療機関全てのやっぱり理解、協力がないとできないっていうのが、これ

がやっぱり一番大きな課題だろうと思います。先ほど町長申し上げましたように平成

14年なんですけれども、福祉医療制度の在り方検討委員会で提言書が出されておりま

すけれども、その検討の中ではですね、ただ今町長が申し上げました国保国庫負担金

の減額調整がされるっていうことで、要はこのような窓口無料化が行われますと、ど

うしても医療費が増大してしまう。この結果に対してですね、国からの国保財政への

負担金が減額されてしまう。ということは、町の国保財政への直接な負担増になりま

すので、国保税を値上げせざるを得なくなるというような大きな課題があるわけでご

ざいまして、それらを検討した結果、この平成14年に当時の多く行われました現物給

付方式については好ましくないという結論を得て、平成14年をもちまして県下の市町

村全てでこの現物給付方式が廃止をされております。そういう経過を踏まえてですね、

ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。なお、利用者の方の利便性を図る

ということの中で、長野県の中では自動給付方式という言い方をしておりますけれど
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も、従来領収書を付けて窓口に申請をしていただくことによって償還をしていたわけ

ですけれども、この手続きは全て省くようになっております。そのような手続きが

あったがためにですね、当時の提言書で言いますと 2 割ぐらい申請漏れがあるという

ふうに言われていたわけですけれども、現在この申請手続きは一切不要でございます。

医療機関の方から我々の方に通知がございまして、それに基づいて全て給付をしてお

りますので、そういった点では長野県全体として統一してですねかなり利用者の方の

利便性に適う形での制度が行われているという点でご理解いただきたいと思います。

なお、窓口での支払いは一旦していただくわけですけれどもその支払いのお金もなか

なか難しいというような場合には社会福祉協議会での貸付制度もございますし、国保

やあるいは後期高齢者医療において限度額適用認定証の交付っていう制度がございま

して、これによって一定程度までの金額の支払いで済むというよな制度もございます

ので、ここらへんについては今後とも必要があれば広報をしながら、利用者の皆さん

にご理解をいただきたいというふうに考えております。

○永原（ 8 番）

　窓口無料にするとかかる、医者にかかる人が増えるって言うんですけれども、病院

にかかりやすくなって医療費が増えるとかあるんですけれども、病気の重度化を防い

だり「これまで我慢していたけれども気楽に受診できるようになったので早めに治療

ができた」っていう声も聞かれます。無料化になった所では。実際に今、経済的にも

生活も大変になっている中で、窓口で一旦払うっていうことは本当に経済的負担があ

るっていう声が切実に聞かれてくる場合がありますので、ぜひ子どもの医療費の窓口

無料化を大変ですけれども進めていく考えも持っていただきたいと思います。実際に

仮に子どもの医療費の窓口が無料になったとしても、親はその病院に連れて行ったり

する時、仕事を休んで付き添ったり行くまでに交通費がかかったりして窓口負担は無

料になっても保護者の負担はやっぱかかりますので、窓口負担だけでも、窓口無料で

受診ができるようにしていくことが子育ての応援にも繋がると思いますので、ぜひ前

向きに検討していただきたいと思います。次に出産祝い金について質問します。少子

化対策及び若者定住化対策として人口増加を図るため、出産時にお祝い金を支給して

いる所もほかでは多々あります。辰野町でも明るい家庭を作るためまた、次世代を担

う新生児の健やかな成長を願ってこの出産お祝い金を実施できないか、お聞きします。
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○町　長

　先ほどの質問の方で逆にちょっとお聞きしたいんですが、窓口無料化になると非常

に便利よく早期発見そういういろんなものに繋がっていくというようなことで、良い

という話を聞く自治体もあるというんですか、どちらの方でお聞きになったかお知ら

せをいただきたいと。具体的な市町村まではいらないんですけれども、どのへんのお

話であったか参考にしたいと思います。次の質問でありますが出産祝い金であります

が県では結構やっている所もありますし、 23町村が約半分ぐらいがですねそういうこ

とをやっています。町も今度人口増に向けて今、対策を立てている最中でありまして

辰野へ来て家を建ててくれる人に支援金が出せないかとか、あるいはまた大勢産んで

もらうために何とかならないかとか。保育料に対しましては第 3 子、その替わり重

なった時でありますが、無料化にするとか今実施しておりますが更にはまた出産に対

して祝い金を出したらどうだろうと。お祝いだからお祝いでなくてやっぱり人口対策

の問題でっていうことで、やっぱり大勢産んでいただくことを奨励するというような

意味であります。よその方を見てみますと第 1 子から出している。第 2 子も第 3 子が

段々厚くなって出ていく。 4 子以上は 3 子と同じとかいろいろあるわけでありますが、

それで辰野としてもしやるならばですね、第 1 子ぐらいは普通に産んでいただいて、

第 2 子ぐらいから例えば祝い金を出し、 3 子は少し厚くしようと。あまり 3 子を産ん

でくれませんので、 4 子になったらもっと厚くするか 3 子と同じにするかというよう

なことでちょっと検討にこれは入っていきたいなと思って実はいるところであります。

人口対策問題の中で、人口対策問題の中には農地調整区域もありますよね。これ

ちょっといらんことですが、ちょっと早口で話ちゃいますが、農地調整区域は外れな

いんですよ普通では。しかし政策的に国に掛け合ってある一定のブロックを住民の皆

さんや農家の皆さんと話し合って外しても良いっていう所あったら宅地造成をぴ

しゃーっとしちゃわないと人口は増えない。こんなことも考えているところでありま

すのでその一環として、また捉えさせていただきたい。ただ、今子ども手当てが国か

ら出ているわけですが、育てやすくなった。そしてまた教育費もっていうけれども、

本当に教育の方へ使ってくれているのか。またそうやってお金で貰ったことによって

確かにそれは生活はその分だけ良くなりますので、育てやすいということなんでしょ

うが、それは果たして実感持っているかどうか。またこういった祝い金が更にまた、

子どもを大勢産んでもらうことに繋がるかどうかということですね。ということに対
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してはまた検証しなきゃならないだろうと思いますが、やってない市町村はそのへん

がまだ研究中で分からないとこじゃないかと思いますが、やっている所にも聞いてみ

たりして、本当にそういうことによって産んでくれるとかなれば良いんですが、ただ

祝いでっていうことではない。何かの政策の下でやっていると思いますので、調べて

みたい。意外と貰ってそれっきりっていうのが多いんじゃないかと思うんですが、今

回の場合 3 子、 2 子、 3 子、 4 子ぐらいを検討してみたいと。こんなふうに思ってお

ります。

○永原（ 8 番）

　先ほどの窓口無料化の件は長野県はあれですので、群馬県の方でやっているってい

うことでお聞きしました。

　ぜひ、私もただやれば良いっていうだけじゃなくて、少子化対策、若者定住化対策

としてそういう辰野町でもいろんな施策があって、その中の 1 つとしてそういうもの

もあるっていうと、若い人もほかではないけど辰野町にはあるんだっていうことで辰

野を選ぶ場合もあるんじゃないかと思いますので、ぜひ検討していただきたいと思い

ます。

　次に病時保育の実施についてです。子育て支援の病時保育への取り組みについて質

問します。病時保育につきましては以前にも質問してきましたが、女性の社会参加が

進む中、親が安心して働き、子どもを産み育てることができるということでぜひ病時

保育に取り組んでほしいと願いますが、実施する考えがないかお聞きします。

○町　長

　幼児でありますので、なかなか自分でその様態が人に伝えることができない状態の

中で管理するということでありますから、非常に大変難しいことであります。病院と

も話したことあるんですが、看護師さんやお医者さんとも。とっても今手が回らない。

医師が潤沢にあれば誰か、何かと兼ねて回っていただいて看護師さんも潤沢で手があ

ればそちらの方へもかかる。また子どもですので、保育士さんが 1 人ぐらい。そのこ

とは何とかできると思うんです。臨時の方でもあるいは経験者でもいいですからそう

いう時に入ってもらってやると。なかなかそれがうまく受け付けてるところでうまく

いかないので、前にも病後時保育のことも検討しましたけれども今はちょっと受けて、

何でもかんでも受けりゃ良いってもんじゃない。受け手が難しい状態にあります。結

局こういった親御さんからの要望があることは十分承知いたしております。病気の時
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に親が親身になって看てあげることが最も大切だという理屈もまた成り立つわけであ

りまして、しかし社会の一員としてお母さん方もお父さん方も一緒に合わせて働いて

いるわけでありますので、そちらに迷惑かけるんでなくて病気の時には何とかという

ようなことができれば一番最高であります。新年度からまた上伊那生協に委託してい

きたいっていうような方法もあるようでありますので、そのへんもちょっと検討して

向こうの条件等も検討してみたいと思いますが、将来的には当町でも病院の方が今の

スタッフが揃ってくれば受けていきたい。くどいようですが保育士さんの方の補給は

それに付いてなきゃならんもんですから、そのことに対しましては心配なく何とか用

意できる。そういうことでありますので、第 1 段目のご質問にはこのようにお答えを

させていただきます。

○永原（ 8 番）

　今町長の答えの中にも辰野では無理ならばって医療生協さんも、っていう話でした

が、私も以前に質問した時にも、辰野はとても人手がないっていうことで大変ならば、

委託してやることができないかっていうことで、医療生協さんの方にもお聞きしたり、

ほかの市町村にもちょっとお聞きしたらやはり子育てする中で本当に今、共働きが多

くて休みづらい。休んで会社に迷惑っていうよりも、そういうことで休むと何回も休

んだりするともう ｢来なくていいよ」って言われてしまうことがあったっていうこと

です。自分の子どもですので、病気になればしっかり親が看たいっていうのが本当の

親の気持ちだと思うんですけれども、そういうふうな環境が整っていない場合が多々

あるので、要望しているんですけれども、近くに祖父母などがいたり、親戚の人がい

たりそういう看て、急な時でも看てくれる人がいる環境にある人はまだ良いんですが、

本当に頼る所もなかったり急なことなのでなかなか看れないっていうことで、そうい

う病時保育、それを本当に切に前から願っている親御さんがいますので、ぜひ町でも

医療生協に委託する考えも来年度はあるような、考えがあるので、ぜひこの病時保育

ですね、やってっていくように切に願います。次に若者の安定促進事業について質問

します。次代を担う子どもたちの成長を支援するとともに、育児や出産に伴う経済的

負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりと町の活力増進

を目的として若者の定住を促進するために町として今取り組んでいる事業があったら

お聞きします。
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○町　長

　次の質問で若者の定住促進ということでございまして、当然次代を担う皆さん方は

大都会、あるいはほかの市町村でなくて辰野でも頑張って生きて定住してほしいとこ

ういう願いでありまして、これは人口対策プロジェクト推進委員会、庁舎内で課長を

中心に係長、公募職員等もして検討中であります。いずれにしましてもこの地元の不

動産業者だとか、建設業者、商工会、建築士会、ＪＡ、金融機関、観光協会、あるい

は移住者自体ですね、ＮＰＯ法人との構成で立ち上げを現在行っているところであり

まして、このことを更に進めていきたいとこんなふうに考えております。課長の方か

らもしあればお答えをします。

○まちづくり政策課長

　辰野町の若者層、また子育て層に対する支援事業でありますが、先ほどありました

医療費の特別給付ということで18歳到達までの間の医療費の関係の免除でありますと

か、あとですね母子父子家庭等の18歳未満の入通院の無料化。また保育園の関係であ

りますけれど、同一世帯から 2 人以上の児童が同時に保育園、幼稚園に入園している

場合は徴収金を 2 人目の児童は半額、 3 人目の児童は無料と、免除ということで実施

をしております。また学童クラブへの補助金等もまた実施しております。また今後、

若者世代を含めまして移住定住につきましては、先ほど町長申しました人口対策プロ

ジェクト推進委員会、また辰野町移住定住促進協議会にもかけまして協議をする中で

新しい施策等も構築していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

以上であります。

○永原（ 8 ）

　辰野でもいろいろ人口増加、少子化対策、若者の定住に対していろんな支援事業を

行っているんですが、定住促進事業の中にできたらその結婚を機に町内の賃貸住宅に

入居する場合に40歳以下くらいの若者の夫婦に入居にかかわる家賃等の一部を補助す

るとか、あと既存住宅に住む場合に安全性や耐久性の問題があってちょっとリフォー

ムしなければならないっていう場合に、町内の業者を使う場合のみ工事利用の経費の

一部を支援するとか、そういう何か辰野の特色として出していって若者の定住の促進

に向かうようにぜひやってってもらいたいと思いますが、その部分の考えはどうで

しょうか。
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○町　長

　人口対策プロジェクトチームの中にそういったことも全部包含して検討して組織的

に展開していく予定になっておりますので、ご協力をお願いしたいと思います。

○永原（ 8 番）

　ぜひその中で検討していってもらいたいと思います。次に商工業農業の後継者支援

対策についてお聞きします。新たに商工業農業をやり始めたり、後継者になったりし

た場合に将来にわたり経営を続け自信と誇りを持った経営を確立するために町として

支援している事業がありましたらお聞きします。

○町　長

　当面は商工会が担当いたしておりますので、後継者育成事業補助金として町から

100 万円を補助しているところであります。とりあえずはそういうことであります。

○永原（ 8 番）

　そのほかに何か大きい意味でそういう頑張る若者、農業に就いたり商業の後継者に

なったりするのに、支援している事業があったらお聞きします。

○町　長

　町の要請を受けまして、また商工会独自の発想もありますが商工会を中心に現在

行っているわけでありますが、辰野高校などから応募いただいて実施したのは未来経

営人の事業ということで経営者を養成するための学生を対象にそういったことも応募

で実施をしたところであります。また、後継者の育成事業として伊那のハローワーク、

昔の職安でありますが、その指導の下で無料の職業紹介所の承認を受けたとか、それ

から製造業を中心に人材のマッチングを進めている。合わない所もありますので、

マッチする所を進めている成果も出てきております。あと商工会が若手中心に表面処

理ですね、いっぱい金属などの表面処理等に対しましての研究会、あるいはまた金属

加工グループの事務局になって情報交換してまた若者を集めてそこで、一回体験をし

ていただくというようなこともやっているところであります。今、商工業でいいです

ね。商工業ですね。

○永原（ 8 番）

　はい。

○町　長

　そんなことでありまして、いずれにしましてもキャリアですね。学校教育の中でも
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キャリア教育が取り入れられて、実際に世の中でどんなようなことをやっていくのか

ということもやらないと、 1,000 人が山へ入って勉強して社会へ降りてきたら全然ち

がっちゃったということのないようにしていく。その覚悟を、またそういったことを

イメージングする中での学習活動をしていただくということの中で、やっぱり若者に

対しましても学校も卒業しておられましても、あるいはまたこれから卒業する人に対

しましても実際にいろんな体験ができるような場を与えたりして一番良い所で頑張っ

ていただくと。こういうふうなことで定住促進を図っているところであります。以上

です。

○永原（ 8 番）

　今、いろいろ施策を言っていただいたんですが、私の一連の質問としては若い人の

応援ていうか、辰野の若者の人口を増やすっていうことで辰野は結婚してすぐには、

こんなに良いことがあるよっていうことを発信していくっていうことも大事で、その

子育て支援対策とかいろんな支援対策をやっぱりホームページでも、見る時に外から

ホームページ見た時にぱっと見て分かるように子育て支援対策とか、その今いった若

者の定住促進事業とかそういうことがぱっと一覧になって分かるようなこともぜひこ

れからはやっていってもらいたいと思います。以上で質問を終わります。

○議　長

　以上で、一般質問は全部終了いたしました。本日の会議はこれにて散会といたしま

す。大変ご苦労さまでした。

９．散会の時期

　 9 月10日　午後　12時　34分　散会
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